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特約一覧表 
普通保険約款に適用される特約は、以下のとおりです。なお、特約の

適用条件は、【特約適用条件一覧表】(P006)をご参照ください。 

 

特約には、ご契約時のお申出にかかわらず、自動的にセットされる特

約（自動セット特約）と、ご契約時にお申出があり当社が引き受ける

場合にセットされる特約（任意セット特約）があります。自動セット

特約には 自動セット と表示しています。 

 

（1）現金・小切手普通契約方式特約 ······················· 034 

（2）現金・小切手在庫保険金額方式特約（毎月通知・年間精算） 035 

（3）現金・小切手在庫保険金額方式特約 

（四半期通知・年間精算） ··················· 037 

（4）現金・小切手延べ保険金額方式特約（年間精算） ········· 039 

（5）現金・小切手延べ保険金額方式特約（月間精算） ········· 041 

（6）商品普通契約方式特約 ······························ 044 

（7）商品在庫保険金額方式特約（毎月通知・年間精算） ······· 045 

（8）商品在庫保険金額方式特約（四半期通知・年間精算） ····· 047 

（9）商品延べ保険金額方式特約（年間精算） ················ 049 

（10）商品延べ保険金額方式特約（月間精算） ··············· 051 

（11）展示品契約特約（Ａ） ······························· 053 

（12）展示品契約特約（Ｂ） ······························· 053 

（13）巡回販売契約特約（Ａ） ····························· 053 

（14）巡回販売契約特約（Ｂ） ····························· 055 

（15）特定動産所在場所特定契約方式特約 ················· 055 

（16）修理付帯費用保険金補償特約 自動セット ··········· 056 

（17）国内のみ補償特約 自動セット ····················· 058 

（18）管球類単独損害対象外特約 自動セット ············· 058 

（19）消耗品単独損害対象外特約 自動セット ············· 059 

（20）脱毛危険対象外特約 自動セット ··················· 059 

（21）使用人の不誠実行為対象外特約 自動セット ········· 059 

（22）航空運賃対象外特約 自動セット ··················· 060 

（23）自力救済行為等対象外特約 自動セット ············· 060 

（24）温・湿度変化損害対象外特約 自動セット ············ 060 

（25）冷凍・冷蔵・保温物特約 自動セット ················· 061 

（26）１時間未満の電力停止等による損害対象外特約 

 自動セット ·· 061 

（27）混入・目減り危険等対象外特約 自動セット ··········· 062 

（28）臨時費用・残存物取片づけ費用対象外特約（商品付帯用） 

 自動セット ·· 062 

（29）耕工作車特約 自動セット ························· 062 

（30）自動販売機等特約 自動セット ····················· 063 
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（31）楽器特約 自動セット ····························· 064 

（32）宝石・貴金属特約（Ａ） 自動セット ··················· 064 

（33）格落損害対象外特約 自動セット ··················· 065 

（34）什
じゅう

器・備品等特約 自動セット ······················ 066 

（35）現金・有価証券特約 自動セット ···················· 066 

（36）万引き・品不足危険対象外特約 自動セット ··········· 067 

（37）地中・水中・空中危険対象外特約 自動セット ········· 068 

（38）加工中の限定危険補償特約 自動セット ············· 068 

（39）吹込み・雨漏り損害限定補償特約 自動セット ········· 069 

（40）適用保険料に関する特約 自動セット ················ 070 

（41）運送中の破曲損対象外特約 ························· 070 

（42）作業危険対象外特約（展示用） ······················· 070 

（43）修理危険補償特約 ································· 071 

（44）電気的・機械的事故補償特約 ························ 071 

（45）全損のみ補償特約 ································ 072 

（46）保険料支払に関する特約（携行品一式契約一般団体用） · 072 

（47）携行品一式契約特約（個人型） ······················· 073 

（48）携行品一式契約特約（家族型） ······················· 075 

（49）国外危険補償追加特約（携行品一式契約用） ··········· 079 

（50）実損払特約 ······································ 080 

（51）協定保険価額特約 ································· 080 

（52）金庫内収容中危険のみ補償特約 ···················· 080 

（53）臨時費用対象外特約 ······························· 081 

（54）騒擾
じょう

危険等対象外特約 ···························· 081 

（55）新価保険特約 ···································· 081 

（56）損害賠償請求権不行使特約 ························· 084 

（57）（  ）危険対象外特約 ······························ 084 

（58）（  ）危険のみ補償特約 ···························· 084 

（59）国外危険補償特約（一時持出用） ····················· 084 

（60）重複危険対象外特約 ······························· 085 

（61）運送中の盗難・不着危険対象外特約 ·················· 085 

（62）支払限度額特約··································· 085 

（63）責任始期終期特約 ································· 086 

（64）無事故戻し特約 ··································· 086 

（65）優良戻し特約 ····································· 087 

（66）オールリスク修理付帯費用保険金補償特約 ············ 088 

（67）営業時間外金庫内収容中のみ補償特約 ··············· 088 

（68）１点支払限度額特約 ······························· 088 

（69）残存物取片づけ費用保険金対象外特約 ··············· 089 

（70）宝石・貴金属特約（Ｂ） ······························ 089 

（71）宝石・貴金属特約（Ｃ） ······························ 089 

（72）火災、落雷、破裂・爆発、盗難危険のみ補償特約 ········ 090 
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（73）施錠中危険のみ補償特約 ·························· 090 

（74）営業時間外危険のみ補償特約 ······················ 090 

（75）免責金額（盗難用）特約 ····························· 091 

（76）地中・水中・空中危険補償特約 ······················· 091 

（77）万引き等危険補償特約 ····························· 091 

（78）装飾品の単独損害対象外特約 ······················· 092 

（79）ガラス部分等単独損害対象外特約 ··················· 092 

（80）車止装置・侵入防止棒等単独損害対象外特約 ·········· 092 

（81）水災危険補償特約 ································· 093 

（82）風災危険対象外特約 ······························· 093 

（83）地震危険補償特約 ································· 093 

（84）地震危険支払限度額特約 ··························· 096 

（85）地震危険縮小支払特約 ····························· 098 

（86）縮小支払特約 ···································· 099 

（87）免責金額特約 ···································· 099 

（88）長期保険料一括払特約 ····························· 099 
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                           自動セット ·· 124 

（100）保険料確定特約 ································· 125 
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ご契約に適用される普通保険約款・特約について 

１．普通保険約款 

動産総合保険普通保険約款はすべてのご契約に適用されます。普通保

険約款の詳細は、014 ページをご参照ください。 

２．特約 

次の特約は下記の「特約適用条件一覧表」に従い適用されます。なお、

特約の条文中および適用条件の説明中の「保険証券」には、保険証券

に添付される明細書または条件書その他の付属書類についても含む

ものとします。 

保険証券の「特約」または「特記事項」欄に本表に掲げる特約以外の

特約名が表示されており、保険証券にその特約が添付されている場合

は、その特約についても適用されます。 

【特約適用条件一覧表】 

（１）任意セットする特約 

特約名称 適用条件（保険証券の表示等） ページ 

現金・小切手普通契約

方式特約 

契約方式欄に「現金・小切手普通」

と表示されている場合 

034 

現金・小切手在庫保険

金額方式特約（毎月通

知・年間精算） 

契約方式欄に「現金・小切手在庫」

と表示されている場合 

035 

現金・小切手在庫保険

金額方式特約（四半期

通知・年間精算） 

契約方式欄に「現金・小切手在庫

（四半期通知）」と表示されてい

る場合 

037 

現金・小切手延べ保険

金額方式特約（年間精

算） 

契約方式欄に「現金・小切手延べ

年間精算」と表示されている場合 

039 

現金・小切手延べ保険

金額方式特約（月間精

算） 

契約方式欄に「現金・小切手延べ

月間精算」と表示されている場合 

041 

商品普通契約方式特

約 

契約方式欄に「商品・在庫品普通」

と表示されている場合 

044 

商品在庫保険金額方

式特約（毎月通知・年

間精算） 

契約方式欄に「商品・在庫品在庫」

と表示されている場合 

045 

商品在庫保険金額方

式特約（四半期通知・

年間精算） 

契約方式欄に「商品・在庫品在庫

（四半期通知）」と表示されてい

る場合 

047 

商品延べ保険金額方

式特約（年間精算） 

契約方式欄に「商品・在庫品延べ

年間精算」と表示されている場合 

049 

商品延べ保険金額方

式特約（月間精算） 

契約方式欄に「商品・在庫品延べ

月間精算」と表示されている場合 

051 

展示品契約特約（Ａ） 契約方式欄に「展示Ａ」と表示さ

れている場合 

053 

展示品契約特約（Ｂ） 契約方式欄に「展示Ｂ」と表示さ

れている場合 

053 

巡 回 販 売 契 約 特 約

（Ａ） 

契約方式欄に「巡回販売Ａ」と表

示されている場合 

053 
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特約名称 適用条件（保険証券の表示等） ページ 

巡 回 販 売 契 約 特 約

（Ｂ） 

契約方式欄に「巡回販売Ｂ」と表

示されている場合 

055 

特定動産所在場所特

定契約方式特約 

契約方式欄に「特定動産個人所在

場所特定」または「特定動産法人

所在場所特定」と表示されている

場合 

055 

運送中の破曲損対象

外特約 

特約欄に「02」または『運送中

の破曲損対象外特約』と表示され

ている場合 

070 

作業危険対象外特約

（展示用） 

特約欄に「05」または『作業危

険対象外特約（展示用）』と表示

されている場合 

070 

修理危険補償特約 特約欄に「07」または『修理危

険補償特約』と表示されている場

合 

071 

電気的・機械的事故補

償特約 

特約欄に「08」または『電気的・

機械的事故補償特約』と表示され

ている場合 

071 

全損のみ補償特約 特約欄に「20」または『全損の

み補償特約』と表示されている場

合 

072 

保険料支払に関する

特約（携行品一式契約

一般団体用） 

特約欄に「35」または『保険料

支払に関する特約（携行品一式契

約一般団体用）』と表示されてい

る場合 

072 

携行品一式契約特約

（個人型） 

特約欄に「36」または『携行品

一式契約特約（個人型）』と表示

されている場合 

073 

携行品一式契約特約

（家族型） 

特約欄に「37」または『携行品

一式契約特約（家族型）』と表示

されている場合 

075 

国外危険補償追加特

約（携行品一式契約

用） 

特約欄に「38」または『国外危

険補償追加特約（携行品一式契約

用）』と表示されている場合 

079 

実損払特約 特約欄に「51」または『実損払

特約』と表示されている場合 

080 

協定保険価額特約 特約欄に「52」または『協定保

険価額特約』と表示されている場

合 

080 

金庫内収容中危険の

み補償特約 

特約欄に「57」または『金庫内

収容中危険のみ補償特約』と表示

されている場合 

080 

臨時費用対象外特約 特約欄に「1B」または『臨時費

用対象外特約』と表示されている

場合 

081 

騒 擾
じょう

危険等対象外特 

約 

特約欄に「1C」または『騒擾危

険等対象外特約』と表示されてい

る場合 

081 

新価保険特約 特約欄に「1E」または『新価保

険特約』と表示されている場合 

081 

損害賠償請求権不行

使特約 

特約欄に「1F」または『損害賠

償請求権不行使特約』と表示され

ている場合 

084 
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特約名称 適用条件（保険証券の表示等） ページ 

（ ）危険対象外特約 特約欄に「1G」または『（ ）

危険対象外特約』と表示されてい

る場合 

084 

（ ）危険のみ補償特

約 

特約欄に「1H」または『（ ）

危険のみ補償特約』と表示されて

いる場合 

084 

国外危険補償特約（一

時持出用） 

特約欄に「1J」または『国外危

険補償特約（一時持出用）』と表

示されている場合 

084 

重複危険対象外特約 特約欄に「1K」または『重複危

険対象外特約』と表示されている

場合 

085 

運送中の盗難・不着危

険対象外特約 

特約欄に「1L」または『運送中

の盗難・不着危険対象外特約』と

表示されている場合 

085 

支払限度額特約 特約欄に「1M」または『支払限

度額特約』と表示されている場合 

085 

責任始期終期特約 特約欄に「1N」または『責任始

期終期特約』と表示されている場

合 

086 

無事故戻し特約 特約欄に「1P」または『無事故

戻し特約』と表示されている場合 

086 

優良戻し特約 特約欄に「1Q」または『優良戻

し特約』と表示されている場合 

087 

オールリスク修理付

帯費用保険金補償特

約 

特約欄に「1R」または『オール

リスク修理付帯費用保険金補償

特約』と表示されている場合 

088 

営業時間外金庫内収

容中のみ補償特約 

特約欄に「2A」または『営業時

間外金庫内収容中のみ補償特約』

と表示されている場合 

088 

１点支払限度額特約 特約欄に「2B」または『１点支

払限度額特約』と表示されている

場合 

088 

残存物取片づけ費用

保険金対象外特約 

特約欄に「2C」または『残存物

取片づけ費用保険金対象外特約』

と表示されている場合 

089 

宝石・貴金属特約（Ｂ） 特約欄に「2E」または『宝石・

貴金属特約（Ｂ）』と表示されて

いる場合 

089 

宝石・貴金属特約（Ｃ） 特約欄に「2X」または『宝石・

貴金属特約（Ｃ）』と表示されて

いる場合 

089 

火災、落雷、破裂・爆

発、盗難危険のみ補償

特約 

特約欄に「2Q」または『火災、

落雷、破裂・爆発、盗難危険のみ

補償特約』と表示されている場合 

090 

施錠中危険のみ補償

特約 

特約欄に「2S」または『施錠中

危険のみ補償特約』と表示されて

いる場合 

090 

営業時間外危険のみ

補償特約 

特約欄に「2T」または『営業時

間外危険のみ補償特約』と表示さ

れている場合 

090 
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特約名称 適用条件（保険証券の表示等） ページ 

免責金額（盗難用）特

約 

特約欄に「2W」または『免責金

額（盗難用）特約』と表示されて

いる場合 

091 

地中・水中・空中危険

補償特約 

特約欄に「2Y」または『地中・

水中・空中危険補償特約』と表示

されている場合 

091 

万引き等危険補償特

約 

特約欄に「3A」または『万引き

等危険補償特約』と表示されてい

る場合 

091 

装飾品の単独損害対

象外特約 

特約欄に「E3」または『装飾品

の単独損害対象外特約』と表示さ

れている場合 

092 

ガラス部分等単独損

害対象外特約 

特約欄に「E6」または『ガラス

部分等単独損害対象外特約』と表

示されている場合 

092 

車止装置・侵入防止棒

等単独損害対象外特

約 

特約欄に「E7」または『車止装

置・侵入防止棒等単独損害対象外

特約』と表示されている場合 

092 

水災危険補償特約 特約欄に「ア 2」または『水災危

険補償特約』と表示されている場

合 

093 

風災危険対象外特約 特約欄に「ア 3」または『風災危

険対象外特約』と表示されている

場合 

093 

地震危険補償特約 特約欄に「ア 1」または『地震危

険補償特約』と表示されている場

合 

093 

地震危険支払限度額

特約 

地震支払限度額もしくは地震免

責金額の表示がある場合、または

特約欄に『地震支払』と表示され

ている場合 

096 

地震危険縮小支払特

約 

地震縮小支払割合の表示がある

場合、または特約欄に『地震縮小』

と表示されている場合 

098 

縮小支払特約 縮小支払割合の表示がされてい

る場合 

099 

免責金額特約 免責金額欄に表示がされている

場合 

099 

長期保険料一括払特

約 

特約欄に「25」または『長期保

険料一括払特約』と表示されてい

る場合 

099 

保険料大口分割払特

約 

払込方法欄に『大口分割』と表示

されている場合、または保険料分

割払特約欄に『大口』と表示され

ている場合 

103 

保険料一般分割払特

約 

払込方法欄に「○○分割 口座振

替」もしくは保険料分割払特約欄

に『一般』と表示されている場合 

107 

保険料団体分割払特

約 

払込方法欄に『団体○○分割払』 

（○○は分割回数）もしくは保険

料分割払特約欄に『一般団体』と

表示されている場合 

110 
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特約名称 適用条件（保険証券の表示等） ページ 

初回保険料口座振替

特約 

特約欄に「Ａア」または『初回保

険料口座振替特約』と表示されて

いる場合 

114 

初回追加保険料口座

振替特約 

払込方法が口座振替方式で、かつ

保険料一般分割払特約または保

険料大口分割払特約がセットさ

れる場合 

115 

保険料クレジットカ

ード払特約 

特約欄に「Ａイ」の表示がある場

合、または保険料払込方法欄に名

称の表示がされている場合 

118 

初回保険料払込取扱

票・請求書払特約 

特約欄に「初回保険料払込取扱

票・請求書払」または「Ａク」も

しくは名称の表示がある場合 

119 

初回追加保険料払込

取扱票・請求書払特約 

払込方法が請求書払方式で、初回

保険料払込取扱票・請求書払特約

がセットされている場合 

120 

共同保険に関する特

約 

保険証券または保険証券に添付

した共同保険契約分担表に、共同

保険の分担会社および分担割合

または分担会社それぞれの保険

金額が表示されている場合 

122 

テロ行為等対象外特

約 

特約欄に「Ａカ」の表示がある場

合、またはその他特約および特記

事項欄に『テロ行為等対象外特

約』もしくは「テロフタンポ」と

表示されている場合 

123 

保険料確定特約 特約欄に「４A」の表示がある場

合 

125 

 
（２）自動セットされる特約 
次の特約はすべてのご契約に自動セットされます。 

特約名称  ページ 

修理付帯費用保険金補償特約 056 

国内のみ補償特約 058 

管球類単独損害対象外特約 058 

消耗品単独損害対象外特約 059 

脱毛危険対象外特約 059 

使用人の不誠実行為対象外特約 059 

航空運賃対象外特約 060 

自力救済行為等対象外特約 060 

温・湿度変化損害対象外特約 060 

冷凍・冷蔵・保温物特約 061 

１時間未満の電力停止等による損害対象外特約 061 

混入・目減り危険等対象外特約 062 

臨時費用・残存物取片づけ費用対象外特約（商品付帯用） 062 

耕工作車特約 062 

自動販売機等特約 063 

楽器特約 064 

宝石・貴金属特約（Ａ） 064 

格落損害対象外特約 065 

什
じゅう

器・備品等特約 066 
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特約名称 ページ 

現金・有価証券特約 066 

万引き・品不足危険対象外特約 067 

地中・水中・空中危険対象外特約 068 

加工中の限定危険補償特約 068 

吹込み・雨漏り損害限定補償特約 069 

適用保険料に関する特約 070 

サイバーインシデント限定補償特約（サイバー攻撃以外お

よびサイバー攻撃による火災・破裂・爆発限定） 

124 
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Chapter 1
 

 

普通保険約款 

 

 

 
普通保険約款は、基本となる補償内

容および契約手続等に関する原則的

な事項を定めたものです。 
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動産総合保険普通保険約款 

「用語の説明」 
この普通保険約款およびこの普通保険約款に付帯される特約において使

用される用語の説明は次のとおりとします。ただし、この普通保険約款に

付帯される特約において別途用語の説明がある場合は、それによります。 

（５０音順） 

 用語 説明 

き 危険 損害の発生の可能性をいいます。 

け 

契 約 条 件 変 更

の申出 

次のいずれかに規定する保険契約内容の変更の申

出をいいます。 

① 第１０条（保険の対象の譲渡）(２)の申出 

② 第１９条（保険料の返還または追加保険料の

請求）(１)④の通知 

③ この普通保険約款に付帯される特約の通知 

さ 

再調達価額 

保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、

能力のものを再築または再取得するのに要する額

をいいます。 

残 存 物 取 片 づ

け費用 

損害を受けた保険の対象の残存物の取片づけに必

要な費用で、取りこわし費用、取片づけ清掃費用

および搬出費用をいいます。 

し 始期日 保険期間の初日をいいます。 

失効 
この保険契約の全部または一部の効力を将来に向

かって失うことをいいます。 

親族 
６親等内の血族、配偶者および３親等内の姻族を

いいます。 

そ 
損害 

消防または避難に必要な処置によって保険の対象

について生じた損害を含みます。 

た 
他 の 保 険 契 約

等 

この保険契約の全部または一部に対して支払責任

が同じである他の保険契約または共済契約をいい

ます。 

つ 通 知 事 項 の 通

知 
第８条（通知義務）(１)に規定する通知をいいます。 

て 

訂正の申出 

告知事項（注）について書面をもって訂正を当社に申

し出ることであって、第７条（告知義務）(３)③ま

たはこの普通保険約款に付帯される特約に規定す

る訂正の申出をいいます。 

（注）告知事項 

第７条(１)に定める告知事項をいいます。 

は 

配偶者 

婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが

事実上婚姻関係と同様の事情にある者および戸籍

上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程

度の実質を備える状態にある者を含みます。 

破裂・爆発 
気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはそ

の現象をいいます。 

ひ 被保険者 この保険契約により補償を受ける者をいいます。 

へ 

変更日 

訂正の申出の承認、通知事項の通知の受領または

契約条件変更の申出の承認によって保険契約内容

を変更すべき期間の初日をいいます。 
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ほ 
保険期間 

保険責任の始まる日から終了する日までの期間で

あって、保険証券記載の保険期間をいいます。 

保険金 

この保険契約により補償される損害が生じた場合

に、当社が被保険者に支払うべき金銭であって、

損害保険金、臨時費用保険金、残存物取片づけ費

用保険金およびこの普通保険約款に付帯される特

約により支払われるべき保険金をいいます。 

保険金額 

この保険契約により補償される損害が発生した場

合に当社が支払うべき保険金の限度額であって、

保険証券記載の保険金額をいいます。 

保険契約者 

当社にこの保険契約の申込みをする者であって、

この保険契約が成立すれば、保険料の支払義務を

負うこととなる者をいいます。 

保険の対象 
この保険契約により補償される物としてこの保険

契約で定めるものをいいます。 

保 険 の 対 象 の

価額 

再調達価額から使用による消耗、経過年数等に応

じた減価額（注１）を差し引いた額をいいます。ただ

し、保険の対象が商品、原料、材料、仕掛品、半

製品、製品、副産物または副資材の場合は、損害

が生じた地および時におけるその保険の対象と同

一の構造、質、用途、規模、型、能力等のものを

再作成または再取得するのに要する額（注２）をいい、

貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董
とう

、彫

刻物その他の美術品である場合は、損害が生じた

地および時におけるその保険の対象と同等と認め

られる物の市場流通価額をいいます。 

（注１）減価額 

保険の対象が現に使用されている場合であって、十

分な維持・保守管理が行われているときは、その保険

の対象の再調達価額の５０％に相当する額を限度と

します。ただし、保険の対象が現に使用されていない

場合または十分な維持・保守管理が行われていない場

合は、その保険の対象の再調達価額の９０％に相当す

る額を限度とします。 

（注２）再作成または再取得するのに要する額 

再作成または再取得するのに要する額がその保険

の対象の損害が生じた地および時における市場流通

価額を上回る場合には、市場流通価額とします。 

保険申込書 

当社にこの保険契約の申込みをするために提出す

る書類をいい、申込みに必要な内容を記載した付

属書類がある場合には、これらの書類を含みます。 

保険料 
保険契約者がこの保険契約に基づいて当社に払い

込むべき金銭をいいます。 

ま 満期日 保険期間の末日をいいます。 

む 

無効 

この保険契約のすべての効力が、この保険契約締

結時から生じなかったものとして取り扱うことを

いいます。 

め 

免責金額 

支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引

く金額であって、保険証券記載の免責金額をいい

ます。免責金額は被保険者の自己負担となります。 

第１条（保険金を支払う場合） 

(１)当社は、この普通保険約款に従い、保険証券記載の保険の対象に生じたす

べての偶然な事故による損害に対して、損害保険金を支払います。 
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(２)当社は、この普通保険約款に従い、(１)の損害保険金が支払われる場合に

おいて、(１)の事故によって保険の対象が損害を受けたため臨時に生ずる

費用に対して、臨時費用保険金を支払います。 

(３)当社は、この普通保険約款に従い、(１)の損害保険金が支払われる場合に

おいて、(１)の事故によって生ずる残存物取片づけ費用に対して、残存物

取片づけ費用保険金を支払います。 

第２条（保険金を支払わない場合－その１） 

当社は、次のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いませ

ん。 

① 直接であると間接であるとを問わず、戦争、外国の武力行使、革命、

政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動（注１）に

よって生じた損害 

② 直接であると間接であるとを問わず、差押え、没収、収用、破壊等国

または公共団体の公権力の行使によって生じた損害。ただし、火災消防

または避難に必要な処置によって生じた損害を除きます。 

③ 直接であると間接であるとを問わず、保険の対象の自然の消耗もしく

は劣化または性質によるむれ、かび、変色、変質、さび、腐敗、腐食、

浸食、ひび割れ、剝がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱の損害その他

類似の損害またはねずみ食い、虫食い等によって生じた損害 

④ 直接であると間接であるとを問わず、保険の対象の欠陥によって生じ

た損害。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって保

険の対象を管理する者が相当の注意をもってしても発見できなかった欠

陥によって生じた損害を除きます。 

⑤ 核燃料物質（注２）もしくは核燃料物質（注２）によって汚染された物（注３）の

放射性、爆発性その他の有害な特性によって生じた損害またはこれらの

特性による事故に随伴して生じた損害 

⑥ ⑤に規定した以外の放射線照射もしくは放射能汚染によって生じた損

害またはこれらに随伴して生じた損害 

⑦ 保険契約者、被保険者（注４）またはこれらの者の法定代理人の故意もし

くは重大な過失または法令違反によって生じた損害 

⑧ ⑦に規定する者以外の者が保険金の全部または一部を受け取るべき場

合においては、その者（注５）またはその者の法定代理人の故意もしくは重

大な過失または法令違反によって生じた損害。ただし、他の者が受け取

るべき金額については除きます。 

⑨ 保険の対象の使用もしくは管理を委託された者または被保険者と同居

の親族の故意によって生じた損害。ただし、被保険者に保険金を取得さ

せる目的でなかった場合を除きます。 

⑩ 保険の対象に加工（注６）を施した場合、加工（注６）に着手した後に生じた

損害 

⑪ 保険の対象のすり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、ゆがみ、たわみ、

へこみその他外観上の損傷または汚損であって、保険の対象ごとに、そ

の保険の対象が有する機能の喪失または低下を伴わない損害 

（注１）暴動 

群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく

平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。 

（注２）核燃料物質 

使用済燃料を含みます。 

（注３）核燃料物質によって汚染された物 

原子核分裂生成物を含みます。 

（注４）保険契約者、被保険者 

保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業

務を執行するその他の機関をいいます。 

（注５）その者 
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その者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他

の機関をいいます。 

（注６）加工 

修理を除きます。 

第３条（保険金を支払わない場合－その２） 

当社は、特約のない限り、次のいずれかに該当する事由によって生じた

損害に対しては保険金を支払いません。 

① 保険の対象に対する修理、清掃等の作業上の過失または技術の拙劣に

よって生じた損害（注１）。ただし、これらの事由によって火災または破裂・

爆発が生じた場合を除きます。 

② 外来の事故に直接起因しない保険の対象の電気的事故または機械的事

故によって生じた損害。ただし、これらの事故によって火災（注２）または

破裂・爆発が生じた場合を除きます。 

③ 詐欺または横領によって生じた損害 

④ 紛失または置き忘れによって生じた損害 

⑤ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって生じた損害。この

場合の損害には、これらの事由によって発生した第１条（保険金を支払

う場合）の事故が延焼または拡大して生じた損害、および発生原因がい

かなる場合でも同条の事故がこれらの事由によって延焼または拡大して

生じた損害を含みます。 

⑥ 台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ（注３）・

落石等の水災によって生じた損害またはこれらに随伴して生じた損害 

（注１）保険の対象に対する修理、清掃等の作業上の過失または技術の拙劣によって生じ

た損害 

保険の対象に対する修理、清掃等の作業上の過失または技術の拙劣により、その作

業部分以外に生じた損害を含みます。 

（注２）火災 

焦損害を除きます。 

（注３）土砂崩れ 

崖崩れ、地滑り、土石流または山崩れをいい、落石を除きます。 

第４条（保険責任の始期および終期） 

(１)当社の保険責任は、始期日の午後４時（注）に始まり、満期日の午後４時に

終わります。 

(２)(１)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。 

（注）午後４時 

保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。 

第５条（保険料の払込方法） 

(１)保険契約者は、この普通保険約款に付帯される特約の規定により定めた保

険料の払込方法に従い、この保険契約の保険料を払い込まなければなりま

せん。ただし、この普通保険約款に付帯される特約の規定により保険料の

払込方法を定めなかった場合には、保険料は、保険契約の締結と同時にそ

の全額を払い込まなければなりません。 

(２)保険期間が始まった後でも、保険契約者が保険料の払込みを怠った場合は、

この普通保険約款に付帯される特約で別に定める場合を除き、当社は、始

期日から保険料領収までの間に生じた事故による損害に対しては、保険金

を支払いません。 

第６条（保険責任のおよぶ地域） 

当社は、日本国内（注）において生じた事故による損害に対してのみ保険金

を支払います。 
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（注）日本国内 

保険証券にこれと異なる補償地域が記載されている場合はその補償地域とします。 

第７条（告知義務） 

(１)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、危険に関する

重要な事項（注１）のうち、保険申込書の記載事項とすることによって当社が

告知を求めたもの（以下「告知事項」といいます。）について、当社に事

実を正確に告げなければなりません。 

(２)当社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項につ

いて、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実

と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもっ

て、この保険契約を解除することができます。 

(３)(２)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。 

① (２)に規定する事実がなくなった場合 

② 当社が保険契約締結の際、(２)に規定する事実を知っていた場合または

過失によってこれを知らなかった場合（注２） 

③ 保険契約者または被保険者が、当社が保険金を支払うべき事故による

損害の発生前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当社に申し出て、

当社がこれを承認した場合。なお、当社が、訂正の申出を受けた場合に

おいて、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当社に告げら

れていたとしても、当社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、

これを承認するものとします。 

④ 次のいずれかに該当する場合 

ア．当社が、(２)の規定による解除の原因があることを知った時から１か

月を経過した場合 

イ．保険契約締結時から５年を経過した場合 

(４)(２)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、第

１８条（保険契約の解約・解除の効力）の規定にかかわらず、当社は、保

険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたとき

は、当社は、その返還を請求することができます。 

(５)(４)の規定は、(２)に規定する事実に基づかずに発生した事故による損害

については適用しません。 

（注１）危険に関する重要な事項 

他の保険契約等に関する事項を含みます。 

（注２）当社が保険契約締結の際、(２)に規定する事実を知っていた場合または過失によっ

てこれを知らなかった場合 

当社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合ま

たは事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含み

ます。 

第８条（通知義務） 

(１)保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、保

険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当社に通知しなければな

りません。ただし、その事実がなくなった場合には、当社への通知は必要

ありません。 

① 保険の対象の主たる保管場所を変更したこと。 

② 保険の対象の主たる保管場所の構造または用途を変更したこと。 

③ 保険の対象の補償地域（注１）を変更したこと。 

④ ①から③までのほか、告知事項の内容に変更を生じさせる事実（注２）が

発生したこと。 

(２)(１)の事実の発生によって危険増加（注３）が生じた場合において、保険契約

者または被保険者が、故意または重大な過失によって遅滞なく(１)の規定

による通知をしなかったときは、当社は、保険契約者に対する書面による
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通知をもって、この保険契約を解除することができます。 

(３)(２)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。 

① 当社が、(２)の規定による解除の原因があることを知った時から１か月

を経過した場合 

② 危険増加（注３）が生じた時から５年を経過した場合 

(４)(２)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、第

１８条（保険契約の解約・解除の効力）の規定にかかわらず、解除に係る

危険増加（注３）が生じた時以後に発生した事故による損害に対しては、当社

は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払ってい

たときは、当社は、その返還を請求することができます。 

(５)(４)の規定は、(２)の危険増加（注３）をもたらした事実に基づかずに発生し

た事故による損害については適用しません。 

(６)(２)の規定にかかわらず、(１)の事実の発生によって危険増加（注３）が生じ、

この保険契約の引受範囲（注４）を超えることとなった場合には、当社は、保

険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除すること

ができます。 

(７)(６)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、第

１８条（保険契約の解約・解除の効力）の規定にかかわらず、解除に係る

危険増加（注３）が生じた時以後に発生した事故による損害に対しては、当社

は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払ってい

たときは、当社は、その返還を請求することができます。 

（注１）補償地域 

保険証券記載の運送区間を含みます。 

（注２）告知事項の内容に変更を生じさせる事実 

告知事項のうち、保険契約締結の際に当社が交付する書面等においてこの条の適用

がある事項として定めたものに関する事実に限ります。 

（注３）危険増加 

告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料がその

危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいいます。 

（注４）引受範囲 

保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約

締結の際に当社が交付する書面等において定めたものをいいます。 

第９条（保険契約者の住所変更） 

保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険

契約者は、遅滞なく、その旨を当社に通知しなければなりません。 

第１０条（保険の対象の譲渡） 

(１)保険契約締結の後、被保険者が保険の対象を譲渡する場合には、保険契約

者または被保険者は、遅滞なく、書面をもってその旨を当社に通知しなけ

ればなりません。 

(２)(１)の場合において、保険契約者がこの保険契約に適用される普通保険約

款および特約に関する権利および義務を保険の対象の譲受人に移転させ

るときは、(１)の規定にかかわらず、保険の対象の譲渡前にあらかじめ、

書面をもってその旨を当社に申し出て、承認を請求しなければなりません。 

(３)当社が(２)の規定による承認をする場合には、第１２条（保険契約の失効）

(１)の規定にかかわらず、(２)の権利および義務は、保険の対象が譲渡さ

れた時に保険の対象の譲受人に移転します。 

第１１条（保険契約の無効） 

保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不

法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。 
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第１２条（保険契約の失効） 

(１)保険契約締結の後、次のいずれかに該当する場合には、その事実が発生し

た時に保険契約は効力を失います。 

① 保険の対象の全部が滅失した場合。ただし、第３３条（保険金支払後

の保険契約）(１)の規定により保険契約が終了したときを除きます。 

② 保険の対象が譲渡された場合 

(２)各別に保険金額を定めた保険の対象が２以上ある場合には、それぞれにつ

いて、(１)の規定を適用します。 

第１３条（保険契約の取消） 

保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当社が保険契約を

締結した場合には、当社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、

この保険契約を取り消すことができます。 

第１４条（保険金額の調整） 

(１)保険契約締結の際、保険金額が保険の対象の価額を超えていたことにつき、

保険契約者および被保険者が善意でかつ重大な過失がなかった場合には、

保険契約者は、当社に対する通知をもって、その超過部分について、この

保険契約を取り消すことができます。 

(２)保険契約の締結の後、保険の対象の価額が著しく減少した場合には、保険

契約者は、当社に対する通知をもって、将来に向かって、保険金額につい

て、減少後の保険の対象の価額に至るまでの減額を請求することができま

す。 

第１５条（保険契約者による保険契約の解約） 

保険契約者は、当社に対する書面による通知をもって、この保険契約を

解約（注１）することができます。ただし、この場合において、当社が未払込

保険料（注２）を請求したときには、保険契約者は、その保険料を払い込まな

ければなりません。また、保険金請求権上に質権または譲渡担保権が設定

されている場合は、質権者または譲渡担保権者の書面による同意を得た後

でなければ解約（注１）することはできません。 

（注１）解約 

次の場合を含みます。 

① 保険金額を減額する場合 

② 各別に保険金額を定めた保険の対象が２以上ある場合において、その一部を解

約するとき。 

③ 別に保険料を定めた特約が付帯されている場合において、その特約のみを解約

するとき。 

（注２）未払込保険料 

解約時までの既経過期間に対して払い込まれるべき保険料のうち、払込みがなされ

ていない保険料をいいます。 

第１６条（当社による保険契約の解除） 

当社は、保険契約者が第１９条（保険料の返還または追加保険料の請求）

(１)①または②の追加保険料の払込みを怠った場合（注）には、保険契約者に

対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 

（注）保険契約者が第１９条（保険料の返還または追加保険料の請求）(１)①または②の

追加保険料の払込みを怠った場合 

当社が、保険契約者に対し追加保険料を請求したにもかかわらず相当の期間内にそ

の払込みがなかった場合に限ります。 
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第１７条（重大事由がある場合の当社による保険契約の解除） 

(１)当社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対す

る書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 

① 保険契約者または被保険者が、当社にこの保険契約に基づく保険金を

支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとし

たこと。 

② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行

い、または行おうとしたこと。 

③ 保険契約者または被保険者が、次のいずれかに該当すること。 

ア．反社会的勢力（注）に該当すると認められること。 

イ．反社会的勢力（注）に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等

の関与をしていると認められること。 

ウ．反社会的勢力（注）を不当に利用していると認められること。 

エ．法人である場合において、反社会的勢力（注）がその法人の経営を支配

し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。 

オ．その他反社会的勢力（注）と社会的に非難されるべき関係を有している

と認められること。 

④ ①から③までに掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が①か

ら③までの事由がある場合と同程度に当社のこれらの者に対する信頼を

損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。 

(２)(１)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、第

１８条（保険契約の解約・解除の効力）の規定にかかわらず、(１)①から

④までの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故によ

る損害に対しては、当社は、保険金を支払いません。この場合において、

既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することがで

きます。 

(３)保険契約者または被保険者が(１)③ア．からオ．までのいずれかに該当す

ることにより(１)の規定による解除がなされた場合には、(２)の規定は、

(１)③ア．からオ．までのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害に

ついては適用しません。 

（注）反社会的勢力 

暴力団、暴力団員（暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者を含みます。）、

暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。 

第１８条（保険契約の解約・解除の効力） 

保険契約の解約および解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。 

第１９条（保険料の返還または追加保険料の請求） 

(１)当社は、次表「区分」のいずれかに該当する場合において、保険料を変更

する必要があるときは、次表「保険料の返還、追加保険料の請求」のとお

りとします。ただし、この保険契約の保険期間が１年を超えまたは１年に

満たない場合等において、当社が別に定める方法により保険料を返還また

は追加保険料を請求することがあります。 

区分 保険料の返還、追加保険料の請求 

① 第７条（告知義

務）(１)により告げ

られた内容が事実

と異なる場合 

変更前の保険料と変更後の保険料との差額を返還

または請求します。 
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② 第８条（通知義

務）(１)の事実が発

生したことにより

同条(２)の危険増

加が生じた場合 

次の算式により算出した額（注１）を請求します。 

の差額
変更後の保険料と
変更前の保険料と

 × 
３６５

未経過日数
 

③ 第８条(１)の事

実またはその他の

事実が発生したこ

とにより危険の減

少が生じた場合 

次の算式により算出したア．またはイ．のいずれか

低い額（注２）を返還します。 

ア． 

の差額
変更後の保険料と
変更前の保険料と

 × 
３６５

未経過日数
 

イ． 

既に払い込まれ
た保険料 

－ 
保険証券記載
の最低保険料 

 

④ ①から③までの

ほか、保険契約締

結の後、保険契約

者が書面をもって

契約条件変更を当

社に通知し、承認

の請求を行い、当

社がこれを承認す

る場合 

ア．変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くな

る場合は、次の算式により算出した額を請求しま

す。 

変更前の保険料
と変更後の保険
料との差額 

× 
未経過期間に
対応する短期
料率（注３） 

イ．変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くな

る場合は、次の算式により算出した(ア)または

(イ)のいずれか低い額を返還します。 

(ア) 

変更前の保険料
と変更後の保険
料との差額 

 

×  １－ 

既経過
期間に
対応す
る短期
料率（注３） 

(イ) 

既に払い込まれ
た保険料 

－ 
保険証券記載
の最低保険料 

(２)保険契約の無効、失効または取消の場合には、保険料の返還について、次

のとおりとします。ただし、この保険契約の保険期間が１年を超えまたは

１年に満たない場合等において、当社が別に定める方法により保険料を返

還することがあります。 

区分 保険料の返還 

① 保険契約が無効となる場合 

既に払い込まれた保険料の全額を返

還します。ただし、第１１条（保険契

約の無効）の規定により、保険契約が

無効となる場合は既に払い込まれた

保険料を返還しません。 

② 保険契約が失効となる場合 

次の算式により算出した額を返還し

ます。 

保険料
込まれた
既に払い

 × 
３６５

未経過日数
 

③ 第１３条（保険契約の取消）

の規定により、当社が保険契約

を取り消した場合 

既に払い込まれた保険料を返還しま

せん。 
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④ 第１４条（保険金額の調整）

(１)の規定により、保険契約者

が保険契約を取り消した場合 

保険契約締結時に 遡
さかのぼ

って、次のア．ま

たはイ．のいずれか低い額を返還しま

す。 

ア．既に払い込まれた保険料のうち取

り消された部分に対応する保険料 

イ．次の算式により算出した額 

既に払い
込まれた
保険料 

－ 
保険証券記載
の最低保険料 

 

 

⑤ 第１４条(２)の規定により、

保険契約者が保険金額の減額

を請求した場合 

次の算式により算出したア．または

イ．のいずれか低い額を返還します。 

ア． 

額対応する保険料との差
金額に保険料と減額後の保険
応する減額前の保険金額に対

 

×  １－ 
既経過期間に
対応する短期
料率（注３） 

イ． 

既に払い
込まれた
保険料 

－ 
保険証券記載
の最低保険料 

 

(３)保険契約の解除または解約の場合には、保険料の返還について、次のとお

りとします。ただし、この保険契約の保険期間が１年を超えもしくは１年

に満たない場合またはこの普通保険約款に付帯される特約の規定により

保険契約者が保険料を分割して払い込む場合等において、当社が別に定め

る方法により保険料を返還することがあります。 

区分 保険料の返還 

① 第７条（告知義務）(２)、第

８条（通知義務）(２)もしくは

(６)、第１６条（当社による保

険契約の解除）、第１７条（重

大事由がある場合の当社によ

る保険契約の解除）(１)または

この普通保険約款に付帯され

る特約の規定により、当社が保

険契約を解除した場合 

次の算式により算出した額を返還しま

す。 

保険料
込まれた
既に払い

 × 
３６５

未経過日数
 

② 第１５条（保険契約者による

保険契約の解約）の規定によ

り、保険契約者が保険契約を解

約（注４）した場合 

次の算式により算出したア．またはイ．

のいずれか低い額を返還します。 

ア． 

既に払い
込まれた
保険料 

 

×  １－ 

既経過
期間に
対応す
る短期
料率（注３）

イ． 

既に払い
込まれた
保険料 

－ 
保険証券記載
の最低保険料 

 

（注１）次の算式により算出した額 

保険契約者または被保険者の申出に基づき、第８条（通知義務）(１)の事実が発生

した時以後の期間に対して算出した額とします。 
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（注２）次の算式により算出したア．またはイ．のいずれか低い額 

保険契約者または被保険者の申出に基づき、第８条（通知義務）(１)の事実または(１)

③に定めるその他の事実が発生した時以後の期間に対して算出した額とします。 

（注３）短期料率 

別表１に掲げる短期料率をいいます。 

（注４）解約 

次の場合を含みます。 

① 保険金額を減額する場合 

② 各別に保険金額を定めた保険の対象が２以上ある場合において、その一部を解

約するとき。 

③ 別に保険料を定めた特約が付帯されている場合において、その特約のみを解約

するとき。 

第２０条（追加保険料領収前の事故） 

(１)第１９条（保険料の返還または追加保険料の請求）(１)①または②の規定

により追加保険料を請求する場合において、第１６条（当社による保険契

約の解除）の規定により、この保険契約を解除できるときは、当社は、変

更日から追加保険料領収までの間に生じた事故による損害に対しては、保

険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたとき

は、当社は、その返還を請求することができます。 

(２)第１９条（保険料の返還または追加保険料の請求）(１)④の規定により追

加保険料を請求する場合において、当社の請求に対して、保険契約者がそ

の払込みを怠ったときは、当社は、変更日から追加保険料領収までの間に

生じた事故による損害に対しては、契約条件変更の承認の請求がなかった

ものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、

保険金を支払います。 

第２１条（事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い） 

保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、次

表「事故発生時の義務」を履行しなければなりません。これらの規定に違

反した場合は、次表「義務違反の場合の取扱い」のとおりとします。 

事故発生時の義務 義務違反の場合の取扱い 

① 損害の発生および拡大の防止

に努めること。 

保険契約者または被保険者が、正当

な理由がなく左記の規定に違反した

場合は、当社は、発生または拡大を

防止することができたと認められる

損害の額を差し引いて保険金を支払

います。 

② 保険の対象について損害が生

じたことを知った場合は、これを

遅滞なく当社に通知すること。 
保険契約者または被保険者が、正当

な理由がなく左記の規定に違反した

場合は、当社は、それによって当社

が被った損害の額を差し引いて保険

金を支払います。 

③ 保険の対象が盗取された場合

は、その旨を遅滞なく所轄警察署

に届け出ること。 

④ 保険の対象を修理する場合に

は、必要な応急の仮手当てを施す

ほか、本修理については修理者の

詳細な見積書を提出すること。 
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⑤ 他人に損害賠償の請求をする

ことができる場合には、その権利

の保全および行使に必要な手続

をすること。 

保険契約者または被保険者が、正当

な理由がなく左記の規定に違反した

場合は、当社は、他人に損害賠償の

請求をすることによって取得するこ

とができたと認められる額を差し引

いて保険金を支払います。 

⑥ 他の保険契約等の有無および

内容（注）について遅滞なく当社に

通知すること。 

保険契約者または被保険者が、正当

な理由がなく左記の規定に違反した

場合は、当社は、それによって当社

が被った損害の額を差し引いて保険

金を支払います。 

（注）他の保険契約等の有無および内容 

既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を

含みます。 

第２２条（保険価額） 

この保険契約においては、損害の生じた地および時における保険の対象

の価額を保険価額とします。 

第２３条（損害の額の算出） 

(１)当社が第１条（保険金を支払う場合）(１)の損害保険金として支払うべき

損害の額は、保険価額によって定めます。この場合において、損害が生じ

た保険の対象を修理することができるときには、保険価額を限度とし、次

の算式（注１）によって算出した額とします。 

修理費 － 

（注２）額

は、その増加
が増加した場合
険の対象の価額
修理によって保

 － 

その価額
は、場合がある

生じた残存物
修理に伴って

 ＝ 損害の額 

(２)保険証券記載の保険の対象が１組または１対のものからなる場合におい

て、その一部に損害が生じたときは、その損害が保険の対象全体の価値に

及ぼす影響を考慮して、第１条（保険金を支払う場合）(１)の損害保険金

として支払うべき損害の額を算出します。この場合において、その部分の

損害の額が保険価額を超えるときを除いては、いかなる場合でも全損とは

みなしません。 

（注１）算式 

算式の修理費とは、損害が生じた地および時において、損害が生じた保険の対象を

損害発生直前の状態に復旧するために必要な修理費をいいます。この場合、保険の対

象の復旧に際して、当社が、部分品の補修が可能であり、かつ、その部分品の交換に

よる修理費が補修による修理費を超えると認めたときは、その部分品の修理費は補修

による修理費とします。 

（注２）増加額 

保険の対象が現に使用されている場合であって、十分な維持・保守管理が行われて

いるときは、その保険の対象の再調達価額の５０％に相当する額を限度とします。た

だし、保険の対象が現に使用されていない場合または十分な維持・保守管理が行われ

ていない場合は、その保険の対象の再調達価額の９０％に相当する額を限度とします。 

第２４条（全損の場合における当社の権利） 

(１)保険の対象が全損となった場合は、当社は、保険の対象に関する一切の権

利を取得します。ただし、保険金額が保険価額より低い場合は、当社は、

保険金額の保険価額に対する割合によってその権利を取得します。 

(２)(１)の場合において、当社がその権利を取得しない旨の意思を表示して保

険金を支払ったときは、保険の対象について被保険者が有する一切の権利
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は当社に移転しません。 

第２５条（推定全損） 

次のいずれかに該当する場合には、被保険者は、全損として保険金額の

全額を請求することができます。 

① 第２３条（損害の額の算出）に規定する損害の額が保険価額を超える

場合 

② 保険の対象を積載している運送用具の行方が６０日間不明な場合 

第２６条（保険金の支払額） 

(１)当社が第１条（保険金を支払う場合）(１)の損害保険金として支払うべき

額は、保険金額をもって限度とします。ただし、保険金額が保険価額を超

える場合は、保険価額を限度とします。 

(２)保険金額が保険価額より低い場合は、当社は、次の算式によって算出した

額を損害保険金として支払います。 

による損害の額
額の算出）の規定
第２３条（損害の

 × 
保険価額

保険金額
 ＝ の額

損害保険金
 

(３)当社は、第１条（保険金を支払う場合）(１)の損害保険金の３０％に相当

する額を、同条(２)の臨時費用保険金として、支払います。ただし、１回

の事故につき、３００万円を限度とします。 

(４)当社は、第１条（保険金を支払う場合）(１)の損害保険金の１０％に相当

する額を限度とし、残存物取片づけ費用の額を同条(３)の残存物取片づけ

費用保険金として、支払います。 

(５)(３)または(４)の場合において、当社は(３)または(４)の規定によってそれ

ぞれ支払うべき臨時費用保険金または残存物取片づけ費用保険金と損害

保険金との合計額が保険金額を超えるときでも、これらの費用保険金を支

払います。 

第２７条（損害防止費用および権利保全行使費用） 

(１)第２１条（事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い）①の事故発

生時の義務を履行する場合において、保険契約者または被保険者が、第１

条（保険金を支払う場合）の損害の発生または拡大の防止のために必要ま

たは有益な費用を支出したときは、この保険契約に適用される普通保険約

款または特約の規定により保険金が支払われないとき（注１）を除き、当社は、

その費用に対して、損害防止費用を支払います。 

(２)(１)の場合において、当社は、保険金額（注２）から第１条（保険金を支払う

場合）(１)の損害保険金の額を差し引いた残額を限度として支払います。 

(３)第２１条（事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い）⑤の事故発

生時の義務を履行する場合において、保険契約者または被保険者が、当社

が取得する権利（注３）の保全および行使に必要な手続のために必要な費用を

支出したときは、当社は、その費用に対して、権利保全行使費用を支払い

ます。 

(４)第２６条（保険金の支払額）(２)および第２８条（包括して契約した場合

の保険金の支払額）ならびに第２９条（他の保険契約等がある場合の支払

保険金）の規定は、(１)の費用を算出する場合にこれを準用します。この

場合において、第２９条(２)の規定中「支払限度額」とあるのは「それぞ

れの保険契約もしくは共済契約の保険金額の合計額（注４）からそれぞれの保

険契約もしくは共済契約によって支払われるべき損害保険金もしくは共

済金の合計額を差し引いた残額または第２７条（損害防止費用および権利

保全行使費用）(１)によって当社が支払う損害防止費用のいずれか低い額」

と読み替えるものとします。 
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（注１）保険金が支払われないとき 

免責金額を差し引くことにより保険金が支払われない場合を除きます。 

（注２）保険金額 

保険金額が保険の対象の保険価額を超える場合は、保険の対象の保険価額とします。 

（注３）当社が取得する権利 

第３２条（代位）に規定する債権をいいます。 

（注４）それぞれの保険契約もしくは共済契約の保険金額の合計額 

それぞれの保険契約または共済契約の保険金額の合計額が保険価額を超える場合は、

保険価額とします。 

第２８条（包括して契約した場合の保険金の支払額） 

２以上の保険の対象を１保険金額で契約した場合には、それぞれの保険

価額の割合によって保険金額を比例配分し、その比例配分額をそれぞれの

保険の対象に対する保険金額とみなし、第２４条（全損の場合における当

社の権利）、第２５条（推定全損）および第２６条（保険金の支払額）の規

定を各別に適用します。 

第２９条（他の保険契約等がある場合の支払保険金） 

(１)他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額（注１）の合計

額が支払限度額（注２）以下のときは、当社は、この保険契約の支払責任額（注１）

を支払保険金の額とします。 

(２)他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額（注１）の合計

額が支払限度額（注２）を超えるときは、当社は、次に定める額を支払保険金

の額とします。 

区分 支払保険金の額 

① 他の保険契約等から保険金

または共済金が支払われてい

ない場合 

この保険契約の支払責任額（注１） 

② 他の保険契約等から保険金

または共済金が支払われた場

合 

支払限度額（注２）から、他の保険契約等

から支払われた保険金または共済金の

合計額を差し引いた残額。ただし、こ

の保険契約の支払責任額（注１）を限度と

します。 

(３)(２)の場合において、他の保険契約等に再調達価額を基準として算出した

損害の額からこの保険契約によって支払われるべき損害保険金の額を差

し引いた残額について保険金または共済金を支払う旨の約定があるとき

は、第１条（保険金を支払う場合）(１)の損害保険金については、その他

の保険契約等がないものとして(２)の規定に基づいて算出した額を支払い

ます。 

(４)(２)の場合において、第１条（保険金を支払う場合）(２)の臨時費用保険

金および同条(３)の残存物取片づけ費用保険金につき支払責任額（注１）を算

出するにあたっては、同条(１)の損害保険金の額は、(２)または(３)の規定

を適用して算出した額とします。 

(５)損害が２種類以上の事故によって生じた場合は、同種の事故による損害に

ついて、(１)および(２)の規定を各別に適用します。 

（注１）支払責任額 

それぞれの保険契約または共済契約について、他の保険契約または共済契約がない

ものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 

（注２）支払限度額 

別表２に掲げる支払限度額をいいます。 

第３０条（保険金の請求） 

(１)被保険者が保険金の支払を受けようとする場合、当社に対して保険金の支
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払を請求しなければなりません。 

(２)当社に対する保険金の請求権は、事故による損害発生の時から発生し、こ

れを行使することができるものとします。 

(３)被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次表の書類または証拠のうち、

当社が求めるものを当社に提出しなければなりません。 

保険金請求に必要な書類または証拠 

① 保険金請求書 

② 保険証券 

③ 当社の定める損害状況調書 

④ 損害見積書 

⑤ 保険の対象の盗難による損害の場合は、所轄警察署の証明書またはこ

れに代わるべき書類 

⑥ その他当社が第３１条（保険金の支払）(１)に定める必要な事項の確

認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結

の際に当社が交付する書面等において定めたもの 

(４)当社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者

に対して、(３)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当社が

行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当社が求めた

書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。 

(５)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(４)の規定に違反した場

合または(３)もしくは(４)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその

書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当社は、それによっ

て当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。 

(６)保険の対象について損害が生じた場合は、当社は、次のことを行うことが

できます。 

① 事故が生じた保険の対象またはその保険の対象が所在する敷地内を調

査すること。 

② ①の保険の対象またはその保険の対象が所在する敷地内に収容されて

いた被保険者の所有物の全部または一部を調査すること。 

③ ①の保険の対象またはその保険の対象が所在する敷地内に収容されて

いた被保険者の所有物の全部または一部を一時他に移転すること。 

(７)保険金の請求権は、(２)に定める時の翌日から起算して３年を経過した場

合は、時効によって消滅します。 

第３１条（保険金の支払） 

(１)当社は、請求完了日（注１）からその日を含めて３０日以内に、当社が保険

金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。 

① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、

事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実 

② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金

が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する

事実の有無 

③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額（注２）およ

び事故と損害との関係 

④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約にお

いて定める解除、無効、失効または取消の事由に該当する事実の有無 

⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害につい

て被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したも

のの有無および内容等、当社が支払うべき保険金の額を確定するために

確認が必要な事項 

(２)(１)の確認をするため、次表「事由」に掲げる特別な照会または調査が不

可欠な場合には、(１)の規定にかかわらず、当社は、請求完了日（注１）から

その日を含めて次表「期間」に掲げる日数（注３）を経過する日までに、保険
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金を支払います。この場合において、当社は、確認が必要な事項およびそ

の確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。 

事由 期間 

① (１)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、

消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会（注４） 
１８０日 

② (１)①から④までの事項を確認するための、専門機関に

よる鑑定等の結果の照会 
９０日 

③ 災害救助法（昭和２２年法律第１１８号）が適用された

災害の被災地域における(１)①から⑤までの事項の確認の

ための調査 

６０日 

④ (１)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行う

ための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 
１８０日 

(３)(１)および(２)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保

険者が正当な理由がなくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場

合（注５）には、それによって確認が遅延した期間については、(１)または(２)

の期間に算入しないものとします。 

(４)(１)から(３)までの規定による保険金の支払は、保険契約者または被保険

者と当社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本

国通貨をもって行うものとします。 

（注１）請求完了日 

被保険者が第３０条（保険金の請求）(３)の規定による手続を完了した日をいいま

す。 

（注２）損害の額 

保険の対象の保険価額を含みます。 

（注３）次表「期間」に掲げる日数 

複数の「事由」に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。 

（注４）警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会 

弁護士法（昭和２４年法律第２０５号）に基づく照会その他法令に基づく照会を含

みます。 

（注５）これに応じなかった場合 

必要な協力を行わなかった場合を含みます。 

第３２条（代位） 

(１)損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得

した場合において、当社がその損害に対して保険金を支払ったときは、そ

の債権は当社に移転します。ただし、移転するのは、次表「限度額」を限

度とします。 

区分 限度額 

① 当社が損害の額の全額を

保険金として支払った場合 
被保険者が取得した債権の全額 

② ①以外の場合 

被保険者が取得した債権の額から、保険

金が支払われていない損害の額を差し引

いた額 

(２)(１)②の場合において、当社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権

は、当社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。 

第３３条（保険金支払後の保険契約） 

(１)第１条（保険金を支払う場合）(１)の損害保険金の支払額が１回の事故に

つき、保険金額（注）に相当する額となった場合は、保険契約は、その保険

金支払の原因となった損害の発生した時に終了します。 

(２)(１)の場合を除き、当社が保険金を支払った場合においても、この保険契

約の保険金額は、減額することはありません。 

(３)(１)の規定により、保険契約が終了した場合には、当社は既に払い込まれ
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た保険料を返還しません。ただし、この保険契約の保険期間が１年を超え

る場合等において、当社が別に定める方法により保険料を返還することが

あります。 

(４)各別に保険金額を定めた保険の対象が２以上ある場合には、それぞれにつ

いて、(１)から(３)までの規定を適用します。 

（注）保険金額 

保険金額が保険の対象の保険価額を超える場合は、保険の対象の保険価額とします。 

第３４条（保険の対象の発見） 

当社が保険の対象について保険金を支払った後、１年以内にその保険の

対象またはその一部が発見された場合は、被保険者は、既に受け取った損

害保険金を当社に払い戻して、その返還を受けることができます。この場

合、被保険者は、発見されるまでの間に生じた保険の対象の破損または汚

損の損害に対して、損害保険金を請求することができます。 

第３５条（保険契約の継続） 

(１)保険契約の満了に際し、保険契約を継続しようとする場合（注）に、保険申

込書に記載した事項および保険証券に記載された事項に変更があったと

きは、保険契約者または被保険者は、書面をもってこれを当社に告げなけ

ればなりません。この場合の告知については、第７条（告知義務）の規定

を適用します。 

(２)第５条（保険料の払込方法）(２)の規定は、継続契約の保険料についても、

これを適用します。 

（注）保険契約を継続しようとする場合 

新たに保険申込書を用いることなく、従前の保険契約と保険期間を除き同一の内容

で、かつ、従前の保険契約との間で保険期間を中断させることなく保険契約を継続す

る場合をいいます。この場合には、当社は新たな保険証券を発行しないで、従前の保

険証券と保険契約継続証とをもって新たな保険証券に代えることができるものとしま

す。 

第３６条（保険契約者の変更） 

(１)保険契約締結の後、保険契約者は、当社の承認を得て、この保険契約に適

用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移

転させることができます。ただし、被保険者が保険の対象を譲渡する場合

は、第１０条（保険の対象の譲渡）の規定によるものとします。 

(２)(１)の規定による移転を行う場合には、保険契約者は書面をもってその旨

を当社に申し出て、承認を請求しなければなりません。 

(３)保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約

者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款およ

び特約に関する権利および義務が移転するものとします。 

第３７条（保険契約者または被保険者が複数の場合の取扱い） 

(１)この保険契約について、保険契約者または被保険者が２名以上である場合

は、当社は、代表者１名を定めることを求めることができます。この場合

において、代表者は他の保険契約者または被保険者を代理するものとしま

す。 

(２)(１)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、

保険契約者または被保険者の中の１名に対して行う当社の行為は、他の保

険契約者または被保険者に対しても効力を有するものとします。 

(３)保険契約者または被保険者が２名以上である場合には、それぞれの保険契

約者または被保険者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款

および特約に関する義務を負うものとします。 
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第３８条（訴訟の提起） 

この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起

するものとします。 

第３９条（準拠法） 

この普通保険約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠し

ます。 

 

別表１ 短期料率表 

短期料率は、年料率に下記割合を乗じたものとします。 

 

既経過期間 割合（％） 

未経過期間 

 ７日まで ··························· １０ 

 １５日まで ··························· １５ 

 １か月まで ··························· ２５ 

 ２か月まで ··························· ３５ 

 ３か月まで ··························· ４５ 

 ４か月まで ··························· ５５ 

 ５か月まで ··························· ６５ 

 ６か月まで ··························· ７０ 

 ７か月まで ··························· ７５ 

 ８か月まで ··························· ８０ 

 ９か月まで ··························· ８５ 

 １０か月まで ··························· ９０ 

 １１か月まで ··························· ９５ 

 １2 か月まで ························· １００ 

 

 

別表２ 他の保険契約等がある場合の保険金の支払限度額 

 保険金の種類 支払限度額 

１ 
第１条（保険金を支払う場合）

(１)の損害保険金 
損害の額（注） 

２ 第１条(２)の臨時費用保険金 

１回の事故につき、３００万円。た

だし、他の保険契約等に、限度額が

３００万円を超えるものがある場合

は、これらの限度額のうち最も高い額

とします。 

３ 
第１条(３)の残存物取片づけ

費用保険金 
残存物取片づけ費用の額 

（注）損害の額 

この保険契約または他の保険契約等に免責金額の適用がある場合は、そのうち最も

低い免責金額を差し引いた額とします。 
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Chapter 2
 

 

特約 

 

 

 
特約は、オプションとなる補償内容

など普通保険約款に定められた事項

を特別に補充・変更する事項を定め

たものです。 

なお、特約には、ご契約時のお申出

にかかわらず、自動的にセットされ

る特約（自動セット特約）と、ご契

約時にお申出があり当社が引き受け

る場合にセットされる特約（任意セ

ット特約）があります。適用される

特約は、【特約適用条件一覧表】

（P006）および保険証券の表示によ

りご確認ください。 
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(１)現金・小切手普通契約方式特約 

「用語の説明」 
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」

による場合のほか、次のとおりとします。 

用語 説明 

応当期間 保険期間の長さに応当する期間をいいます。 

運送保険価額 
事故による損害発生直前応当期間の保険の対象の

延べ輸送額をいいます。 

運送保険金額 保険証券記載の延べ輸送額をいいます。 

第１条（保険責任の範囲） 

当社は、この特約に従い、保険の対象が、保険証券記載の保管場所およ

び運送区間において保管または運送されている間に生じた損害に対しての

み、保険金を支払います。ただし、保険期間を超えて生じた損害に対して

は、保険金を支払いません。 

第２条（保険金を支払う場合） 

当社は、普通保険約款第３条（保険金を支払わない場合－その２）④の

規定にかかわらず、運送中の荷造りごとの不着（注）によって生じた損害に対

しては、保険金を支払います。 

（注）不着 

紛失による場合に限ります。 

第３条（保険金を支払わない場合） 

当社は、普通保険約款第２条（保険金を支払わない場合－その１）およ

び第３条（保険金を支払わない場合－その２）に掲げる損害のほか、また

第２条（保険金を支払う場合）の規定にかかわらず、次に掲げる損害に対

しても保険金を支払いません。 

① 原因がいかなる場合でも、勘定間違い、支払の過誤または受取り不足

等の事務的・会計的間違いによって生じた損害 

② 荷造りの不完全によって生じた損害 

第４条（臨時費用対象外） 

当社は、普通保険約款第１条（保険金を支払う場合）(２)および第２６条

（保険金の支払額）(３)の規定にかかわらず、臨時費用保険金は支払いません。 

第５条（保険金の支払額） 

(１)当社は、普通保険約款第２６条（保険金の支払額）の規定にかかわらず、

運送中の保険の対象について生じた損害に対しては、損害の額を損害保険

金として支払います。 

(２)(１)の規定にかかわらず、運送保険金額が運送保険価額より低い場合は、

当社は、次の算式によって算出した額を、損害保険金として支払います。 

規定による損害の額
（損害の額の算出）の
普通保険約款第２３条

 × 
運送保険価額

運送保険金額
 ＝ 損害保険金の額  

(３)当社が(１)および(２)の規定により支払うべき損害保険金の額は、１回の

事故につき保険証券記載の運送区間ごとの支払限度額を限度とします。 

(４)当社が(１)から(３)までの規定に基づいて損害保険金を支払った場合でも、
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(３)に規定する支払限度額は減額しないものとします。 

第６条（運送保険価額の調整） 

延べ輸送額につき特殊な事情の影響があった場合または延べ輸送額のす

う勢が著しく変化した場合は、当社は、損害保険金の額の算出にあたり、

被保険者との協議による合意に基づき運送保険価額につき公正な調整を行

うものとします。 

第７条（保険金額の調整） 

当社は、この特約に従い、普通保険約款第１４条（保険金額の調整）(１)

の規定にかかわらず、保険金額または運送保険金額が、それぞれ保険の対

象の価額を超えていた場合であっても、保険契約者は、その超過部分につ

いて、この保険契約を取り消すことはできません。 

第８条（準用規定） 

この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、

この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準

用します。 

(２)現金・小切手在庫保険金額方式特約 

（毎月通知・年間精算） 

第１条（保険責任の範囲） 

当社は、この特約に従い、保険の対象が、保険証券記載の保管場所およ

び運送区間において保管または運送されている間に生じた損害に対しての

み、保険金を支払います。ただし、保険期間を超えて生じた損害に対して

は、保険金を支払いません。 

第２条（保険金を支払う場合） 

当社は、普通保険約款第３条（保険金を支払わない場合－その２）④の

規定にかかわらず、運送中の荷造りごとの不着（注）によって生じた損害に対

しては、保険金を支払います。 

（注）不着 

紛失による場合に限ります。 

第３条（保険金を支払わない場合） 

当社は、普通保険約款第２条（保険金を支払わない場合－その１）およ

び第３条（保険金を支払わない場合－その２）に掲げる損害のほか、また

第２条（保険金を支払う場合）の規定にかかわらず、次に掲げる損害に対

しても保険金を支払いません。 

① 原因がいかなる場合でも、勘定間違い、支払の過誤または受取り不足

等の事務的・会計的間違いによって生じた損害 

② 荷造りの不完全によって生じた損害 

第４条（臨時費用対象外） 

当社は、普通保険約款第１条（保険金を支払う場合）(２)および第２６条

（保険金の支払額）(３)の規定にかかわらず、臨時費用保険金は支払いません。 
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第５条（暫定保険料の払込方法） 

(１)保険証券記載の保管場所ごとの支払限度額の合計額の７５％に相当する

額および保険期間中における予想輸送額の７５％に相当する額に、それぞ

れの所定の保険料率を乗じて得た額の合計額を暫定保険料とします。 

(２)保険契約者は始期日までに(１)の暫定保険料を当社に払い込むものとし

ます。 

(３)保険期間が始まった後でも、保険契約者が(１)の暫定保険料の払込みを

怠った場合は、当社は、始期日から暫定保険料領収までの間に生じた損害

に対しては、保険金を支払いません。 

第６条（保管高・輸送額の通知） 

(１)保険契約者または被保険者は、保険証券記載の日を毎月の通知日とし、そ

の日における保険証券記載の保管場所ごとの保険の対象の保管高の合計

額および通知日前１か月間の輸送額を当社の定める通知書により、通知日

後３０日以内に当社に通知しなければなりません。 

(２)(１)の通知が所定の期限内に行われなかった場合には、保管高については

支払限度額の合計額と前回の通知額とのいずれか高い方、また輸送額につ

いては当社が推計した額をもってその通知日の通知額とみなします。ただ

し、いかなる場合でも、その通知日の保管高を下ることはないものとします。 

第７条（保険料の精算） 

(１)保険期間満了の後、保管高については第６条（保管高・輸送額の通知）の

通知額の平均額を、また輸送額については同条の通知額の合計額を算出し、

それぞれに所定の保険料率を乗じて得た額の合計額を確定保険料（注）とし

ます。 

(２)当社は、確定保険料（注）と既に領収した暫定保険料を比較してその差額を

請求または返還します。 

(３)(２)の暫定保険料は保険期間の中途において当社が領収したものは加算

し、返還したものは差し引いた額とします。 

（注）確定保険料 

保険証券記載の最低保険料に達しない場合は、最低保険料とします。 

第８条（保険金の支払額） 

(１)当社は、普通保険約款第２６条（保険金の支払額）の規定にかかわらず、

保険証券記載の保管場所および運送区間において保管または運送されて

いる間に保険の対象に生じた損害に対して、その損害の額を損害保険金と

して支払います。ただし、１回の事故により当社が支払う損害保険金の額

は、保険証券記載のそれぞれの保管場所および運送区間ごとの支払限度額

を限度とします。 

(２)(１)の規定にかかわらず、保管中の損害については、損害の発生前に当社

が受領した最終の通知書に記載された通知額が第６条（保管高・輸送額の

通知）によって通知すべき実際の保管高に不足していた場合には、当社は、

次の算式によって算出した額を損害保険金として、支払います。 

損害保険金の額
の規定による(１)

 × 

知すべき実際の保管高
額の通知）によって通
第６条（保管高・輸送

に記載された通知額
受領した最終の通知書
損害の発生前に当社が

 ＝ 損害保険金の額  

(３)当社が(１)または(２)の規定に基づいて損害保険金を支払った場合でも、

(１)に規定する支払限度額は減額しないものとします。 
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第９条（損害保険金に対応する未経過保険料） 

当社が、保管中の損害に対して損害保険金を支払った場合には、保険契

約者は、これと同時に、その損害保険金相当額について、その損害が生じ

た日の翌日から起算して満期日までの未経過期間に対し日割をもって計算

した保険料を当社に払い込むものとします。 

第１０条（帳簿の記録および閲覧） 

(１)保険契約者は、適切なファイル（注）に保険の対象の価額および出入を記録

し、常にその状態を明瞭にしておかなければなりません。 

(２)保険の対象について損害が生じた場合において、(１)のファイル（注）に未

記入の保管物があるときは、保険契約者は当社に対し、伝票その他の書類

によって、その保管物が保険の対象であることを証明しなければなりません。 

(３)当社は、この保険契約の保険期間中およびその満了後１年間は、(１)の

ファイル（注）その他の保険の対象に関する書類を閲覧することができるも

のとします。 

（注）ファイル 

帳簿、カード、磁気テープ等の記録手段をいいます。 

第１１条（準用規定） 

この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、

この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準

用します。 

(３)現金・小切手在庫保険金額方式特約 

（四半期通知・年間精算） 

第１条（保険責任の範囲） 

当社は、この特約に従い、保険の対象が、保険証券記載の保管場所およ

び運送区間において保管または運送されている間に生じた損害に対しての

み、保険金を支払います。ただし、保険期間を超えて生じた損害に対して

は、保険金を支払いません。 

第２条（保険金を支払う場合） 

当社は、普通保険約款第３条（保険金を支払わない場合－その２）④の

規定にかかわらず、運送中の荷造りごとの不着（注）によって生じた損害に対

しては、保険金を支払います。 

（注）不着 

紛失による場合に限ります。 

第３条（保険金を支払わない場合） 

当社は、普通保険約款第２条（保険金を支払わない場合－その１）およ

び第３条（保険金を支払わない場合－その２）に掲げる損害のほか、また

第２条（保険金を支払う場合）の規定にかかわらず、次に掲げる損害に対

しても保険金を支払いません。 

① 原因がいかなる場合でも、勘定間違い、支払の過誤または受取り不足

等の事務的・会計的間違いによって生じた損害 

② 荷造りの不完全によって生じた損害 
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第４条（臨時費用対象外） 

当社は、普通保険約款第１条（保険金を支払う場合）(２)および第２６条（保

険金の支払額）(３)の規定にかかわらず、臨時費用保険金は支払いません。 

第５条（暫定保険料の払込方法） 

(１)保険証券記載の保管場所ごとの支払限度額の合計額の７５％に相当する

額および保険期間中における予想輸送額の７５％に相当する額に、それぞ

れの所定の保険料率を乗じて得た額の合計額を暫定保険料とします。 

(２)保険契約者は始期日までに(１)の暫定保険料を当社に払い込むものとし

ます。 

(３)保険期間が始まった後でも、保険契約者が(１)の暫定保険料の払込みを

怠った場合は、当社は、始期日から暫定保険料領収までの間に生じた損害

に対しては、保険金を支払いません。 

第６条（保管高・輸送額の通知） 

(１)保険契約者または被保険者は、保険証券記載の日を毎四半期の通知日とし、

その日における保険証券記載の保管場所ごとの保険の対象の保管高の合

計額および通知日前３か月間の輸送額を当社の定める通知書により、通知

日後３０日以内に当社に通知しなければなりません。 

(２)(１)の通知が所定の期限内に行われなかった場合には、保管高については

支払限度額の合計額と前回の通知額とのいずれか高い方、また輸送額につ

いては当社が推計した額をもってその通知日の通知額とみなします。ただ

し、いかなる場合でも、その通知日の保管高を下ることはないものとします。 

第７条（保険料の精算） 

(１)保険期間満了の後、保管高については第６条（保管高・輸送額の通知）の

通知額の平均額を、また輸送額については同条の通知額の合計額を算出し、

それぞれに所定の保険料率を乗じて得た額の合計額を確定保険料（注）とし

ます。 

(２)当社は、確定保険料（注）と既に領収した暫定保険料を比較してその差額を

請求または返還します。 

(３)(２)の暫定保険料は保険期間の中途において当社が領収したものは加算

し、返還したものは差し引いた額とします。 

（注）確定保険料 

保険証券記載の最低保険料に達しない場合は、最低保険料とします。 

第８条（保険金の支払額） 

(１)当社は、普通保険約款第２６条（保険金の支払額）の規定にかかわらず、

保険証券記載の保管場所および運送区間において保管または運送されて

いる間に保険の対象に生じた損害に対して、その損害の額を損害保険金と

して支払います。ただし、１回の事故により当社が支払う損害保険金の額

は、保険証券記載のそれぞれの保管場所および運送区間ごとの支払限度額

を限度とします。 

(２)(１)の規定にかかわらず、保管中の損害については、損害の発生前に当社

が受領した最終の通知書に記載された通知額が第６条（保管高・輸送額の

通知）によって通知すべき実際の保管高に不足していた場合には、当社は、

次の算式によって算出した額を損害保険金として、支払います。 
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損害保険金の額
の規定による(１)

 × 

知すべき実際の保管高
額の通知）によって通
第６条（保管高・輸送

に記載された通知額
受領した最終の通知書
損害の発生前に当社が

 ＝ 損害保険金の額  

(３)当社が(１)または(２)の規定に基づいて損害保険金を支払った場合でも、

(１)に規定する支払限度額は減額しないものとします。 

第９条（損害保険金に対応する未経過保険料） 

当社が、保管中の損害に対して損害保険金を支払った場合には、保険契

約者は、これと同時に、その損害保険金相当額について、その損害が生じ

た日の翌日から起算して満期日までの未経過期間に対し日割をもって計算

した保険料を当社に払い込むものとします。 

第１０条（帳簿の記録および閲覧） 

(１)保険契約者は、適切なファイル（注）に保険の対象の価額および出入を記録

し、常にその状態を明瞭にしておかなければなりません。 

(２)保険の対象について損害が生じた場合において、(１)のファイル（注）に未

記入の保管物があるときは、保険契約者は当社に対し、伝票その他の書類

によって、その保管物が保険の対象であることを証明しなければなりません。 

(３)当社は、この保険契約の保険期間中およびその満了後１年間は、(１)の

ファイル（注）その他の保険の対象に関する書類を閲覧することができるも

のとします。 

（注）ファイル 

帳簿、カード、磁気テープ等の記録手段をいいます。 

第１１条（準用規定） 

この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、

この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準

用します。 

(４)現金・小切手延べ保険金額方式特約 

（年間精算） 

第１条（保険責任の範囲） 

(１)当社は、この特約に従い、保険の対象が、保険証券記載の保管場所および

運送区間において保管または運送されている間に生じた損害に対しての

み、保険金を支払います。 

(２)普通保険約款第４条（保険責任の始期および終期）(１)の規定にかかわら

ず、保険期間内に保険証券記載の保管場所および運送区間に搬入され、当

社の保険責任が発生した保険の対象については保険期間終了後において

もその保管場所および運送区間に所在する場合に限って当社の保険責任

は継続します。 

(３)(１)および(２)の規定にかかわらず、個々の保険の対象についての当社の

保険責任は、保険証券記載の保管場所および運送区間に搬入された時に始

まり、保険証券記載の補償期間を超えないものとします。 
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第２条（保険金を支払う場合） 

当社は、普通保険約款第３条（保険金を支払わない場合－その２）④の

規定にかかわらず、運送中の荷造りごとの不着（注）によって生じた損害に対

しては、保険金を支払います。 

（注）不着 

紛失による場合に限ります。 

第３条（保険の対象の範囲） 

保険の対象は、保険期間内に保険証券記載の保管場所および運送区間に

搬入されたものに限ります。 

第４条（保険金を支払わない場合） 

当社は、普通保険約款第２条（保険金を支払わない場合－その１）およ

び第３条（保険金を支払わない場合－その２）に掲げる損害のほか、また

第２条（保険金を支払う場合）の規定にかかわらず、次に掲げる損害に対

しても保険金を支払いません。 

① 原因がいかなる場合でも、勘定間違い、支払の過誤または受取り不足

等の事務的・会計的間違いによって生じた損害 

② 荷造りの不完全によって生じた損害 

第５条（臨時費用対象外） 

当社は、普通保険約款第１条（保険金を支払う場合）(２)および第２６条

（保険金の支払額）(３)の規定にかかわらず、臨時費用保険金は支払いません。 

第６条（保険金額） 

当社は、保険期間における予想輸送額をもって保険金額とします。 

第７条（暫定保険料の払込方法） 

(１)保険金額の７５％に相当する額に所定の保険料率を乗じて得た額を暫定

保険料とします。 

(２)保険契約者は始期日までに(１)の暫定保険料を当社に払い込むものとし

ます。 

(３)保険期間が始まった後でも、保険契約者が(１)の暫定保険料の払込みを

怠った場合は、当社は、始期日から暫定保険料領収までの間に生じた損害

に対しては、保険金を支払いません。 

第８条（輸送額の通知） 

(１)保険契約者または被保険者は、保険証券記載の日を毎月の通知日とし、通

知日前１か月間に保険責任が開始した保険の対象の輸送額を当社の定め

る通知書により、通知日後３０日以内に当社に通知しなければなりません。 

(２)(１)の通知が期限内に行われなかった場合には、当社が推計した額をもっ

てその月の通知額とみなします。 

第９条（保険料の精算） 

(１)保険期間満了の後、第８条（輸送額の通知）の通知額の合計額を算出し、

それに所定の保険料率を乗じて得た額を確定保険料（注）とします。 

(２)当社は、確定保険料（注）と既に領収した暫定保険料を比較してその差額を

請求または返還します。 

(３)(２)の暫定保険料は、保険期間の中途において当社が領収したものは加算

し、返還したものは差し引いた額とします。 
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（注）確定保険料 

保険証券記載の最低保険料に達しない場合は、最低保険料とします。 

第１０条（保険金の支払額） 

(１)当社は、普通保険約款第２６条（保険金の支払額）の規定にかかわらず、

保険証券記載の保管場所および運送区間において保管または運送されて

いる間に保険の対象に生じた損害に対して、その損害の額を損害保険金と

して支払います。ただし、１回の事故により当社が支払う損害保険金の額

は、保険証券記載のそれぞれの保管場所および運送区間ごとの支払限度額

を限度とします。 

(２)(１)の規定にかかわらず、保管中の損害については、損害の発生前に当社

が受領した最終の通知書に記載された通知額が第８条（輸送額の通知）に

よって通知すべき実際の輸送額に不足していた場合には、当社は、次の算

式によって算出した額を損害保険金として、支払います。 

損害保険金の額
の規定による(１)

 × 

際の輸送額
によって通知すべき実

）第８条（輸送額の通知

に記載された通知額
受領した最終の通知書
損害の発生前に当社が

 ＝ 損害保険金の額  

(３)当社が(１)または(２)の規定に基づいて、損害保険金を支払った場合でも、

(１)に規定する支払限度額は減額しないものとします。 

第１１条（帳簿の記録および閲覧） 

(１)保険契約者は、適切なファイル（注）に保険の対象の価額および出入を記録

し、常にその状態を明瞭にしておかなければなりません。 

(２)保険の対象について損害が生じた場合において、(１)のファイル（注）に未

記入の保管物があるときは、保険契約者は当社に対し、伝票その他の書類

によって、その保管物が保険の対象であることを証明しなければなりません。 

(３)当社は、この保険契約の保険期間中およびその満了後１年間は、(１)の

ファイル（注）その他の保険の対象に関する書類を閲覧することができるも

のとします。 

（注）ファイル 

帳簿、カード、磁気テープ等の記録手段をいいます。 

第１２条（準用規定） 

この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、

この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準

用します。 

(５)現金・小切手延べ保険金額方式特約 

（月間精算） 

第１条（保険責任の範囲） 

(１)当社は、この特約に従い、保険の対象が、保険証券記載の保管場所および

運送区間において保管または運送されている間に生じた損害に対しての

み、保険金を支払います。 

(２)普通保険約款第４条（保険責任の始期および終期）(１)の規定にかかわら

ず、保険期間内に保険証券記載の保管場所および運送区間に搬入され、当

社の保険責任が発生した保険の対象については保険期間終了後において
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もその保管場所および運送区間に所在する場合に限って当社の保険責任

は継続します。 

(３)(１)および(２)の規定にかかわらず、個々の保険の対象についての当社の

保険責任は、保険証券記載の保管場所および運送区間に搬入された時に始

まり、保険証券記載の補償期間を超えないものとします。 

第２条（保険金を支払う場合） 

当社は、普通保険約款第３条（保険金を支払わない場合－その２）④の

規定にかかわらず、運送中の荷造りごとの不着（注）によって生じた損害に対

しては、保険金を支払います。 

（注）不着 

紛失による場合に限ります。 

第３条（保険の対象の範囲） 

保険の対象は、保険期間内に保険証券記載の保管場所および運送区間に

搬入されたものに限ります。 

第４条（保険金を支払わない場合） 

当社は、普通保険約款第２条（保険金を支払わない場合－その１）およ

び第３条（保険金を支払わない場合－その２）に掲げる損害のほか、また

第２条（保険金を支払う場合）の規定にかかわらず、次に掲げる損害に対

しても保険金を支払いません。 

① 原因がいかなる場合でも、勘定間違い、支払の過誤または受取り不足

等の事務的・会計的間違いによって生じた損害 

② 荷造りの不完全によって生じた損害 

第５条（臨時費用対象外） 

当社は、普通保険約款第１条（保険金を支払う場合）(２)および第２６条

（保険金の支払額）(３)の規定にかかわらず、臨時費用保険金は支払いません。 

第６条（保険金額） 

当社は、保険期間における予想輸送額をもって保険金額とします。 

第７条（暫定保険料の払込方法） 

(１)保険金額の２４分の３に相当する額に所定の保険料率を乗じて得た額を

暫定保険料とします。 

(２)保険契約者は始期日までに(１)の暫定保険料を当社に払い込むものとし

ます。 

(３)保険期間が始まった後でも、保険契約者が(１)の暫定保険料の払込みを

怠った場合は、当社は始期日から暫定保険料領収までの間に生じた損害に

対しては、保険金を支払いません。 

第８条（輸送額の通知） 

(１)保険契約者または被保険者は、保険証券記載の日を毎月の通知日とし、通

知日前１か月間に保険責任が開始した保険の対象の輸送額を当社の定め

る通知書により、通知日後３０日以内に当社に通知しなければなりません。 

(２)(１)の通知が期限内に行われなかった場合には、当社が推計した額をもっ

てその月の通知額とみなします。 
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第９条（保険料の精算） 

(１)保険契約者は、第８条（輸送額の通知）の通知と同時に、その通知額に所

定の保険料率を乗じて得た額を確定保険料として当社に払い込むものと

します。 

(２)第７条（暫定保険料の払込方法）の暫定保険料は、最終月の確定保険料に

充当するものとし、その差額を請求または返還します。ただし、差額を返

還する場合においても、この保険契約の確定保険料の合計額は、保険証券

記載の最低保険料を下回らないものとします。 

(３)(２)の暫定保険料は、保険期間の中途において当社が領収したものは加算

し、返還したものは差し引いた額とします。 

第１０条（保険金の支払額） 

(１)当社は、普通保険約款第２６条（保険金の支払額）の規定にかかわらず、

保険証券記載の保管場所および運送区間において保管または運送されて

いる間に保険の対象に生じた損害に対して、その損害の額を損害保険金と

して支払います。ただし、１回の事故により当社が支払う損害保険金の額

は、保険証券記載のそれぞれの保管場所および運送区間ごとの支払限度額

を限度とします。 

(２)(１)の規定にかかわらず、保管中の損害については、損害の発生前に当社

が受領した最終の通知書に記載された通知額が第８条（輸送額の通知）に

よって通知すべき実際の輸送額に不足していた場合には、当社は、次の算

式によって算出した額を損害保険金として、支払います。 

(１)の規定による
損害保険金の額 

 

 ×  

損害の発生前に当社が
受領した最終の通知書
に記載された通知額 

 ＝  損害保険金の額 
 第８条（輸送額の通知）

の規定によって通知す
べき実際の輸送額 

(３)当社が(１)または(２)の規定に基づいて、損害保険金を支払った場合でも、

(１)に規定する支払限度額は減額しないものとします。 

第１１条（帳簿の記録および閲覧） 

(１)保険契約者は、適切なファイル（注）に保険の対象の価額および出入を記録

し、常にその状態を明瞭にしておかなければなりません。 

(２)保険の対象について損害が生じた場合において、(１)のファイル（注）に未

記入の保管物があるときは、保険契約者は当社に対し、伝票その他の書類

によって、その保管物が保険の対象であることを証明しなければなりません。 

(３)当社は、この保険契約の保険期間中およびその満了後１年間は、(１)の

ファイル（注）その他の保険の対象に関する書類を閲覧することができるも

のとします。 

（注）ファイル 

帳簿、カード、磁気テープ等の記録手段をいいます。 

第１２条（準用規定） 

この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、

この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準

用します。 
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(６)商品普通契約方式特約 

「用語の説明」 
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」

による場合のほか、次のとおりとします。 

用語 説明 

応当期間 保険期間の長さに応当する期間をいいます。 

運送保険価額 
事故による損害発生直前応当期間の保険の対象の

延べ輸送額をいいます。 

運送保険金額 保険証券記載の延べ輸送額をいいます。 

第１条（保険責任の範囲） 

当社は、この特約に従い、保険の対象が、保険証券記載の保管場所およ

び運送区間において保管または運送されている間に生じた損害に対しての

み、保険金を支払います。ただし、保険期間を超えて生じた損害に対して

は、保険金を支払いません。 

第２条（保険金を支払う場合） 

当社は、普通保険約款第３条（保険金を支払わない場合－その２）④の

規定にかかわらず、運送中の荷造りごとの不着（注）によって生じた損害に対

しては、保険金を支払います。 

（注）不着 

紛失による場合に限ります。 

第３条（保険金を支払わない場合） 

当社は、普通保険約款第２条（保険金を支払わない場合－その１）およ

び第３条（保険金を支払わない場合－その２）に掲げる損害のほか、荷造

りの不完全によって生じた損害に対しても保険金を支払いません。 

第４条（保険金の支払額） 

(１)当社は、普通保険約款第２６条（保険金の支払額）の規定にかかわらず、

運送中の保険の対象について生じた損害に対しては、損害の額を損害保険

金として支払います。 

(２)(１)の規定にかかわらず、運送保険金額が運送保険価額より低い場合は、

当社は、次の算式によって算出した額を、損害保険金として支払います。 

規定による損害の額
（損害の額の算出）の
普通保険約款第２３条

 × 
運送保険価額

運送保険金額
 ＝ 損害保険金の額  

(３)当社が(１)および(２)の規定により支払うべき損害保険金の額は、１回の

事故につき保険証券記載の運送区間ごとの支払限度額を限度とします。 

(４)当社が(１)から(３)までの規定に基づいて損害保険金を支払った場合でも、

(３)に規定する支払限度額は減額しないものとします。 

第５条（運送保険価額の調整） 

延べ輸送額につき特殊な事情の影響があった場合または延べ輸送額のす

う勢が著しく変化した場合は、当社は、損害保険金の額の算出にあたり、

被保険者との協議による合意に基づき運送保険価額につき公正な調整を行

うものとします。 
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第６条（保険金額の調整） 

当社は、この特約に従い、普通保険約款第１４条（保険金額の調整）(１)

の規定にかかわらず、保険金額または運送保険金額が、それぞれ保険の対

象の価額を超えていた場合であっても、保険契約者は、その超過部分につ

いて、この保険契約を取り消すことはできません。 

第７条（準用規定） 

この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、

この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準

用します。 

(７)商品在庫保険金額方式特約 

（毎月通知・年間精算） 

第１条（保険責任の範囲） 

当社は、この特約に従い、保険の対象が、保険証券記載の保管場所およ

び運送区間において保管または運送されている間に生じた損害に対しての

み、保険金を支払います。ただし、保険期間を超えて生じた損害に対して

は、保険金を支払いません。 

第２条（保険金を支払う場合） 

当社は、普通保険約款第３条（保険金を支払わない場合－その２）④の

規定にかかわらず、運送中の荷造りごとの不着（注）によって生じた損害に対

しては、保険金を支払います。 

（注）不着 

紛失による場合に限ります。 

第３条（保険金を支払わない場合） 

当社は、普通保険約款第２条（保険金を支払わない場合－その１）およ

び第３条（保険金を支払わない場合－その２）に掲げる損害のほか、荷造

りの不完全によって生じた損害に対しても保険金を支払いません。 

第４条（暫定保険料の払込方法） 

(１)保険証券記載の保管場所ごとの支払限度額の合計額の７５％に相当する

額および保険期間中における予想輸送額の７５％に相当する額に、それぞ

れの所定の保険料率を乗じて得た額の合計額を暫定保険料とします。 

(２)保険契約者は始期日までに(１)の暫定保険料を当社に払い込むものとし

ます。 

(３)保険期間が始まった後でも、保険契約者が(１)の暫定保険料の払込みを

怠った場合は、当社は、始期日から暫定保険料領収までの間に生じた損害

に対しては、保険金を支払いません。 

第５条（在庫価額・輸送額の通知） 

(１)保険契約者または被保険者は、保険証券記載の日を毎月の通知日とし、そ

の日における保険証券記載の保管場所ごとの保険の対象の在庫価額の合

計額および通知日前１か月間の輸送額を当社の定める通知書により、通知

日後３０日以内に当社に通知しなければなりません。 

(２)(１)の通知が所定の期限内に行われなかった場合には、在庫価額について
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は支払限度額の合計額と前回の通知額とのいずれか高い方、また輸送額に

ついては当社が推計した額をもってその通知日の通知額とみなします。た

だし、いかなる場合でも、その通知日の在庫価額を下ることはないものと

します。 

第６条（保険料の精算） 

(１)保険期間満了の後、在庫価額については第５条（在庫価額・輸送額の通知）

の通知額の平均額を、また輸送額については同条の通知額の合計額を算出

し、それぞれに所定の保険料率を乗じて得た額の合計額を確定保険料（注）

とします。 

(２)当社は、確定保険料（注）と既に領収した暫定保険料を比較してその差額を

請求または返還します。 

(３)(２)の暫定保険料は保険期間の中途において当社が領収したものは加算

し、返還したものは差し引いた額とします。 

（注）確定保険料 

保険証券記載の最低保険料に達しない場合は、最低保険料とします。 

第７条（保険金の支払額） 

(１)当社は、普通保険約款第２６条（保険金の支払額）の規定にかかわらず、

保険証券記載の保管場所および運送区間において保管または運送されて

いる間に保険の対象に生じた損害に対して、その損害の額を損害保険金と

して支払います。ただし、１回の事故により当社が支払う損害保険金の額

は、保険証券記載のそれぞれの保管場所および運送区間ごとの支払限度額

を限度とします。 

(２)(１)の規定にかかわらず、保管中の損害については、損害の発生前に当社

が受領した最終の通知書に記載された通知額が第５条（在庫価額・輸送額

の通知）によって通知すべき実際の在庫価額に不足していた場合には、当

社は、次の算式によって算出した額を損害保険金として、支払います。 

損害保険金の額
の規定による(１)

 × 

すべき実際の在庫価額
知額の通知）によって通
送第５条（在庫価額・輸

に記載された通知額
受領した最終の通知書
損害の発生前に当社が

 ＝ の額
損害保険金

 

(３)当社が(１)または(２)の規定に基づいて損害保険金を支払った場合でも、

(１)に規定する支払限度額は減額しないものとします。 

第８条（損害保険金に対応する未経過保険料） 

当社が保管中の損害に対して損害保険金を支払った場合には、保険契約

者は、これと同時に、その損害保険金相当額について、その損害が生じた

日の翌日から起算して満期日までの未経過期間に対し日割をもって計算し

た保険料を当社に払い込むものとします。 

第９条（帳簿の記録および閲覧） 

(１)保険契約者は、適切なファイル（注）に保険の対象の品目、価額および出入

を記録し、常にその状態を明瞭にしておかなければなりません。 

(２)保険の対象について損害が生じた場合において、(１)のファイル（注）に未

記入の保管物があるときは、保険契約者は当社に対し、伝票その他の書類

によって、その保管物が保険の対象であることを証明しなければなりません。 

(３)当社は、この保険契約の保険期間中およびその満了後１年間は、(１)の

ファイル（注）その他の保険の対象に関する書類を閲覧することができるも

のとします。 
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（注）ファイル 

帳簿、カード、磁気テープ等の記録手段をいいます。 

第１０条（準用規定） 

この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、

この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準

用します。 

(８)商品在庫保険金額方式特約 

（四半期通知・年間精算） 

第１条（保険責任の範囲） 

当社は、この特約に従い、保険の対象が、保険証券記載の保管場所およ

び運送区間において保管または運送されている間に生じた損害に対しての

み、保険金を支払います。ただし、保険期間を超えて生じた損害に対して

は、保険金を支払いません。 

第２条（保険金を支払う場合） 

当社は、普通保険約款第３条（保険金を支払わない場合－その２）④の

規定にかかわらず、運送中の荷造りごとの不着（注）によって生じた損害に対

しては、保険金を支払います。 

（注）不着 

紛失による場合に限ります。 

第３条（保険金を支払わない場合） 

当社は、普通保険約款第２条（保険金を支払わない場合－その１）およ

び第３条（保険金を支払わない場合－その２）に掲げる損害のほか、荷造

りの不完全によって生じた損害に対しても保険金を支払いません。 

第４条（暫定保険料の払込方法） 

(１)保険証券記載の保管場所ごとの支払限度額の合計額の７５％に相当する

額および保険期間中における予想輸送額の７５％に相当する額に、それぞ

れの所定の保険料率を乗じて得た額の合計額を暫定保険料とします。 

(２)保険契約者は始期日までに(１)の暫定保険料を当社に払い込むものとし

ます。 

(３)保険期間が始まった後でも、保険契約者が(１)の暫定保険料の払込みを

怠った場合は、当社は、始期日から暫定保険料領収までの間に生じた損害

に対しては、保険金を支払いません。 

第５条（在庫価額・輸送額の通知） 

(１)保険契約者または被保険者は、保険証券記載の日を毎四半期の通知日と

し、その日における保険証券記載の保管場所ごとの保険の対象の在庫価額

の合計額および通知日前３か月間の輸送額を当社の定める通知書により、

通知日後３０日以内に当社に通知しなければなりません。 

(２)(１)の通知が所定の期限内に行われなかった場合には、在庫価額について

は支払限度額の合計額と前回の通知額とのいずれか高い方、また輸送額に

ついては当社が推計した額をもってその通知日の通知額とみなします。た

だし、いかなる場合でも、その通知日の在庫価額を下ることはないものと

します。 
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第６条（保険料の精算） 

(１)保険期間満了の後、在庫価額については第５条（在庫価額・輸送額の通知）

の通知額の平均額を、また輸送額については同条の通知額の合計額を算出

し、それぞれに所定の保険料率を乗じて得た額の合計額を確定保険料（注）

とします。 

(２)当社は、確定保険料（注）と既に領収した暫定保険料を比較してその差額を

請求または返還します。 

(３)(２)の暫定保険料は保険期間の中途において当社が領収したものは加算

し、返還したものは差し引いた額とします。 

（注）確定保険料 

保険証券記載の最低保険料に達しない場合は、最低保険料とします。 

第７条（保険金の支払額） 

(１)当社は、普通保険約款第２６条（保険金の支払額）の規定にかかわらず、

保険証券記載の保管場所および運送区間において保管または運送されて

いる間に保険の対象に生じた損害に対して、その損害の額を損害保険金と

して支払います。ただし、１回の事故により当社が支払う損害保険金の額

は、保険証券記載のそれぞれの保管場所および運送区間ごとの支払限度額

を限度とします。 

(２)(１)の規定にかかわらず、保管中の損害については、損害の発生前に当社

が受領した最終の通知書に記載された通知額が第５条（在庫価額・輸送額

の通知）によって通知すべき実際の在庫価額に不足していた場合には、当

社は、次の算式によって算出した額を損害保険金として、支払います。 

損害保険金の額
の規定による(１)

 × 

すべき実際の在庫価額
知額の通知）によって通
送第５条（在庫価額・輸

に記載された通知額
受領した最終の通知書
損害の発生前に当社が

 ＝ の額
損害保険金

 

(３)当社が(１)または(２)の規定に基づいて損害保険金を支払った場合でも、

(１)に規定する支払限度額は減額しないものとします。 

第８条（損害保険金に対応する未経過保険料） 

当社が保管中の損害に対して損害保険金を支払った場合には、保険契約

者は、これと同時に、その損害保険金相当額について、その損害が生じた

日の翌日から起算して満期日までの未経過期間に対し日割をもって計算し

た保険料を当社に払い込むものとします。 

第９条（帳簿の記録および閲覧） 

(１)保険契約者は、適切なファイル（注）に保険の対象の品目、価額および出入

を記録し、常にその状態を明瞭にしておかなければなりません。 

(２)保険の対象について損害が生じた場合において、(１)のファイル（注）に未

記入の保管物があるときは、保険契約者は当社に対し、伝票その他の書類

によって、その保管物が保険の対象であることを証明しなければなりません。 

(３)当社は、この保険契約の保険期間中およびその満了後１年間は、(１)の

ファイル（注）その他の保険の対象に関する書類を閲覧することができるも

のとします。 

（注）ファイル 

帳簿、カード、磁気テープ等の記録手段をいいます。 

第１０条（準用規定） 

この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、
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この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準

用します。 

(９)商品延べ保険金額方式特約（年間精算） 

第１条（保険責任の範囲） 

(１)当社は、この特約に従い、保険の対象が、保険証券記載の保管場所および

運送区間において保管または運送されている間に生じた損害に対しての

み、保険金を支払います。 

(２)普通保険約款第４条（保険責任の始期および終期）(１)の規定にかかわら

ず、保険期間内に保険証券記載の保管場所および運送区間に搬入され、当

社の保険責任が発生した保険の対象については保険期間終了後において

もその保管場所および運送区間に所在する場合に限って当社の保険責任

は継続します。 

(３)(１)および(２)の規定にかかわらず、個々の保険の対象についての当社の

保険責任は、保険証券記載の保管場所および運送区間に搬入された時に始

まり、保険証券記載の補償期間を超えないものとします。 

第２条（保険金を支払う場合） 

当社は、普通保険約款第３条（保険金を支払わない場合－その２）④の

規定にかかわらず、運送中の荷造りごとの不着（注）によって生じた損害に対

しては、保険金を支払います。 

（注）不着 

紛失による場合に限ります。 

第３条（保険の対象の範囲） 

保険の対象は、保険期間内に保険証券記載の保管場所および運送区間に

搬入されたものに限ります。 

第４条（保険金を支払わない場合） 

当社は、普通保険約款第２条（保険金を支払わない場合－その１）およ

び第３条（保険金を支払わない場合－その２）に掲げる損害のほか、荷造

りの不完全によって生じた損害に対しても保険金を支払いません。 

第５条（保険金額） 

当社は、保険期間における予想輸送額をもって保険金額とします。 

第６条（暫定保険料の払込方法） 

(１)保険金額の７５％に相当する額に所定の保険料率を乗じて得た額を暫定

保険料とします。 

(２)保険契約者は始期日までに(１)の暫定保険料を当社に払い込むものとし

ます。 

(３)保険期間が始まった後でも、保険契約者が(１)の暫定保険料の払込みを

怠った場合は、当社は始期日から暫定保険料領収までの間に生じた損害に

対しては、保険金を支払いません。 

第７条（輸送額の通知） 

(１)保険契約者または被保険者は、保険証券記載の日を毎月の通知日とし、通

知日前１か月間に保険責任が開始した保険の対象の輸送額を当社の定め
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る通知書により、通知日後３０日以内に当社に通知しなければなりません。 

(２)(１)の通知が期限内に行われなかった場合には、当社が推計した額をもっ

てその月の通知額とみなします。 

第８条（保険料の精算） 

(１)保険期間満了の後、第７条（輸送額の通知）の通知額の合計額を算出し、

それに所定の保険料率を乗じて得た額を確定保険料（注）とします。 

(２)当社は、確定保険料（注）と既に領収した暫定保険料を比較してその差額を

請求または返還します。 

(３)(２)の暫定保険料は、保険期間の中途において当社が領収したものは加算

し、返還したものは差し引いた額とします。 

（注）確定保険料 

保険証券記載の最低保険料に達しない場合は、最低保険料とします。 

第９条（保険金の支払額） 

(１)当社は、普通保険約款第２６条（保険金の支払額）の規定にかかわらず、

保険証券記載の保管場所および運送区間において保管または運送されて

いる間に保険の対象に生じた損害に対して、その損害の額を損害保険金と

して支払います。ただし、１回の事故により当社が支払う損害保険金の額

は、保険証券記載のそれぞれの保管場所および運送区間ごとの支払限度額

を限度とします。 

(２)(１)の規定にかかわらず、保管中の損害については、損害の発生前に当社

が受領した最終の通知書に記載された通知額が第７条（輸送額の通知）に

よって通知すべき実際の輸送額に不足していた場合には、当社は、次の算

式によって算出した額を損害保険金として、支払います。 

損害保険金の額
の規定による(１)

 × 

際の輸送額
によって通知すべき実

）第７条（輸送額の通知

に記載された通知額
受領した最終の通知書
損害の発生前に当社が

 ＝ 損害保険金の額  

(３)当社が(１)または(２)の規定に基づいて、損害保険金を支払った場合でも、

(１)に規定する支払限度額は減額しないものとします。 

第１０条（帳簿の記録および閲覧） 

(１)保険契約者は、適切なファイル（注）に保険の対象の品目、価額および出入

を記録し、常にその状態を明瞭にしておかなければなりません。 

(２)保険の対象について損害が生じた場合において、(１)のファイル（注）に未

記入の保管物があるときは、保険契約者は当社に対し、伝票その他の書類

によって、その保管物が保険の対象であることを証明しなければなりません。 

(３)当社は、この保険契約の保険期間中およびその満了後１年間は、(１)の

ファイル（注）その他の保険の対象に関する書類を閲覧することができるも

のとします。 

（注）ファイル 

帳簿、カード、磁気テープ等の記録手段をいいます。 

第１１条（準用規定） 

この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、

この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準

用します。 

050



S6342_特約_2.docx 18 
 

(１０)商品延べ保険金額方式特約（月間精算） 

第１条（保険責任の範囲） 

(１)当社は、この特約に従い、保険の対象が、保険証券記載の保管場所および

運送区間において保管または運送されている間に生じた損害に対しての

み、保険金を支払います。 

(２)普通保険約款第４条（保険責任の始期および終期）(１)の規定にかかわら

ず、保険期間内に保険証券記載の保管場所および運送区間に搬入され、当

社の保険責任が発生した保険の対象については保険期間終了後において

もその保管場所および運送区間に所在する場合に限って当社の保険責任

は継続します。 

(３)(１)および(２)の規定にかかわらず、個々の保険の対象についての当社の

保険責任は、保険証券記載の保管場所および運送区間に搬入された時に始

まり、保険証券記載の補償期間を超えないものとします。 

第２条（保険金を支払う場合） 

当社は、普通保険約款第３条（保険金を支払わない場合－その２）④の

規定にかかわらず、運送中の荷造りごとの不着（注）によって生じた損害に対

しては、保険金を支払います。 

（注）不着 

紛失による場合に限ります。 

第３条（保険の対象の範囲） 

保険の対象は、保険期間内に保険証券記載の保管場所および運送区間に

搬入されたものに限ります。 

第４条（保険金を支払わない場合） 

当社は、普通保険約款第２条（保険金を支払わない場合－その１）およ

び第３条（保険金を支払わない場合－その２）に掲げる損害のほか、荷造

りの不完全によって生じた損害に対しても保険金を支払いません。 

第５条（保険金額） 

当社は、保険期間における予想輸送額をもって保険金額とします。 

第６条（暫定保険料の払込方法） 

(１)保険金額の２４分の３に相当する額に所定の保険料率を乗じて得た額を

暫定保険料とします。 

(２)保険契約者は始期日までに(１)の暫定保険料を当社に払い込むものとし

ます。 

(３)保険期間が始まった後でも、保険契約者が(１)の暫定保険料の払込みを

怠った場合は、当社は始期日から暫定保険料領収までの間に生じた損害に

対しては、保険金を支払いません。 

第７条（輸送額の通知） 

(１)保険契約者または被保険者は、保険証券記載の日を毎月の通知日とし、通

知日前１か月間に保険責任が開始した保険の対象の輸送額を当社の定め

る通知書により、通知日後３０日以内に当社に通知しなければなりません。 

(２)(１)の通知が期限内に行われなかった場合には、当社が推計した額をもっ

てその月の通知額とみなします。 
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第８条（保険料の精算） 

(１)保険契約者は第７条（輸送額の通知）の通知と同時に、その通知額に所定

の保険料率を乗じて得た額を確定保険料として当社に払い込むものとし

ます。 

(２)第６条（暫定保険料の払込方法）の暫定保険料は、最終月の確定保険料に

充当するものとし、その差額を請求または返還します。ただし、差額を返

還する場合においても、この保険契約の確定保険料の合計額は、保険証券

記載の最低保険料を下回らないものとします。 

(３)(２)の暫定保険料は、保険期間の中途において当社が領収したものは加算

し、返還したものは差し引いた額とします。 

第９条（保険金の支払額） 

(１)当社は、普通保険約款第２６条（保険金の支払額）の規定にかかわらず、

保険証券記載の保管場所および運送区間において保管または運送されて

いる間に保険の対象に生じた損害に対して、その損害の額を損害保険金と

して支払います。ただし、１回の事故により当社が支払う損害保険金の額

は、保険証券記載のそれぞれの保管場所および運送区間ごとの支払限度額

を限度とします。 

(２)(１)の規定にかかわらず、保管中の損害については、損害の発生前に当社

が受領した最終の通知書に記載された通知額が第７条（輸送額の通知）に

よって通知すべき実際の輸送額に不足していた場合には、当社は、次の算

式によって算出した額を損害保険金として、支払います。 

(１)の規定による
損害保険金の額 

 

 ×  

損害の発生前に当社が
受領した最終の通知書
に記載された通知額 

 ＝  損害保険金の額 
 第７条（輸送額の通知）

によって通知すべき実
際の輸送額 

(３)当社が(１)または(２)の規定に基づいて、損害保険金を支払った場合でも、

(１)に規定する支払限度額は減額しないものとします。 

第１０条（帳簿の記録および閲覧） 

(１)保険契約者は、適切なファイル（注）に保険の対象の品目、価額および出入

を記録し、常にその状態を明瞭にしておかなければなりません。 

(２)保険の対象について損害が生じた場合において、(１)のファイル（注）に未

記入の保管物があるときは、保険契約者は当社に対し、伝票その他の書類

によって、その保管物が保険の対象であることを証明しなければなりません。 

(３)当社は、この保険契約の保険期間中およびその満了後１年間は、(１)の

ファイル（注）その他の保険の対象に関する書類を閲覧することができるも

のとします。 

（注）ファイル 

帳簿、カード、磁気テープ等の記録手段をいいます。 

第１１条（準用規定） 

この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、

この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準

用します。 
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(１１)展示品契約特約（Ａ） 

第１条（保険責任の範囲） 

当社は、この特約に従い、保険の対象が保険証券記載の展示場所もしく

は保管場所ならびに運送区間において、展示、保管または運送されている

間に生じた損害に対してのみ、保険金を支払います。ただし、保険期間を

超えて生じた損害に対しては、保険金を支払いません。 

第２条（保険金を支払う場合） 

当社は、普通保険約款第３条（保険金を支払わない場合－その２）④の

規定にかかわらず、運送中の荷造りごとの不着（注）によって生じた損害に対

しては、保険金を支払います。 

（注）不着 

紛失による場合に限ります。 

第３条（保険金を支払わない場合） 

当社は、普通保険約款第２条（保険金を支払わない場合－その１）およ

び第３条（保険金を支払わない場合－その２）に掲げる損害のほか、また

第２条（保険金を支払う場合）の規定にかかわらず、荷造りの不完全によっ

て生じた損害に対しても保険金を支払いません。 

第４条（準用規定） 

この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、

この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準

用します。 

(１２)展示品契約特約（Ｂ） 

第１条（保険責任の範囲） 

当社は、この特約に従い、保険の対象が保険証券記載の展示場所に搬入

された時から、保管および展示を経てその展示場所から搬出された時まで

の間に生じた損害に対してのみ、保険金を支払います。ただし、保険期間

を超えて生じた損害に対しては、保険金を支払いません。 

第２条（準用規定） 

この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、

この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準

用します。 

(１３)巡回販売契約特約（Ａ） 

「用語の説明」 
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」

による場合のほか、次のとおりとします。 

用語 説明 

基地 保険証券記載の保管場所をいいます。 
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第１条（保険責任の始期および終期） 

(１)当社は、この特約に従い、保険の対象が巡回販売の目的で次に掲げる販売

員または車両により基地から搬出された時から、巡回販売を終えてもとの

基地に搬入された時までの間に生じた損害に対してのみ、保険金を支払い

ます。ただし、保険期間を超えて生じた損害に対しては、保険金を支払い

ません。 

販売員の氏名（車両の場合は登録番号） 

保険証券記載のとおり 

(２)基地出発後、保険の対象を補充する場合のその補充商品に対する当社の保

険責任は、補充商品が販売員に引き渡された時に始まります。 

第２条（支払限度額） 

当社が、１回の事故において支払う損害保険金の額は、販売員１名また

は１車両につき次に掲げる支払限度額を限度とします。 

１名または１車両の支払限度額 

保険証券記載のとおり 

第３条（保険金を支払わない場合） 

当社は、普通保険約款第２条（保険金を支払わない場合－その１）およ

び第３条（保険金を支払わない場合－その２）に掲げる損害のほか、荷造

りの不完全による損害に対しても保険金を支払いません。 

第４条（保険金額および保険価額） 

普通保険約款第２６条（保険金の支払額）(２)の規定を適用する場合にお

いては、保険金額については普通保険約款第２８条（包括して契約した場

合の保険金の支払額）の規定にかかわらず保険証券記載の保険金額とし、

保険価額については損害が生じた時において同一基地から巡回販売に出て

いる販売員または車両（注）によって持ち出された保険の対象の価額の合計額

とします。 

（注）販売員または車両 

第１条（保険責任の始期および終期）(１)により特定されたものに限ります。 

第５条（保険金支払後の保険契約） 

普通保険約款第３３条（保険金支払後の保険契約）(１)の規定は、次のと

おり読み替えて適用します。 

「(１)第１条（保険金を支払う場合）(１)の損害保険金の支払額が１回の

事故につき、保険金額（注）に相当する額となった場合は、保険契約は、

その保険金支払の原因となった損害の発生した時に終了します。 

（注）保険金額 

普通保険約款第２８条（包括して契約した場合の保険金の支払額）の規定に

かかわらず保険証券記載の保険金額とします。」 

第６条（準用規定） 

この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、

この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準

用します。 

054



S6342_特約_2.docx 22 
 

(１４)巡回販売契約特約（Ｂ） 

「用語の説明」 
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」

による場合のほか、次のとおりとします。 

用語 説明 

基地 保険証券記載の保管場所をいいます。 

第１条（保険責任の始期および終期） 

(１)当社は、この特約に従い、保険の対象が巡回販売の目的で次に掲げる販売

員または車両により基地から搬出された時から、次に掲げる巡回販売を経

てもとの基地に搬入された時までの間に生じた損害に対してのみ、保険金

を支払います。ただし、保険期間を超えて生じた損害に対しては、保険金

を支払いません。 

販売員の氏名（車両の場合は登録番号） 

保険証券記載のとおり 

 
年 月 日 場 所 

保険証券記載のとおり 

(２)基地出発後、保険の対象を補充する場合のその補充商品に対する当社の保

険責任は、補充商品が販売員に引き渡された時に始まります。 

第２条（保険金を支払わない場合） 

当社は、普通保険約款第２条（保険金を支払わない場合－その１）およ

び第３条（保険金を支払わない場合－その２）に掲げる損害のほか、荷造

りの不完全による損害に対しても保険金を支払いません。 

第３条（保険価額） 

保険価額は、損害が生じた時において販売員または車両（注）によって持ち

出された保険の対象の価額の合計額とします。 

（注）販売員または車両 

第１条（保険責任の始期および終期）(１)により特定されたものに限ります。 

第４条（準用規定） 

この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、

この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準

用します。 

(１５)特定動産所在場所特定契約方式特約 

第１条（保険金を支払う場合） 

当社は、普通保険約款第１条（保険金を支払う場合）の規定にかかわら

ず、保険の対象が保険証券記載の保管場所にある間に生じた事故による損

害に対してのみ、保険金を支払います。 

第２条（準用規定） 

この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、

この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を

055



S6342_特約_2.docx 23 
 

準用します。 

(１６)修理付帯費用保険金補償特約 

「用語の説明」 
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」

による場合のほか、次のとおりとします。 

用語 説明 

敷地内 

囲いの有無を問わず、保険の対象の所在する場所お

よびこれに連続した土地で、同一の保険契約者また

は被保険者によって占有されているものをいいま

す。また、公道、河川等が介在していても敷地内は

中断されることなく、これを連続した土地とみなし

ます。 

保険の対象 

この特約が付帯される保険契約により補償される

物としてこの保険契約で定めるものをいい、主たる

保管場所が居住の用に供する部分または営業用倉

庫敷地内である保険の対象を除きます。 

修理付帯費用 

保険の対象に損害が生じた結果、その保険の対象の

復旧にあたり次のいずれかに該当する費用のうち

当社の承認を得て支出した必要かつ有益な費用を

いいます。ただし、居住の用に供する部分にかかわ

る費用を除きます。 

① 損害が生じた保険の対象を復旧するために要

するその損害の原因の調査費用（注１） 

② 保険の対象に生じた損害の範囲を確定するため

に要する調査費用（注１）。ただし、保険の対象に損

害が生じた時からその保険の対象の復旧期間（注２）

を超える期間に対応する費用を除きます。 

③ 損害が生じた保険の対象である設備または装

置を再稼働するために要する保険の対象の点検費

用、調整費用または試運転費用。ただし、副資材

または触媒の費用を除きます。 

④ 損害が生じた保険の対象の仮修理の費用。ただ

し、本修理の一部をなすと認められる部分の費用

および仮修理のために取得した物の保険の対象の

復旧完了時における価額を除きます。 

⑤ 損害が生じた保険の対象の代替として使用す

る物の賃借費用（注３）。ただし、損害が生じた保険

の対象をその地において借用する場合に要する賃

借費用（注３）を超えるものを除きます。 

⑥ 損害が生じた保険の対象の代替として使用す

る仮設物の設置費用（注４）および撤去費用ならびに

これに付随する土地の賃借費用（注３） 

⑦ 損害が生じた保険の対象を迅速に復旧するた

めの工事に伴う残業勤務、深夜勤務または休日勤

務に対する割増賃金の費用 

（注１）調査費用 

被保険者またはその親族もしくは使用人にかかわる

人件費および被保険者が法人である場合に、その理事、

取締役もしくはその他の機関にある者またはその従業

員にかかわる人件費を除きます。 
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（注２）復旧期間 

保険の対象を損害発生直前の状態に復旧するために

通常要すると認められる期間を超えないものとします。 

（注３）賃借費用 

敷金その他賃貸借契約終了時に返還されるべき一時

金および復旧期間（注２）を超える期間に対応する費用を

除きます。 

（注４）設置費用 

保険の対象の復旧完了時における仮設物の価額を除

きます。   

第１条（保険金を支払う場合） 

当社は、この特約に従い、火災、落雷または破裂・爆発の事故によって

生ずる修理付帯費用に対して、修理付帯費用保険金を支払います。 

第２条（保険金の支払額） 

(１)当社は、１回の事故につき、１敷地内ごとに損害が生じた保険の対象の所

在する敷地内にかかるこの保険契約の保険金額（注１）に３０％を乗じて得た

額または１，０００万円のいずれか低い額を限度とし、修理付帯費用の額

を第１条（保険金を支払う場合）の修理付帯費用保険金として、支払います。 

(２)(１)の場合において、この保険契約に１事故支払限度額（注２）が定められて

いる場合には、保険金額、保険価額または１事故支払限度額（注２）のうち最

も低い額をこの保険契約の保険金額とみなして、(１)の規定を適用します。 

(３)(１)および(２)の場合において、支払うべき修理付帯費用保険金と他の保

険金との合計額が保険金額を超えるときでも、支払います。 

（注１）保険金額 

保険金額が保険価額を超える場合は、保険価額とし、また、被保険者が２名以上あ

る場合は、それぞれの被保険者に属する保険の対象に対して割り当てられるべき保険

金額をいいます。 

（注２）１事故支払限度額 

１回の事故につき、当社の支払うべき損害保険金の限度額をいいます。 

第３条（他の保険契約等がある場合の保険金の支払額） 

(１)修理付帯費用に対して、保険金を支払うべき他の保険契約等（注１）がある

場合において、それぞれの支払責任額（注２）の合計額が支払限度額（注３）以

下のときは、当社は、この保険契約の支払責任額（注２）を修理付帯費用保険

金の額とします。 

(２)修理付帯費用に対して、保険金を支払うべき他の保険契約等（注１）がある

場合において、それぞれの支払責任額（注２）の合計額が支払限度額（注３）を

超えるときは、当社は、次に定める額を修理付帯費用保険金の額として支

払います。 

区分 支払保険金の額 

① 他の保険契約等（注１）か

ら保険金または共済金が

支払われていない場合 

この保険契約の支払責任額（注２） 

② 他の保険契約等（注１）か

ら保険金または共済金が

支払われた場合 

支払限度額（注３）から、他の保険契約等（注１）

から支払われた保険金または共済金の合計

額を差し引いた残額。ただし、この保険契

約の支払責任額（注２）を限度とします。 

（注１）他の保険契約等 

保険の対象と同一の敷地内に所在する被保険者の所有する建物または建物以外のも

のでこの保険契約の保険の対象以外のものについて締結された他の保険契約または共

済契約を含みます。 
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（注２）支払責任額 

他の保険契約等（注１）がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額

をいいます。 

（注３）支払限度額 

１回の事故につき、１敷地内ごとに１，０００万円または修理付帯費用の額のいずれ

か低い額。ただし、他の保険契約等（注１）に、限度額が１，０００万円を超えるものが

ある場合は、これらの限度額のうち最も高い額または修理付帯費用の額のいずれか低

い額とします。 

第４条（準用規定） 

この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、

この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準

用します。 

(１７)国内のみ補償特約 

第１条（保険金を支払う場合） 

(１)当社は、普通保険約款第６条（保険責任のおよぶ地域）の規定にかかわら

ず、この特約に従い、保険の対象の日本国内において生じた事故による損

害に対してのみ、保険金を支払います。 

(２)(１)における「日本国内」には、次に掲げる状態を含みます。 

① 日本航路（注１）における、船舶・航空機等に搭載中 

② 国外航路における、船舶・航空機等が日本の領海・領空（注２）にある間

の搭載中 

（注１）日本航路 

日本国内を結ぶ航路をいいます。 

（注２）領海・領空 

陸地より１２海里以内をいいます。 

第２条（準用規定） 

この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、

この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準

用します。 

(１８)管球類単独損害対象外特約 

第１条（保険金を支払わない場合） 

当社は、普通保険約款第２条（保険金を支払わない場合－その１）およ

び第３条（保険金を支払わない場合－その２）に掲げる損害のほか、この

特約に従い、真空管、電球その他これらに類似の管球類に単独に生じた損

害（注）に対しても、保険金を支払いません。 

（注）真空管、電球その他これらに類似の管球類に単独に生じた損害 

フィラメントのみに損害が発生した場合も含みます。 

第２条（準用規定） 

この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、

この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準

用します。 
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(１９)消耗品単独損害対象外特約 

第１条（保険金を支払わない場合） 

当社は、普通保険約款第２条（保険金を支払わない場合－その１）およ

び第３条（保険金を支払わない場合－その２）に掲げる損害のほか、この

特約に従い、消耗品に単独に生じた損害に対しても、保険金を支払いません。 

第２条（準用規定） 

この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、

この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準

用します。 

(２０)脱毛危険対象外特約 

第１条（保険金を支払わない場合） 

当社は、普通保険約款第２条（保険金を支払わない場合－その１）およ

び第３条（保険金を支払わない場合－その２）に掲げる損害のほか、この

特約に従い、脱毛による損害に対しても、保険金を支払いません。 

第２条（準用規定） 

この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、

この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準

用します。 

(２１)使用人の不誠実行為対象外特約 

第１条（保険金を支払わない場合） 

当社は、普通保険約款第２条（保険金を支払わない場合－その１）およ

び第３条（保険金を支払わない場合－その２）に掲げる損害のほか、この

特約に従い、次のいずれかに該当する者が自ら行い、または加担した窃盗、

強盗、詐欺、横領、背任その他の不誠実行為によって保険の対象に生じた

損害に対しても、保険金を支払いません。 

① 保険契約者、被保険者（注１）またはこれらの者の法定代理人の役職員、

従業員、特別雇人もしくは同居の親族 

② ①に規定する者以外の者が保険金の全部または一部を受け取るべき場

合においては、その者（注２）またはその者の法定代理人の役職員、従業員、

特別雇人もしくは同居の親族 

③ 保険の対象の使用もしくは管理を委託された者の役職員、従業員もし

くは特別雇人 

（注１）保険契約者、被保険者 

保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業

務を執行するその他の機関をいいます。 

（注２）その者 

その者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他

の機関をいいます。 
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第２条（準用規定） 

この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、

この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準

用します。 

(２２)航空運賃対象外特約 

第１条（保険金を支払わない場合） 

当社は、普通保険約款第２３条（損害の額の算出）の規定にかかわらず、

この特約に従い、修繕費中に航空運賃が含まれている場合、航空輸送によっ

て増加した費用については、保険金を支払いません。 

第２条（準用規定） 

この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、

この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準

用します。 

(２３)自力救済行為等対象外特約 

第１条（保険金を支払わない場合） 

当社は、普通保険約款第２条（保険金を支払わない場合－その１）およ

び第３条（保険金を支払わない場合－その２）に掲げる損害のほか、この

特約に従い、被保険者もしくは被保険者の取引先および保険の対象の使用

もしくは管理を委託された者の倒産またはこれに類似の事態に随伴して発

生した、窃盗、強盗、差押え、没収、債権者およびその関係者による自力

救済行為等に起因して保険の対象に生じた損害に対しても、保険金を支払

いません。 

第２条（準用規定） 

この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、

この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準

用します。 

(２４)温・湿度変化損害対象外特約 

第１条（保険金を支払わない場合） 

(１)当社は、普通保険約款第１条（保険金を支払う場合）(１)の規定にかかわ

らず、原因がいかなる場合でも、温度、湿度の変化または空気の乾燥、酸

素の欠如によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。 

(２)(１)の損害が、火災、落雷または破裂・爆発によって生じた場合には、(１)

の規定は適用しません。 

第２条（準用規定） 

この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、

この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を
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準用します。 

(２５)冷凍・冷蔵・保温物特約 

第１条（保険金を支払う場合） 

当社は、保険の対象が冷凍・冷蔵・保温物である場合には、普通保険約

款第１条（保険金を支払う場合）および温・湿度変化損害対象外特約第１

条（保険金を支払わない場合）の規定にかかわらず、当社の補償する温度

変化による損害は、次のいずれかに該当する事由に起因し、１時間以上の

冷凍・冷蔵・保温機能の停止があった場合に生じた損害に限るものとします。 

① この保険契約で補償する偶然な事故による冷凍・冷蔵・保温設備装置

の物理的な損壊 

② 同一敷地内（注）での火災、落雷または破裂・爆発による冷凍・冷蔵・保

温設備装置の変調または機能停止 

（注）敷地内 

特別の約定がない限り、囲いの有無を問わず、保険の対象の所在する場所およびこ

れに連続した土地で、同一の保険契約者または被保険者によって占有されているもの

をいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、こ

れを連続した土地とみなします。 

第２条（保険金を支払わない場合） 

当社は、次のいずれかに該当する損害に対しては保険金を支払いません。 

① 事故発生後４８時間を経過した時以降の損害 

② 日常の使用または運転に伴う冷凍・冷蔵・保温設備装置の摩滅、消耗

または劣化によって起こった作動不良、変調または機能停止のために生

じた損害 

第３条（準用規定） 

この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、

この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準

用します。 

(２６)１時間未満の電力停止等による損害対象外特約 

第１条（保険金を支払わない場合） 

当社は、電力の停止または異常な供給により、保険の対象のうち商品、

製品、半製品、仕掛品、原材料、副産物および副資材等のみが損害を受け

た場合には、普通保険約款第２条（保険金を支払わない場合－その１）お

よび第３条（保険金を支払わない場合－その２）に掲げる損害のほか、こ

の特約に従い、その損害に対しても、保険金を支払いません。ただし、停

止または異常が１時間以上にわたった場合を除きます。 

第２条（準用規定） 

この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、

この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準

用します。 
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(２７)混入・目減り危険等対象外特約 

第１条（保険金を支払わない場合） 

当社は、保険の対象が液体、粉体、気体等の流動体である場合には、普

通保険約款第２条（保険金を支払わない場合－その１）および第３条（保

険金を支払わない場合－その２）に掲げる損害のほか、この特約に従い、

保険の対象が汚染、異物の混入、純度の低下、変質、固形化、化学変化、

品質の低下、目減りその他類似の事由に起因して生じた損害に対しても、

保険金を支払いません。 

第２条（準用規定） 

この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、

この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準

用します。 

(２８)臨時費用・残存物取片づけ費用対象外

特約（商品付帯用） 

第１条（保険金を支払わない場合） 

当社は、保険証券記載の契約方式が商品付帯である場合には、普通保険

約款第１条（保険金を支払う場合）(２)および(３)ならびに第２６条（保険

金の支払額）(３)から(５)までの規定にかかわらず、臨時費用保険金および

残存物取片づけ費用保険金を支払いません。 

第２条（準用規定） 

この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、

この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準

用します。 

(２９)耕工作車特約 

「用語の説明」 
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」

による場合のほか、次のとおりとします。 

用語 説明 

登録等 

道路運送車両法に規定する登録車両番号の指定ま

たは市町村長（注）交付の標識をいいます。 

（注）市町村長 

東京都特別区は都知事とします。 

第１条（保険金を支払う場合） 

当社は、保険期間開始の時に、保険の対象が登録等を受けていないこと

を条件として、保険の対象につき生じた損害に対して、保険金を支払います。 
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第２条（保険金を支払わない場合） 

(１) 当社は、保険の対象が登録等を受けている場合には、保険の対象につき

生じた損害に対して、保険金を支払いません。 

(２) 当社は、保険の対象が耕工作車、機械、機械設備または装置である場合

には、保険の対象のうち、次のいずれかに該当する物に生じた損害に対し

て保険金を支払いません。ただし、保険の対象の他の部分と同時に損害を

受けた場合を除きます。 

① ガラス部分 

② ベルト、ワイヤロープ、チェーン、ゴムタイヤ、ホースまたはキャタ

ピラ 

③ バケット、フォーク、ハンマー部分、パイルドライバまたはドリル 

④ ミキサのブレードまたはライナ 

⑤ ショベル等の歯または爪に相当する部分 

⑥ 燃料、潤滑油、操作油、冷媒、触媒その他の運転に供せられる資材 

⑦ その他①から⑥までに類する物 

第３条（準用規定） 

この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、

この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準

用します。 

(３０)自動販売機等特約 

第１条（保険金を支払わない場合） 

当社は、保険の対象が自動販売機等（注１）またはそれに収容された商品も

しくは現金である場合には、普通保険約款第２条（保険金を支払わない場

合－その１）および第３条（保険金を支払わない場合－その２）に掲げる

損害のほか、この特約に従い、次のいずれかに該当する損害に対しても、

保険金を支払いません。 

① 保険の対象が自動販売機等（注１）の場合 

ア．すり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその

他外観上の損傷または汚損であって、自動販売機等（注１）の機能に支障

をきたさない損害 

イ．真空管、ブラウン管、電球、その他これらに類似の管球類もしくは

液晶に生じた損害（注２）。ただし、保険の対象の他の部分と同時に損害

を受けた場合を除きます。 

ウ．貨紙幣づまり等の故障 

② 保険の対象が自動販売機等（注１）に収容された商品または現金である場

合 

ア．自動販売機等（注１）の故障または変調もしくは乱調に起因または随伴

して、保険の対象が規定量または規定額以上に出ることによって生じ

た損害 

イ．棚卸しまたは検品もしくは売上代金回収の際に発見された保険の対

象の数量不足によって生じた損害。ただし、外部からの盗難の形跡が

明らかであって、かつ数量の不足がトータルカウンター等の記録によ

り証明された場合は除きます。 

ウ．勘定間違いによって生じた損害および偽変造貨紙幣によって生じた

損害 

（注１）自動販売機等 

精算機、両替機等現金受入機器を含みます。 

（注２）真空管、ブラウン管、電球、その他これらに類似の管球類もしくは液晶に生じた
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損害 

フィラメントのみに損害が発生した場合も含みます。 

第２条（臨時費用保険金対象外） 

当社は、普通保険約款第１条（保険金を支払う場合）(２)の規定にかかわ

らず、臨時費用保険金は支払いません。 

第３条（準用規定） 

この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、

この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準

用します。 

(３１)楽器特約 

第１条（保険金を支払わない場合） 

当社は、保険の対象が楽器である場合には、普通保険約款第２条（保険

金を支払わない場合－その１）および第３条（保険金を支払わない場合－

その２）に掲げる損害のほか、この特約に従い、保険の対象である楽器に

ついて生じた次のいずれかに該当する損害に対しても、保険金を支払いま

せん。 

① 弦（注）の切断または打楽器の打皮の破損。ただし、保険の対象の他の部

分と同時に損害を被った場合を除きます。 

② 音色または音質の変化 

（注）弦 

ピアノ線を含みます。 

第２条（準用規定） 

この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、

この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準

用します。 

(３２)宝石・貴金属特約（Ａ） 

「用語の説明」 
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」

による場合のほか、次のとおりとします。 

用語 説明 

金庫 
耐火定置式のものをいい、手提げ金庫など可動式の

ものを除きます。 

盗難 強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます。 

第１条（適用条件） 

当社は、保険の対象が宝石・貴金属で、かつ商品または什
じゅう

器・備品であ

る場合には、この特約の規定を適用します。 

第２条（営業時間外金庫内収容中のみ補償） 

(１)当社は、普通保険約款第１条（保険金を支払う場合）の規定にかかわらず、
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保険証券記載の保管場所の営業時間外において、金庫外に保管中の保険の

対象について生じた盗難による損害に対しては、保険金を支払いません。 

(２)(１)の営業時間外には、保険証券記載の保管場所が無人となり、人による

継続的な監視がなされない状態（注）を含みます。 

(３)当社は、(１)において保険の対象が営業時間外に金庫内収容中であっても、

その金庫が施錠されていない場合に保険の対象について生じた盗難によ

る損害に対しては、保険金を支払いません。 

（注）保険証券記載の保管場所が無人となり、人による継続的な監視がなされない状態 

保険証券記載の保管場所が無人となる理由および日中、夜間の別を問いません。 

第３条（運送中・巡回販売中の損害） 

(１)当社は、普通保険約款第１条（保険金を支払う場合）の規定にかかわらず、

携行便もしくは護送便による運送または巡回販売途上における積替えの

ための一時保管中において、金庫外に保管中の保険の対象について生じた

盗難による損害に対しては、保険金を支払いません。 

(２)当社は、普通保険約款第１条（保険金を支払う場合）の規定にかかわらず、

当日の運送または巡回販売の目的を終了した時から運送または巡回販売

の目的で次回出発する時までにおいて、保険の対象が車両に搭載されてい

る間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。 

(３)当社は、商品普通契約方式特約第２条（保険金を支払う場合）、商品在庫

保険金額方式特約（毎月通知・年間精算）第２条（保険金を支払う場合）、

商品在庫保険金額方式特約（四半期通知・年間精算）第２条（保険金を支

払う場合）、商品延べ保険金額方式特約（年間精算）第２条（保険金を支

払う場合）または商品延べ保険金額方式特約（月間精算）第２条（保険金

を支払う場合）の規定にかかわらず、運送中の荷造りごとの不着によって

生じた損害に対しては、保険金を支払いません。 

(４)運送方法は、鉄道貴重品扱、自動車貴重品扱、航空貴重品扱、携行便、護

送便および書留郵便に限るものとし、その他の運送方法による運送中に生

じた損害に対しては、保険金を支払いません。 

第４条（臨時費用保険金対象外） 

当社は、普通保険約款第１条（保険金を支払う場合）(２)の規定にかかわ

らず、臨時費用保険金は支払いません。 

第５条（準用規定） 

この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、

この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準

用します。 

(３３)格落損害対象外特約 

第１条（損害の額の算出） 

当社は、格落損害（注）については、普通保険約款第２３条（損害の額の算

出）(１)に定める損害の額に含めません。 

（注）格落損害 

損傷が生じたことによる保険の対象の価値の低下による損害をいいます。 

第２条（準用規定） 

この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、

この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準
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用します。 

(３４)什
じゅう

器・備品等特約 

第１条（保険金を支払う場合） 

当社は、特に規定する場合を除き、保険の対象が保険証券記載の保管場

所に保管されている間に生じた損害に限り、保険金を支払います。 

第２条（保険の対象の範囲） 

保険の対象が什
じゅう

器・備品一式である場合には、次のいずれかに該当する

物は保険の対象に含まれません。 

① 商品（注１）、原料、材料、仕掛品、半製品、製品、副産物および副資材 

② 造作および建物の付属設備 

③ 通貨、有価証券、印紙、切手およびその他これらに類する物 

④ １個または１組の価額が３０万円を超える下記の物 

  貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董
とう

、彫刻物その他の美術品 

⑤ 稿本、設計図、図案、鋳
い

型（注２）、紙型、模型、書籍、証書、帳簿、書

類その他これらに類する物 

⑥ 工場内据付機械 

⑦ 家財 

⑧ 消耗品 

⑨ 自動車（注３）、自転車およびその他の車両、船舶ならびに航空機 

⑩ 動物および植物 

⑪ テープ、カード、ディスクおよびドラム等のコンピュータ用の記録媒

体に記録されているプログラム、データその他これらに類する物 

（注１）商品 

商品見本を含みます。 

（注２）鋳
い

型 

金型を含みます。 

（注３）自動車 

道路運送車両法（昭和２６年法律第１８５号）第２条（定義）第２項に定める自動

車をいい、同条第３項に定める原動機付自転車を含みます。 

第３条（保険金を支払わない場合） 

当社は、普通保険約款第１条（保険金を支払う場合）(１)の規定にかかわ

らず、ガラス部分に生じた損害に対しては保険金を支払いません。ただし、

これらの損害が保険の対象の他の部分と同時に損害を被った場合を除きます。 

第４条（準用規定） 

この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、

この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準

用します。 

(３５)現金・有価証券特約 

「用語の説明」 
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」

による場合のほか、次のとおりとします。 
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用語 説明 

手形・小切手 
被保険者が第三者より受け取った約束手形および

小切手をいいます。 

公・社債 国債を除きます。 

株券 新株券および予備株券を除きます。 

第１条（適用条件） 

当社は、保険の対象が現金または有価証券である場合には、この特約の

規定を適用します。 

第２条（臨時費用保険金対象外） 

当社は、普通保険約款第１条（保険金を支払う場合）(２)の規定にかかわ

らず、臨時費用保険金は支払いません。 

第３条（有価証券の範囲） 

この保険契約にいう有価証券とは次に掲げるものをいいます。 

① 手形・小切手 

② 公・社債 

③ 株券 

第４条（保険価額） 

(１)手形・小切手および公・社債についての保険価額は額面金額とします。 

(２)株券の保険価額は、取引所の相場のある株券については、時価を基準に決

定し、取引所の相場のない株券については、その会社の資本の額等の財政

状態を勘案した実勢価格をもって決定します。 

第５条（有価証券に事故発生後の措置） 

有価証券に事故が発生した場合には、被保険者は直ちに次の措置をとら

なければなりません。 

① 手形・小切手の場合には、振出人または引受人および取引銀行に対し

て事故発生の通知をし、かつ、事故手形・小切手の支払の停止を依頼す

ること。 

② 公示催告の申立てをし、かつ、所定の時期に除権決定の申立てをする

こと。 

③ 警察署、郵便局等に届けて、事故に関する証明書を取り付けること。 

④ その他当社の要求した手続を行うこと。 

第６条（準用規定） 

この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、

この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準

用します。 

(３６)万引き・品不足危険対象外特約 

第１条（保険金を支払わない場合） 

当社は、普通保険約款第１条（保険金を支払う場合）(１)の規定にかかわ

らず、次のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。 

① 万引きその他保険証券記載の保管場所に不法に侵入しなかった者によ
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りなされた盗取による損害。ただし、その者が暴行または脅迫した場合

を除きます。 

② 検品または棚卸しの際に発見された数量の不足による損害。ただし、

不法に侵入した第三者の盗取による損害（注）を除きます。 

③ 保険の対象の受渡しの過誤等、事務的・会計的な間違いによる損害 

（注）不法に侵入した第三者の盗取による損害 

①の場合を除きます。 

第２条（準用規定） 

この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、

この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準

用します。 

(３７)地中・水中・空中危険対象外特約 

第１条（保険金を支払わない場合） 

当社は、普通保険約款第１条（保険金を支払う場合）(１)の規定にかかわ

らず、保険の対象が、地中もしくは水中にある間または空中に浮遊してい

る間に生じた損害に対しては、保険金を支払いません。 

第２条（準用規定） 

この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、

この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準

用します。 

(３８)加工中の限定危険補償特約 

「用語の説明」 
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」

による場合のほか、次のとおりとします。 

用語 説明 

作業場 加工作業を行う建物または場所をいいます。 

加工 修理を除きます。 

加工着手 
保険の対象を、作業場に搬入・荷卸しした時をいい

ます。 

加工終了 
保険の対象を、作業場より積込み・搬出した時をい

います。 

第１条（保険金を支払う場合） 

当社は、普通保険約款第２条（保険金を支払わない場合－その１）⑩の

規定にかかわらず、保険の対象の加工着手から加工終了までの間に生じた、

次のいずれかに該当する事由による損害に対して、保険金を支払います。

ただし、その損害が加工または製造に直接起因している場合を除きます。 

① 火災 

② 落雷 

③ 破裂・爆発 

④ 風災（注１） 

⑤ 雹
ひょう

災 
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⑥ 雪災（注２） 

⑦ 建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触もしくは倒壊または

建物内部での車両もしくはその積載物の衝突もしくは接触。ただし、雨、

雪、あられ、砂塵
じん

、粉塵
じん

、煤
ばい

煙その他これらに類する物の落下もしくは

飛来、土砂崩れまたは④から⑥までもしくは水災（注３）の事故による損害

を除きます。 

⑧ 給排水設備（注４）に生じた事故または被保険者以外の者が占有する戸室

で生じた事故に伴う漏水、放水または溢
いっ

水（注５）による水濡れ。ただし、

④から⑥までもしくは水災（注３）の事故による損害を除きます。 

⑨ 騒擾
じょう

およびこれに類似の集団行動（注６）または労働争議に伴う暴力行為

もしくは破壊行為 

⑩ 盗難（注７）によって保険の対象について生じた盗取、損傷または汚損 

（注１）風災 

台風、旋風、竜巻、暴風等をいい、洪水、高潮等を除きます。 

（注２）雪災 

豪雪の場合におけるその雪の重み、落下等による事故または雪崩
な だ れ

をいい、融雪水の

漏入もしくは凍結、融雪洪水または除雪作業による事故を除きます。 

（注３）水災 

台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ（注８）・落石等をいい

ます。 

（注４）給排水設備 

スプリンクラー設備・装置を含みます。 

（注５）溢
いっ

水 

水が溢
あふ

れることをいいます。 

（注６）集団行動 

群衆または多数の者の集団の行動によって数世帯以上またはこれに準ずる規模にわ

たり平穏が害される状態または被害を生ずる状態であって、暴動（群衆または多数の

者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安

維持上重大な事態と認められる状態）に至らないものをいいます。 

（注７）盗難 

強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます。 

（注８）土砂崩れ 

崖崩れ、地滑り、土石流または山崩れをいい、落石を除きます。 

第２条（準用規定） 

この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、

この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準

用します。 

(３９)吹込み・雨漏り損害限定補償特約 

第１条（保険金を支払う場合） 

当社は、普通保険約款第１条（保険金を支払う場合）の規定にかかわら

ず、風、雨、雪、雹
ひょう

、砂塵
じん

その他これらに類するものの吹込みまたは雨漏

りによって生じた損害に対しては、次のいずれかに該当する事故によって

保険の対象が損害（注１）を受けた場合に限り、保険金を支払います。 

① 風災（注２） 

② 雹
ひょう

災 

③ 雪災（注３） 

④ 不測かつ突発的な事故 

（注１）損害 

保険証券記載の保険の対象を保管する建物の外側の部分（外壁、屋根、開口部等を

いいます。）が①から④までの事故によって破損し、その破損部分から建物の内部に吹
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き込むことによって生じた損害に限ります。 

（注２）風災 

台風、旋風、竜巻、暴風等をいい、洪水、高潮等を除きます。 

（注３）雪災 

豪雪の場合におけるその雪の重み、落下等による事故または雪崩
な だ れ

をいい、融雪水の

漏入もしくは凍結、融雪洪水または除雪作業による事故を除きます。 

第２条（準用規定） 

この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、

この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準

用します。 

(４０)適用保険料に関する特約 
この保険契約については、保険期間開始の時に使用されている料率また

は保険料によるものとします。 

(４１)運送中の破曲損対象外特約 

第１条（保険金を支払わない場合） 

(１)当社は、普通保険約款第２条（保険金を支払わない場合－その１）および

第３条（保険金を支払わない場合－その２）に掲げる損害のほか、この特

約に従い、保険の対象が運送（注１）されている間に生じた破曲損害に対して

も、保険金を支払いません。 

(２)(１)の規定は、次のいずれかに該当する事由により生じた破曲損害につい

ては、これを適用しません。 

① 火災、落雷または破裂・爆発 

② 輸送用具の脱線・転覆・墜落・他物（注２）との衝突・沈没・座礁・座州 

（注１）運送 

運送途上における積替えのための一時保管を含みます。 

（注２）他物 

水上においては水を除き、陸上においては軌道または路面を除きます。 

第２条（準用規定） 

この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、

この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準

用します。 

(４２)作業危険対象外特約（展示用） 

第１条（保険金を支払わない場合） 

当社は、普通保険約款第２条（保険金を支払わない場合－その１）およ

び第３条（保険金を支払わない場合－その２）に掲げる損害のほか、この

特約に従い、次のいずれかに該当する作業に起因し保険の対象に生じた破

損、曲がり、へこみ、かき傷、すり傷および汚れによって保険の対象に生

じた損害に対しても、保険金を支払いません。 

① 保険の対象の開梱または梱包作業 

② 保険の対象の陳列、飾り付けまたは撤去作業。ただし、展示期間中の
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一時的収納または配置替えに伴う作業を除きます。 

③ ①または②の作業に伴う保険の対象の移動または運搬作業 

第２条（準用規定） 

この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、

この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準

用します。 

(４３)修理危険補償特約 

第１条（保険金を支払う場合） 

当社は、普通保険約款第３条（保険金を支払わない場合－その２）①の

規定にかかわらず、この特約に従い、保険の対象に対する修理、清掃等の

作業上の過失または技術の拙劣に起因する損害（注）に対して、保険金を支払

います。 

（注）保険の対象に対する修理、清掃等の作業上の過失または技術の拙劣に起因する損害 

保険の対象に対する修理、清掃等の作業上の過失または技術の拙劣により、その作

業部分以外に生じた損害を含みます。 

第２条（準用規定） 

この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、

この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準

用します。 

(４４)電気的・機械的事故補償特約 

第１条（保険金を支払う場合） 

当社は、普通保険約款第３条（保険金を支払わない場合－その２）②の

規定にかかわらず、この特約に従い、外来の事故に直接起因しない電気的

事故または機械的事故によって生じた損害に対して、保険金を支払います。 

第２条（保険金を支払わない場合） 

第１条（保険金を支払う場合）の規定にかかわらず、自己のものである

と他人のものであるとを問わず、機械・設備・ソフトウェア・ネットワー

ク等における日時認識エラーが原因でこれらのものに誤作動・故障が発生

した結果生じた同条の損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、

この損害に起因して生じた火災または破裂・爆発を除きます。 

第３条（履行義務） 

保険契約者または被保険者は、保険の対象について次の事項を履行しな

ければなりません。 

① 常に良好な運転状態を維持するために整備すること。 

② 故意にまたは習慣的に過度の運転もしくは過負荷の状態におかないこと。 

③ 保守および運転に関する法令その他の規則を守ること。 

第４条（準用規定） 

この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、
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この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準

用します。 

(４５）全損のみ補償特約 

第１条（保険金を支払う場合） 

当社は、普通保険約款第２３条（損害の額の算出）および第２５条（推

定全損）の規定にかかわらず、１個の保険金額が付せられている保険の対

象ごとに１回の事故によって全損（注）となった場合のみ保険金を支払います。 

（注）全損 

普通保険約款第２５条（推定全損）に規定する全損を含みます。 

第２条（準用規定） 

この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、

この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準

用します。 

(４６)保険料支払に関する特約 

（携行品一式契約一般団体用） 

第１条（保険料の払込方法） 

保険契約者は、この保険契約の保険料を、保険契約締結の後、保険料相

当額の集金手続を行いうる最初の集金日の属する月の翌月末日までに払い

込むものとします。 

第２条（保険料領収前の事故） 

保険期間が始まった後でも、当社は、保険契約者が第１条（保険料の払

込方法）の規定に従い保険料を払い込まない場合は、当社は、その保険料

領収前に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。 

第３条（保険料不払の場合の当社による保険契約の解除） 

当社は、保険契約者が第１条（保険料の払込方法）の規定に従い保険料

を払い込まない場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、こ

の保険契約を解除することができます。 

第４条（保険契約解除の効力） 

第３条（保険料不払の場合の当社による保険契約の解除）の規定による

解除は、始期日から将来に向かってのみその効力を生じます。 

第５条（準用規定） 

この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、

携行品一式契約特約（個人型）または携行品一式契約特約（家族型）の規

定を準用します。 
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(４７)携行品一式契約特約（個人型） 

第１条（保険金を支払う場合） 

(１)当社は、普通保険約款およびこの特約の規定に従い、保険の対象に生じた

すべての偶然な事故による損害に対して、保険金を支払います。 

(２)当社は、普通保険約款第２条（保険金を支払わない場合－その１）⑪の規

定にかかわらず、保険の対象のすり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、ゆが

み、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損であって、保険の対象

ごとに、その保険の対象が有する機能の喪失または低下を伴わない損害で

あっても、火災、落雷、爆発・破裂、盗難（注１）もしくは輸送中の事故に

より生じた場合または給排水設備（注２）に生じた事故に伴う漏水、放水も

しくは溢
いっ

水（注３）による場合には保険金を支払います。 

（注１）盗難 

強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます。 

（注２）給排水設備 

スプリンクラー設備・装置を含みます。 

（注３）溢
いっ

水 

水が溢
あふ

れることをいいます。 

第２条（被保険者） 

この特約における被保険者は、保険証券の被保険者欄に記載の者としま

す。 

第３条（保険金を支払わない場合） 

当社は、普通保険約款第２条（保険金を支払わない場合－その１）およ

び第３条（保険金を支払わない場合－その２）に掲げる損害のほか、次の

いずれかに該当する損害に対しても、保険金を支払いません。 

① 真空管、電球その他これらに類似の管球類または消耗品に単独に生じ

た損害（注１）。ただし、保険の対象の他の部分と同時に損害が生じた場合

を除きます。 

② 楽器について生じた次のいずれかに該当する損害 

ア．弦（注２）の切断または打楽器の打皮の破損。ただし、保険の対象の他

の部分と同時に損害を被った場合を除きます。 

イ．音色または音質の変化 

③ 脱毛による損害 

（注１）真空管、電球その他これらに類似の管球類または消耗品に単独に生じた損害 

フィラメントのみに損害が発生した場合も含みます。 

（注２）弦 

ピアノ線を含みます。 

第４条（保険の対象の範囲） 

(１)保険の対象は、被保険者の居住の用に供される住宅（注１）外において、被

保険者が携行している被保険者所有の身の回り品に限ります。 

(２)(１)の規定にかかわらず、次に掲げる物は、保険の対象に含まれません。 

① 手形、小切手、株券、債券その他の有価証券、印紙、切手、プリペイ

ドカード、電子マネー（注２）その他これらに類する物 

② 預金証書または貯金証書（注３）、クレジットカード、ローンカードその

他これらに類する物 

③ 稿本、設計書、図案、帳簿その他これらに類する物 

④ 船舶（注４）、航空機、自動車（注５）、原動機付自転車（注６）、雪上オートバ

イ、ゴーカートおよびこれらの付属品 

073



S6342_特約_2.docx 41 
 

⑤ 自転車、ハンググライダー、パラグライダー、サーフボード、ウィン

ドサーフィン、ボディボード、水上スキー、ラジオコントロール模型そ

の他これらに類する物およびこれらの付属品 

⑥ 携帯電話・ＰＨＳ・ポケットベル・ポータブルナビゲーション等の携

帯式通信機器、ノート型パソコン・ワープロ・タブレット端末・ウェア

ラブル端末等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品 

⑦ 義歯、義肢、眼鏡、コンタクトレンズ、補聴器その他これらに類する

物 

⑧ 動物および植物等の生物 

⑨ 書画、骨董
とう

、彫刻、美術品その他これらに類する物 

⑩ テープ、カード、ディスク、ドラム等のコンピュータ用の記録媒体に

記録されているプログラム、データその他これらに類する物 

⑪ 漁具（釣竿、竿掛け、竿袋、リール、釣具入れ、クーラー、びく、た

も網、救命胴衣およびこれらに類似のつり用に設計された用具） 

⑫ その他保険証券記載の物 

(３)(１)の規定にかかわらず、次に掲げる物は、保険証券に明記されていない

場合は、保険の対象に含まれません。 

① 通貨 

② 貴金属または宝石類で１個または１組の価額が３０万円を超える物 

(４)(２)の規定にかかわらず、乗車券等（注 7）を保険証券に明記した場合は、こ

れを保険の対象として取り扱います。 

（注１）住宅 

敷地を含みます。 

（注２）電子マネー 

決済手段に使用される、通貨の先払い等によって金銭価値がデータ化されたものを

いいます。 

（注３）預金証書または貯金証書 

通帳およびキャッシュカードを含みます。 

（注４）船舶 

ヨット、モーターボート、水上バイク、ボートおよびカヌーを含みます。 

（注５）自動車 

道路運送車両法（昭和２６年法律第１８５号）第２条（定義）第２項に定める自動

車をいい、同条第３項に定める原動機付自転車を含みません。 

（注６）原動機付自転車 

道路運送車両法（昭和２６年法律第１８５号）第２条（定義）第３項に定める原動

機付自転車をいいます。 

（注７）乗車券等 

鉄道・船舶・航空機の乗車船券・航空券、宿泊券、観光券および旅行券をいいます。

ただし、定期券およびプリペイドカードは含みません。 

第５条（保険金の支払額） 

(１)当社が支払うべき保険金の額は、普通保険約款第２６条（保険金の支払額）

(２)および第２８条（包括して契約した場合の保険金の支払額）の規定に

かかわらず、１回の事故につき、次の算式によって算出した額とします。 

損害の額
（損害の額の算出）の
普通保険約款第２３条

 － 免責金額  ＝ 保険金の額  

(２)(１)の規定にかかわらず、当社が支払う保険金の額は、保険期間を通じ、

保険金額をもって限度とします。ただし、保険期間が１年を超える保険契

約においては、保険年度（注）ごとに保険金額をもって限度とします。 

（注）保険年度 

初年度については、始期日から１年間、次年度以降については、それぞれの始期日

応当日から１年間をいいます。 
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第６条（臨時費用対象外） 

当社は、普通保険約款第１条（保険金を支払う場合）(２)の規定にかかわ

らず、臨時費用保険金は支払いません。 

第７条（通貨に関する特則） 

保険証券に明記し、保険の対象に通貨を含む場合、その損害については、

当社は、１回の事故につき５万円を限度として保険金を支払います。 

第８条（乗車券等に関する特則） 

(１)保険証券に明記し、保険の対象に乗車券等（注１）を含む場合においては、

当社が保険金を支払うべき損害の額は、普通保険約款第２３条（損害の額

の算出）の規定にかかわらず、その乗車券等（注１）の経路および等級の範囲

内で、偶然な事故の後に被保険者が支出した費用および普通保険約款第

２７条（損害防止費用および権利保全行使費用）(１)の費用の合計額を損

害の額とします。 

(２)当社が(１)により支払うべき保険金の額は、１回の事故につき５万円を限

度とします。 

(３)(１)の場合において、保険契約者または被保険者は、第１条（保険金を支

払う場合）に規定する損害が発生したことを知ったときは、普通保険約款

第２１条（事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い）に掲げる事

項のほかその運輸機関（注２）または発行者へ届出をしなければなりません。 

(４)保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって(３)の規定

に違反した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引

いて保険金を支払います。 

（注１）乗車券等 

鉄道・船舶・航空機の乗車船券・航空券、宿泊券、観光券および旅行券をいいます。

ただし、定期券およびプリペイドカードは含みません。 

（注２）運輸機関 

宿泊券の場合はその宿泊施設をいいます。 

第９条（普通保険約款の適用除外） 

普通保険約款第８条（通知義務）(１)①から③までの規定は適用しません。 

第１０条（準用規定） 

この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、

この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準

用します。 

(４８)携行品一式契約特約（家族型） 

第１条（保険金を支払う場合） 

(１)当社は、普通保険約款およびこの特約の規定に従い、保険の対象に生じた

すべての偶然な事故による損害に対して、保険金を支払います。 

(２)当社は、普通保険約款第２条（保険金を支払わない場合－その１）⑪の規

定にかかわらず、保険の対象のすり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、ゆが

み、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損であって、保険の対象

ごとに、その保険の対象が有する機能の喪失または低下を伴わない損害で

あっても、火災、落雷、爆発・破裂、盗難（注１）もしくは輸送中の事故に

より生じた場合または給排水設備（注２）に生じた事故に伴う漏水、放水も
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しくは溢
いっ

水（注３）による場合には保険金を支払います。 

（注１）盗難 

強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます。 

（注２）給排水設備 

スプリンクラー設備・装置を含みます。 

（注３）溢
いっ

水 

水が溢
あふ

れることをいいます。 

第２条（被保険者） 

この特約における被保険者は、保険証券の被保険者欄に記載の者および

その者の同居の親族とします。 

第３条（保険金を支払わない場合） 

当社は、普通保険約款第２条（保険金を支払わない場合－その１）およ

び第３条（保険金を支払わない場合－その２）に掲げる損害のほか、次の

いずれかに該当する損害に対しても、保険金を支払いません。 

① 真空管、電球その他これらに類似の管球類または消耗品に単独に生じ

た損害（注１）。ただし、保険の対象の他の部分と同時に損害が生じた場合

を除きます。 

② 楽器について生じた次のいずれかに該当する損害 

ア．弦（注２）の切断または打楽器の打皮の破損。ただし、保険の対象の他

の部分と同時に損害を被った場合を除きます。 

イ．音色または音質の変化 

③ 脱毛による損害 

（注１）真空管、電球その他これらに類似の管球類または消耗品に単独に生じた損害 

フィラメントのみに損害が発生した場合も含みます。 

（注２）弦 

ピアノ線を含みます。 

第４条（保険の対象の範囲） 

(１)保険の対象は、被保険者の居住の用に供される住宅（注１）外において、被

保険者が携行している被保険者所有の身の回り品に限ります。 

(２)(１)の規定にかかわらず、次に掲げる物は、保険の対象に含まれません。 

① 手形、小切手、株券、債券その他の有価証券、印紙、切手、プリペイ

ドカード、電子マネー（注２）その他これらに類する物 

② 預金証書または貯金証書（注３）、クレジットカード、ローンカードその

他これらに類する物 

③ 稿本、設計書、図案、帳簿その他これらに類する物 

④ 船舶（注４）、航空機、自動車（注５）、原動機付自転車（注６）、雪上オートバ

イ、ゴーカートおよびこれらの付属品 

⑤ 自転車、ハンググライダー、パラグライダー、サーフボード、ウィン

ドサーフィン、ボディボード、水上スキー、ラジオコントロール模型そ

の他これらに類する物およびこれらの付属品 

⑥ 携帯電話・ＰＨＳ・ポケットベル・ポータブルナビゲーション等の携

帯式通信機器、ノート型パソコン・ワープロ・タブレット端末・ウェア

ラブル端末等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品 

⑦ 義歯、義肢、眼鏡、コンタクトレンズ、補聴器その他これらに類する

物 

⑧ 動物および植物等の生物 

⑨ 書画、骨董
とう

、彫刻、美術品その他これらに類する物 

⑩ テープ、カード、ディスク、ドラム等のコンピュータ用の記録媒体に

記録されているプログラム、データその他これらに類する物 

⑪ 漁具（釣竿、竿掛け、竿袋、リール、釣具入れ、クーラー、びく、た
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も網、救命胴衣およびこれらに類似のつり用に設計された用具） 

⑫ その他保険証券記載の物 

(３)(１)の規定にかかわらず、次に掲げる物は、保険証券に明記されていない

場合は、保険の対象に含まれません。 

① 通貨 

② 貴金属または宝石類で１個または１組の価額が３０万円を超える物 

(４)(２)の規定にかかわらず、乗車券等（注 7）を保険証券に明記した場合は、こ

れを保険の対象として取り扱います。 

（注１）住宅 

敷地を含みます。 

（注２）電子マネー 

決済手段に使用される、通貨の先払い等によって金銭価値がデータ化されたものを

いいます。 

（注３）預金証書または貯金証書 

通帳およびキャッシュカードを含みます。 

（注４）船舶 

ヨット、モーターボート、水上バイク、ボートおよびカヌーを含みます。 

（注５）自動車 

道路運送車両法（昭和２６年法律第１８５号）第２条（定義）第２項に定める自動

車をいい、同条第３項に定める原動機付自転車を含みません。 

（注６）原動機付自転車 

道路運送車両法（昭和２６年法律第１８５号）第２条（定義）第３項に定める原動

機付自転車をいいます。 

（注７）乗車券等 

鉄道・船舶・航空機の乗車船券・航空券、宿泊券、観光券および旅行券をいいます。

ただし、定期券およびプリペイドカードは含みません。 

第５条（保険金の支払額） 

(１)当社が支払うべき保険金の額は、普通保険約款第２６条（保険金の支払額）

(２)および第２８条（包括して契約した場合の保険金の支払額）の規定に

かかわらず、１回の事故につき、次の算式によって算出した額とします。 

損害の額
（損害の額の算出）の
普通保険約款第２３条

 － 免責金額  ＝ 保険金の額  

(２)(１)の規定にかかわらず、当社が支払う保険金の額は、保険期間を通じ、

保険金額をもって限度とします。ただし、保険期間が１年を超える保険契

約においては、保険年度（注）ごとに保険金額をもって限度とします。 

（注）保険年度 

初年度については、始期日から１年間、次年度以降については、それぞれの始期日

応当日から１年間をいいます。 

第６条（臨時費用対象外） 

当社は、普通保険約款第１条（保険金を支払う場合）(２)の規定にかかわ

らず、臨時費用保険金は支払いません。 

第７条（通貨に関する特則） 

保険証券に明記し、保険の対象に通貨を含む場合、その損害については、

当社は、１回の事故につき５万円を限度として保険金を支払います。 

第８条（乗車券等に関する特則） 

(１)保険証券に明記し、保険の対象に乗車券等（注１）を含む場合においては、

当社が保険金を支払うべき損害の額は、普通保険約款第２３条（損害の額

の算出）の規定にかかわらず、その乗車券等（注１）の経路および等級の範囲
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内で、偶然な事故の後に被保険者が支出した費用および普通保険約款第

２７条（損害防止費用および権利保全行使費用）(１)の費用の合計額を損

害の額とします。 

(２)当社が(１)により支払うべき保険金の額は、１回の事故につき５万円を限

度とします。 

(３)(１)の場合において、保険契約者または被保険者は、第１条（保険金を支

払う場合）に規定する損害が発生したことを知ったときは、普通保険約款

第２１条（事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い）に掲げる事

項のほかその運輸機関（注２）または発行者へ届出をしなければなりません。 

(４)保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって(３)の規定

に違反した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引

いて保険金を支払います。 

（注１）乗車券等 

鉄道・船舶・航空機の乗車船券・航空券、宿泊券、観光券および旅行券をいいます。

ただし、定期券およびプリペイドカードは含みません。 

（注２）運輸機関 

宿泊券の場合はその宿泊施設をいいます。 

第９条（普通保険約款の適用除外） 

普通保険約款第８条（通知義務）(１)①から③までの規定は適用しません。 

第１０条（普通保険約款の読み替え） 

当社は、普通保険約款第１７条（重大事由がある場合の当社による保険

契約の解除）を次のとおり読み替え、この特約に適用します。 

「 

第１７条（重大事由がある場合の当社による保険契約の解除） 

(１)当社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約

者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除すること

ができます。 

① 保険契約者または被保険者が、当社にこの保険契約に基づく保

険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じ

させようとしたこと。 

② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐

欺を行い、または行おうとしたこと。 

③ 保険契約者または保険証券の被保険者欄に記載の者が、次のい

ずれかに該当すること。 

ア．反社会的勢力（注）に該当すると認められること。 

イ．反社会的勢力（注）に対して資金等を提供し、または便宜を供

与する等の関与をしていると認められること。 

ウ．反社会的勢力（注）を不当に利用していると認められること。 

エ．法人である場合において、反社会的勢力（注）がその法人の経

営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると

認められること。 

オ．その他反社会的勢力（注）と社会的に非難されるべき関係を有

していると認められること。 

④ ①から③までに掲げるもののほか、保険契約者または被保険者

が①から③までの事由がある場合と同程度に当社のこれらの者

に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な

事由を生じさせたこと。 

(２)当社は、保険証券の被保険者欄に記載の者以外の被保険者が、(１)

③ア．からオ．までのいずれかに該当する事由がある場合には、保

険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約のその被

保険者に係る部分を解除することができます。 
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(３)(１)または(２)の規定による解除が損害の発生した後になされた

場合であっても、第１８条（保険契約の解約・解除の効力）の規定

にかかわらず、(１)①から④までの事由または(２)の事由が生じた

時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対して

は、当社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険

金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができ

ます。 

(４)保険契約者または被保険者が(１)③ア．からオ．までのいずれかに

該当することにより(１)または(２)の規定による解除がなされた場

合には、(３)の規定は、(１)③ア．からオ．までのいずれにも該当

しない被保険者に生じた損害については適用しません。 

（注）反社会的勢力 

暴力団、暴力団員（暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者を含

みます。）、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいま

す。 

                                  」 

第１１条（準用規定） 

この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、

この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準

用します。 

(４９)国外危険補償追加特約（携行品一式契約用） 

第１条（国外危険の補償） 

当社は、携行品一式契約特約（個人型）第１条（保険金を支払う場合）

または携行品一式契約特約（家族型）第１条（保険金を支払う場合）の規

定にかかわらず、この特約に従い、日本国外において被保険者が携行中の

保険の対象について生じた損害に対しても、保険金を支払います。 

第２条（損害の額の算出） 

(１)被保険者が日本国外において携行中の保険の対象について、保険の対象の

１個、１組または１対について損害の額が１０万円を超える場合は、その

物の損害の額を１０万円とみなします。 

(２)(１)の規定にかかわらず、保険の対象が貴金属または宝石類である場合、

損害の額の合計が５万円を超えるときは、損害の額の合計を５万円とみな

します。 

(３)(１)の規定にかかわらず、保険証券に明記された保険の対象が通貨または

乗車券等（注）である場合、保険の対象の損害の額の合計が５万円を超える

ときは、それらの物の損害の額の合計を５万円とみなします。 

（注）乗車券等 

鉄道・船舶・航空機の乗車船券・航空券、宿泊券、観光券および旅行券をいいます。

ただし、定期券およびプリペイドカードは含みません。 

第３条（準用規定） 

この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、

携行品一式契約特約（個人型）または携行品一式契約特約（家族型）の規

定を準用します。 
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(５０)実損払特約 

第１条（保険金の支払額） 

当社は、この特約に従い、普通保険約款第２６条（保険金の支払額）(２)

および第２８条（包括して契約した場合の保険金の支払額）の規定にかか

わらず、保険金額を限度とし、普通保険約款第２３条（損害の額の算出）

の規定による損害の額を、損害保険金として支払います。 

第２条（準用規定） 

この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、

この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準

用します。 

(５１)協定保険価額特約 

第１条（保険価額） 

当社は、普通保険約款第２２条（保険価額）の規定にかかわらず、この

特約に従い、保険証券記載の保険の対象の価額をもって保険価額とします。 

第２条（準用規定） 

この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、

この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準

用します。 

(５２)金庫内収容中危険のみ補償特約 

第１条（保険金を支払う場合） 

(１)当社は、普通保険約款第１条（保険金を支払う場合）の規定にかかわらず、

保険証券記載の保管場所においては、保険の対象が金庫（注１）内に収容され

ている間に生じた事故による損害に対してのみ、保険金を支払います。 

(２)当社は、(１)の規定にかかわらず、保険証券記載の保管場所の営業時間外

において、その金庫（注１）が施錠されていない場合には、保険の対象につい

て生じた盗難による損害に対しては、保険金を支払いません。 

(３)(２)の営業時間外には、保険証券記載の保管場所が無人となり、人による

継続的な監視がなされない状態（注２）を含みます。 

（注１）金庫 

耐火定置式のものをいい、手提げ金庫など可動式のものを除きます。 

（注２）保険証券記載の保管場所が無人となり、人による継続的な監視がなされない状態 

保険証券記載の保管場所が無人となる理由および日中、夜間の別を問いません。 

第２条（準用規定） 

この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、

この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準

用します。 
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(５３)臨時費用対象外特約 

第１条（保険金を支払わない場合） 

当社は、この特約に従い、普通保険約款第１条（保険金を支払う場合）(２)

の規定にかかわらず、臨時費用保険金は支払いません。 

第２条（準用規定） 

この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、

この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準

用します。 

(５４)騒擾
じょう

危険等対象外特約 

第１条（保険金を支払わない場合） 

当社は、普通保険約款第２条（保険金を支払わない場合－その１）およ

び第３条（保険金を支払わない場合－その２）に掲げる損害のほか、この

特約に従い、騒擾
じょう

およびこれに類似の集団行動（注）によって保険の対象に

生じた損害に対しても、保険金を支払いません。 

（注）これに類似の集団行動 

学園紛争または政治的、社会的活動において多数の者による暴行・脅迫・示威等に

より通常の教育・研究活動または市民生活が妨げられるような場合をいいます。 

第２条（準用規定） 

この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、

この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準

用します。 

(５５)新価保険特約 

「用語の説明」 
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」

による場合のほか、次のとおりとします。 

用語 説明 

減価割合 
再調達価額から時価額を差し引いた額の再調達価

額に対する割合をいいます。 

復旧 
保険の対象と同一用途のものを、修理または再取得

することをいいます。 

時価額 

再調達価額から使用による消耗、経過年数等に応じ

た減価額（注）を差し引いた額をいいます。 

（注）減価額 

保険の対象が現に使用されている場合であって、十分

な維持・保守管理が行われているときは、その保険の対

象の再調達価額の５０％に相当する額を限度とします。

ただし、保険の対象が現に使用されていない場合または

十分な維持・保守管理が行われていない場合は、その保

険の対象の再調達価額の９０％に相当する額を限度と

します。 
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時価支払額 
この特約がないものとして算出した損害保険金の

額をいいます。 

時価損害額 
この特約がないものとして算出した損害の額をい

います。 

第１条（この特約が適用される範囲） 

この特約は、保険証券に記載された保険の対象のうち、設備、装置、機

械、器具、工具、什
じゅう

器、備品または家財であって、その減価割合が５０％

以下である物に適用されます。 

第２条（損害の額の算出） 

この特約により当社が普通保険約款第１条（保険金を支払う場合）(１)

の損害保険金として支払うべき損害の額は、普通保険約款第２２条（保険

価額）の規定にかかわらず、その損害が生じた地および時における損害の

生じたこの特約の保険の対象の再調達価額によって定めます。この場合に

おいて、損害が生じた保険の対象を修理することができるときには、その

損害が生じた地および時におけるその保険の対象の再調達価額を限度とし、

次の算式（注）によって算出した額とします。 

修理費  － 
額がある場合は、その価
存物修理に伴って生じた残

 ＝ 損害の額  

（注）次の算式 

算式の修理費とは、損害が生じた地および時において、損害が生じた保険の対象を

損害発生直前の状態に復旧するために必要な修理費をいいます。この場合、保険の対

象の復旧に際して、当社が、部分品の補修が可能であり、かつ、その部分品の交換に

よる修理費が補修による修理費を超えると認めたときは、その部分品の修理費は補修

による修理費とします。 

第３条（復旧義務） 

被保険者は、復旧の期間（注）内に、その保険の対象を復旧しなければなり

ません。ただし、法令による規制その他やむを得ない事情がある場合には、

あらかじめ当社の承認を得て、復旧の期間（注）または復旧される物の用途を

変更することができます。 

（注）復旧の期間 

この特約の保険の対象に損害が生じた日から２年の期間をいいます。 

第４条（復旧の通知） 

(１)保険契約者または被保険者は、第３条（復旧義務）の復旧をした場合は、

遅滞なく書面をもってその旨を当社に通知しなければなりません。 

(２)被保険者は、復旧する意思がない場合または第３条（復旧義務）の復旧を

する意思がない場合は、書面をもってその旨を当社に通知しなければなり

ません。 

(３)被保険者の要求がある場合は、当社は、(１)の規定にかかわらず、時価支

払額を限度に保険金の内払をすることがあります。 

第５条（損害保険金の限度） 

当社が支払うべき普通保険約款第１条（保険金を支払う場合）(１)の損害

保険金の額は、損害を受けたこの特約の保険の対象を復旧するために実際

に要した額を超えないものとします。 
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第６条（保険金の支払時期） 

(１)当社は、第４条（復旧の通知）(１)の通知があった場合は、普通保険約款

第３１条（保険金の支払）(１)および(２)において、「請求完了日（注１）」と

あるのを「請求完了日（注１）または新価保険特約第４条（復旧の通知）(１)

の通知日のいずれか遅い日」と読み替えて適用します。 

(２)当社は、第４条（復旧の通知）(２)の通知があった場合は、普通保険約款

第３１条（保険金の支払）(１)および(２)において、「請求完了日（注１）」と

あるのを「請求完了日（注１）または新価保険特約第４条（復旧の通知）(２)

の通知日のいずれか遅い日」と読み替えて適用します。 

第７条（この特約を付帯しない他の保険契約等がある場
合の損害保険金の支払額） 

この特約の保険の対象について、この特約と同種の特約を付帯しない他

の保険契約等がある場合においては、当社は、次に掲げる規定に従い、損

害保険金を支払います。 

① 他の保険契約等によって支払われるべき損害保険金の額が、時価損害

額に不足する額を限度として、損害保険金を内払します。 

② 第４条（復旧の通知）(１)の復旧の通知を受けた後においては、他の保

険契約等がないものとして算出した損害保険金の支払額から①の内払の

額を差し引いた残額を支払います。 

③ ②の残額は、第２条（損害の額の算出）の損害の額または第５条（損

害保険金の限度）の損害保険金の限度額のいずれか低い額と時価損害額

との差額を限度とします。 

第８条（復旧を行わなかった場合等における損害保険金の支払額） 

(１)当社は、次のいずれかに該当する場合においては、時価支払額によって損

害保険金を支払います。 

① 復旧をするために実際に要した額が時価支払額より低い場合 

② 再調達価額により算出した損害保険金の額が時価支払額より低い場合 

③ 第３条（復旧義務）に定める復旧を行わなかった場合または復旧の意

思のないことを書面をもって当社に申し出た場合 

(２)(１)の場合において、この特約の保険の対象について、この特約と同種の

特約を付帯しない他の保険契約等がある場合においては、当社は、第７条

（この特約を付帯しない他の保険契約等がある場合の損害保険金の支払

額）①の規定を準用して、損害保険金を支払います。 

第９条（普通保険約款等の読み替え） 

普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定中「保険の対象の

価額」または「保険価額」とあるのを「保険の対象の再調達価額」と読み

替えるものとします。 

第１０条（準用規定） 

この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、

この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準

用します。 
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(５６)損害賠償請求権不行使特約 

第１条（請求権の放棄） 

当社は、普通保険約款第３２条（代位）の規定にかかわらず、この特約

に従い、保険証券記載のとおりの責めによって生じた損害について、これ

らの者に対する損害賠償請求権を取得した場合には、その権利を行使しま

せん。ただし、保険証券記載のとおりに故意または重大な過失があった場

合を除きます。 

第２条（準用規定） 

この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、

この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準

用します。 

(５７)（   ）危険対象外特約 

第１条（保険金を支払わない場合） 

当社は、普通保険約款第２条（保険金を支払わない場合－その１）およ

び第３条（保険金を支払わない場合－その２）に掲げる損害のほか、この

特約に従い、保険証券記載のとおりによって生じた損害に対しても、保険

金を支払いません。 

第２条（準用規定） 

この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、

この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準

用します。 

(５８)（   ）危険のみ補償特約 

第１条（保険金を支払う場合） 

当社は、普通保険約款第１条（保険金を支払う場合）の規定にかかわら

ず、保険証券記載のとおりによって生じた損害に対してのみ、保険金を

支払います。 

第２条（準用規定） 

この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、

この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準

用します。 

(５９)国外危険補償特約（一時持出用） 

第１条（保険金を支払う場合） 

当社は、国内のみ補償特約第１条（保険金を支払う場合）およびこの保

険契約の普通保険約款に付帯される他の特約の規定にかかわらず、この特
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約に従い、日本国外において生じた損害に対しても、保険金を支払います。 

第２条（準用規定） 

この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、

この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準

用します。 

(６０)重複危険対象外特約 

第１条（保険金を支払わない場合） 

当社は、普通保険約款第２条（保険金を支払わない場合－その１）およ

び第３条（保険金を支払わない場合－その２）に掲げる損害のほか、この

特約に従い、次に掲げる保険契約等（注）の保険期間中、その保険契約等（注）

により補償される危険によって生じた損害に対しては、損害発生時にその

保険契約等（注）が有効であると否とにかかわらず、保険金を支払いません。 

保険の対象 
保険契約等（注）の明細 

保険会社名 保険種目 証券番号 保険期間 

保険証券記載のとおり 

（注）保険契約等 

共済契約を含みます。 

第２条（準用規定） 

この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、

この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準

用します。 

(６１)運送中の盗難・不着危険対象外特約 

第１条（保険金を支払わない場合） 

当社は、普通保険約款第２条（保険金を支払わない場合－その１）およ

び第３条（保険金を支払わない場合－その２）の規定ならびに普通保険約

款に付帯される他の特約に掲げる損害のほか、この特約に従い、保険の対

象が運送（注）されている間に生じた盗難または不着によって生じた損害に対

しても、保険金を支払いません。 

（注）運送 

運送途上における積替えのための一時保管を含みます。 

第２条（準用規定） 

この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、

この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準

用します。 

(６２)支払限度額特約 

第１条（保険金の支払額） 

(１)当社は、普通保険約款第２６条（保険金の支払額）(１)の規定にかかわら
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ず、１回の事故につき、保険証券記載の支払限度額を限度として損害保険

金を支払います。ただし、当社の保険期間中を通じての損害保険金の総計

は、保険証券記載の支払限度額を超えないものとします。 

(２)この保険契約において、縮小支払特約または免責金額特約が付帯されてい

る場合には、それらの特約の規定を適用した後、(１)の規定を適用します。 

第２条（準用規定） 

この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、

この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準

用します。 

(６３)責任始期終期特約 

第１条（保険責任の範囲） 

当社の保険責任は普通保険約款第４条（保険責任の始期および終期）お

よび第６条（保険責任のおよぶ地域）の規定にかかわらず、保険の対象が

保険証券記載のとおりの建物（保険証券記載のとおり番地）に搬入された

（より搬出された）時に始まり、保険証券記載の保管場所、運送区間を経

て、保険証券記載のとおりの建物（保険証券記載のとおり番地）より搬出

された（に搬入された）時に終わります。ただし、いかなる場合にも保険

証券記載の保険期間を超えて生じた損害に対しては、保険金を支払いません。 

第２条（準用規定） 

この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、

この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準

用します。 

(６４)無事故戻し特約 

第１条（保険料の返還） 

当社は、保険期間内に保険の対象につき保険金を支払うべき損害が生じ

なかった場合または損害が生じても保険契約者または被保険者が保険金の

請求を行わなかった場合は、保険期間終了後、保険料（注１）に保険証券に記

載した無事故戻しの割合を乗じて得た額を返還します。ただし、保険期間

の中途において、この保険契約について普通保険約款第１５条（保険契約

者による保険契約の解約）に規定する解約（注２）、第１６条（当社による保

険契約の解除）に規定する解除または第１７条（重大事由がある場合の当

社による保険契約の解除）に規定する解除がなされた場合を除きます。 

（注１）保険料 

追加保険料または返還保険料を加減算した確定保険料をいいます。 

（注２）普通保険約款第１５条（保険契約者による保険契約の解約）に規定する解約 

次の場合を含みません。 

① 保険金額を減額する場合 

② 各別に保険金額を定めた保険の対象が２以上ある場合において、その一部を解

約するとき。 

③ 別に保険料を定めた特約が付帯されている場合において、その特約のみを解約

するとき。 
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第２条（準用規定） 

この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、

この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準

用します。 

(６５)優良戻し特約 

第１条（保険料の返還） 

(１)当社は、この特約が付帯される保険契約につき、保険期間終了後、保険期

間中の損害率が良好な場合には次表に定める金額を優良戻しとして返還

します。ただし、保険期間の中途において、この保険契約について普通保

険約款第１５条（保険契約者による保険契約の解約）に規定する解約（注１）、

第１６条（当社による保険契約の解除）に規定する解除または第１７条（重

大事由がある場合の当社による保険契約の解除）に規定する解除がなされ

た場合を除きます。 

損 害 率 返還する保険料の額 

 

       ～ ５．０％未満 

 ５．０％以上～ ７．５％未満 

 ７．５％以上～１０．０％未満 

１０．０％以上～１２．５％未満 

１２．５％以上～１５．０％未満 

１５．０％以上～１７．５％未満 

この保険契約の保険料（注２）の 

１５．０％ 

１２．５％ 

１０．０％ 

 ７．５％ 

 ５．０％ 

 ２．５％ 

(２)(１)の損害率は、次の算式によって算出するものとします。 

損害率  ＝ 
（注２）

（注３）

この保険契約の保険料

険金この保険契約の支払保
 

（注１）普通保険約款第１５条（保険契約者による保険契約の解約）に規定する解約 

次の場合を含みません。 

① 保険金額を減額する場合 

② 各別に保険金額を定めた保険の対象が２以上ある場合において、その一部を解

約するとき。 

③ 別に保険料を定めた特約が付帯されている場合において、その特約のみを解約

するとき。 

（注２）保険料 

追加保険料または返還保険料を加減算した確定保険料をいいます。 

（注３）支払保険金 

臨時費用保険金、残存物取片づけ費用保険金および損害防止費用を含み、権利保全

行使費用を除きます。また、未払保険金を含みます。 

第２条（返還保険料の調整） 

優良戻しを行った後、新たに保険金が支払われた等の事由により損害率

に変更が生じた場合には、返還保険料の調整を行います。 

第３条（準用規定） 

この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、

この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準

用します。 
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(６６)オールリスク修理付帯費用保険金補償特約 

第１条（保険金を支払う場合） 

当社は、修理付帯費用保険金補償特約第１条（保険金を支払う場合）の

規定に掲げる事故のほか、この特約に従い、普通保険約款およびこれに付

帯される他の特約により保険金を支払うべき事故による損害によって発生

した修理付帯費用に対して、修理付帯費用保険金を支払います。 

第２条（準用規定） 

この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、

修理付帯費用保険金補償特約の規定を準用します。 

(６７)営業時間外金庫内収容中のみ補償特約 

第１条（営業時間外金庫内収容中のみ補償） 

(１)当社は、普通保険約款第１条（保険金を支払う場合）(１)の規定にかかわ

らず、保険証券記載の保管場所の営業時間外に生じた盗難（注１）による損害

に対しては、保険の対象が施錠された金庫（注２）に収容されていた場合に限

り、保険金を支払います。 

(２)(１)の営業時間外には、保険証券記載の保管場所が無人となり、人による

継続的な監視がなされない状態（注３）を含みます。 

（注１）盗難 

強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます。 

（注２）金庫 

耐火定置式のものをいい、手提げ金庫等可動式のものを除きます。 

（注３）保険証券記載の保管場所が無人となり、人による継続的な監視がなされない状態 

保険証券記載の保管場所が無人となる理由および日中、夜間の別を問いません。 

第２条（準用規定） 

この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、

この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準

用します。 

(６８)１点支払限度額特約 

第１条（保険金の支払額） 

(１)当社は、普通保険約款第２６条（保険金の支払額）(１)の規定にかかわら

ず、個々の保険の対象１点（注）につき、保険証券記載の支払限度額を限度

として損害保険金を支払います。 

(２)この保険契約において、縮小支払特約または免責金額特約が付帯されてい

る場合には、それらの特約の規定を適用した後、(１)の規定を適用します。 

（注）個々の保険の対象１点 

付属品を有する物は、それを含んで１点とみなします。 

第２条（準用規定） 

この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、

この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を
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準用します。 

(６９)残存物取片づけ費用保険金対象外特約 

第１条（保険金を支払わない場合） 

当社は、普通保険約款第１条（保険金を支払う場合）(３)ならびに第２６

条（保険金の支払額）(４)および(５)の規定にかかわらず、残存物取片づけ

費用保険金を支払いません。 

第２条（準用規定） 

この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、

この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を

準用します。 

(７０)宝石・貴金属特約（Ｂ） 

第１条（保険金を支払う場合） 

当社は、宝石・貴金属特約（Ａ）第２条（営業時間外金庫内収容中のみ

補償）および第３条（運送中・巡回販売中の損害）(１)の規定にかかわらず、

保険証券記載の保管場所の営業時間外または一時保管中において金庫外で

保管中の保険の対象について生じた盗難による損害に対して損害保険金を

支払います。ただし、保険の対象が車両に搭載されている間に生じた事故

による損害に対しては、保険金を支払いません。 

第２条（保険金を支払わない場合） 

第１条（保険金を支払う場合）にかかわらず、保険価額が１点につき

３０万円以上の保険の対象に生じた損害に対しては保険金を支払いません。 

第３条（保険金の支払額） 

第１条（保険金を支払う場合）により、当社が支払う保険金の額は、普

通保険約款の規定によって算出した損害保険金の額（注）に５０％を乗じて得

た額とします。ただし、１回の事故につき保険金額の２０％を乗じて得た

額または２，０００万円のいずれか低い額を限度とします。 

（注）損害保険金の額 

免責金額特約が付帯されている場合には、免責金額を差し引いた残額とします。 

第４条（準用規定） 

この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、

宝石・貴金属特約（Ａ）の規定を準用します。 

(７１)宝石・貴金属特約（Ｃ） 

第１条（保険金を支払う場合） 

当社は、宝石・貴金属特約（Ａ）第２条（営業時間外金庫内収容中のみ

補償）および第３条（運送中・巡回販売中の損害）(１)の規定にかかわらず、
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保険証券記載の保管場所の営業時間外または一時保管中において金庫外で

保管中の保険の対象について生じた盗難による損害に対して損害保険金を

支払います。ただし、保険の対象が車両に搭載されている間に生じた事故

による損害に対しては、保険金を支払いません。 

第２条（準用規定） 

この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、

宝石・貴金属特約（Ａ）の規定を準用します。 

(７２)火災、落雷、破裂・爆発、盗難危険のみ補償特約 

第１条（保険金を支払う場合） 

当社は、普通保険約款第１条（保険金を支払う場合）の規定にかかわら

ず、次のいずれかに掲げる事由によって保険の対象に生じた損害に対して

のみ、保険金を支払います。 

① 火災 

② 落雷 

③ 破裂・爆発 

④ 盗難（注）によって保険の対象について生じた盗取、破損または汚損 

（注）盗難 

強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます。 

第２条（準用規定） 

この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、

この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準

用します。 

(７３)施錠中危険のみ補償特約 

第１条（保険金を支払わない場合） 

当社は、保険証券記載の保険の対象の保管場所の窓および扉等の開口部

のすべてが施錠されていない間に生じた盗難（注）による損害に対しては保険

金を支払いません。 

（注）盗難 

強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます。 

第２条（準用規定） 

この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、

この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準

用します。 

(７４)営業時間外危険のみ補償特約 

第１条（営業時間外のみ補償） 

(１)当社は、この特約に従い、営業時間外に生じた事故による損害についての

み保険金を支払います。 
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(２)(１)の営業時間外には、保険証券記載の保管場所が無人となり、人による

継続的な監視がなされない状態（注）を含みます。 

（注）保険証券記載の保管場所が無人となり、人による継続的な監視がなされない状態 

保険証券記載の保管場所が無人となる理由および日中、夜間の別を問いません。 

第２条（準用規定） 

この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、

この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準

用します。 

(７５)免責金額（盗難用）特約 

第１条（保険金の支払額） 

当社は、免責金額特約にかかわらず、盗難（注）による損害に対しては、１

個の保険金額が付せられている保険の対象ごとに１回の事故によって生じ

た損害の額が保険証券記載の免責金額を超える場合に限り、その超過額に

対して保険金を支払います。 

（注）盗難 

強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます。 

第２条（準用規定） 

この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、

この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準

用します。 

(７６)地中・水中・空中危険補償特約 

第１条（保険金を支払う場合） 

当社は、地中・水中・空中危険対象外特約第１条（保険金を支払わない

場合）の規定にかかわらず、この特約に従い、保険の対象が地中もしくは

水中にある間または空中に浮遊している間に生じた損害に対して、保険金

を支払います。 

第２条（準用規定） 

この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、

地中・水中・空中危険対象外特約の規定を準用します。 

(７７)万引き等危険補償特約 

第１条（保険金を支払う場合） 

当社は、万引き・品不足危険対象外特約第１条（保険金を支払わない場

合）①の規定にかかわらず、万引きまたはその他保険証券記載の保管場所

に不法に侵入しなかった者によりなされた盗取による損害に対して、保険

金を支払います。 
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第２条（保険金を支払わない場合） 

当社は、第１条（保険金を支払う場合）の規定にかかわらず、次のいず

れかに該当する損害に対しては保険金を支払いません。 

① 検品または棚卸しの際に発見された数量の不足による損害。ただし、

不法に侵入した第三者の盗取による損害を除きます。 

② 保険の対象の受渡しの過誤等、事務的・会計的な間違いによる損害 

第３条（準用規定） 

この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、

万引き・品不足危険対象外特約の規定を準用します。 

(７８)装飾品の単独損害対象外特約 

第１条（保険金を支払わない場合） 

当社は、普通保険約款第２条（保険金を支払わない場合－その１）およ

び第３条（保険金を支払わない場合－その２）に掲げる損害のほか、この

特約に従い、装飾品に単独に生じた損害に対しても、保険金を支払いません。 

第２条（準用規定） 

この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、

この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準

用します。 

(７９)ガラス部分等単独損害対象外特約 

第１条（保険金を支払わない場合） 

当社は、普通保険約款第２条（保険金を支払わない場合－その１）およ

び第３条（保険金を支払わない場合－その２）に掲げる損害のほか、この

特約に従い、ガラス部分・プラスチック部分・アクリル部分等に単独に生

じた損害に対しても、保険金を支払いません。 

第２条（準用規定） 

この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、

この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準

用します。 

(８０)車止装置・侵入防止棒等単独損害対象外特約 

第１条（保険金を支払わない場合） 

当社は、普通保険約款第２条（保険金を支払わない場合－その１）およ

び第３条（保険金を支払わない場合－その２）に掲げる損害のほか、この

特約に従い、駐車場等機械設備のうち、車止装置（ロック板）部分・侵入

防止棒（アーム）部分・アーム用ポール部分等に単独に生じた損害に対し

ても、保険金を支払いません。 

092



S6342_特約_2.docx 60 
 

第２条（準用規定） 

この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、

この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準

用します。 

(８１)水災危険補償特約 

第１条（保険金を支払う場合） 

当社は、普通保険約款第３条（保険金を支払わない場合－その２）⑥の

規定にかかわらず、この特約に従い、台風、暴風雨、豪雨等による洪水・

融雪洪水・高潮・土砂崩れ（注）・落石等の水災によって生じた損害またはこ

れらに随伴して生じた損害に対して、保険金を支払います。 

（注）土砂崩れ 

崖崩れ、地滑り、土石流または山崩れをいい、落石を除きます。 

第２条（準用規定） 

この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、

この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準

用します。 

(８２)風災危険対象外特約 

第１条（保険金を支払わない場合） 

当社は、普通保険約款第２条（保険金を支払わない場合－その１）およ

び第３条（保険金を支払わない場合－その２）に掲げる損害のほか、この

特約に従い、風災（注）によって生じた損害またはこれらに随伴して保険の対

象に生じた損害に対しても、保険金を支払いません。 

（注）風災 

台風、旋風、竜巻、暴風等をいい、洪水、高潮等を除きます。 

第２条（準用規定） 

この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、

この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準

用します。 

(８３)地震危険補償特約 

「用語の説明」 
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」

による場合のほか、次のとおりとします。 
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用語 説明 

残存物取片づけ費用 

損害を受けた保険の対象の残存物の取片づけに必

要な費用（注）が発生した場合に、その費用のうち当

社の承認を得て支出した必要かつ有益な費用をい

います。 

（注）残存物の取片づけに必要な費用 

取りこわし費用、取片づけ清掃費用および搬出費用を

いいます。ただし、保険の対象以外のものを取片づける

ための費用は含みません。 

保険金 
損害保険金および残存物取片づけ費用保険金をい

います。 

第１条（保険金を支払う場合） 

(１)当社は、普通保険約款第３条（保険金を支払わない場合－その２）⑤の規

定にかかわらず、次のいずれかに該当する事故によって保険の対象に生じ

た損害に対して、この特約に従い、損害保険金を支払います。 

① 地震または噴火による火災 

② 地震または噴火によって生じた損壊、埋没等 

③ 地震または噴火による破裂・爆発 

④ 地震または噴火による津波、洪水その他の水災 

(２)当社は、(１)の損害保険金が支払われる場合において、それぞれの事故に

よって生ずる残存物取片づけ費用に対して、この特約に従い、残存物取片

づけ費用保険金を支払います。 

第２条（保険金を支払わない場合） 

第１条（保険金を支払う場合）の規定にかかわらず、次の①または②に

該当する損害については、保険金を支払いません。 

① すり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他

外観上の損傷または汚損であって、保険の対象ごとに、その保険の対象

が有する機能の喪失または低下を伴わない損害 

② 噴火の降灰による汚損等の損害 

第３条（普通保険約款に掲げる費用保険金等との関係） 

(１)当社は、この特約においては、普通保険約款第１条（保険金を支払う場合）

(２)および修理付帯費用保険金補償特約第１条（保険金を支払う場合）の

規定にかかわらず臨時費用保険金および修理付帯費用保険金は支払いま

せん。 

(２)当社は、この特約においては、普通保険約款第２７条（損害防止費用およ

び権利保全行使費用）に定める損害防止費用の負担に関する規定は、これ

を適用しません。 

第４条（通知義務） 

(１)保険契約締結の後、この特約の保険の対象を他の場所に移転する場合には、

保険契約者または被保険者は、あらかじめその旨を当社に申し出て、承認

を請求しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、

当社に申し出る必要はありません。 

(２)(１)の事実（注）がある場合には、当社は、その事実（注）について変更届出書

を受領したと否とを問わず、保険契約者に対する書面による通知をもって、

この特約を解除することができます。 

(３)(２)の規定は、当社が、(２)の規定による解除の原因があることを知った

時から１か月を経過した場合または(１)の事実（注）が生じた時から５年を

経過した場合には適用しません。 
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(４)(１)に規定する手続を怠った場合には、当社は、(１)の事実（注）が発生した

時または保険契約者もしくは被保険者がその発生を知った時から当社が

変更届出書を受領するまでの間に生じた第１条（保険金を支払う場合）に

掲げる事故による損害に対しては、保険金を支払いません。 

(５)(４)の規定は、(１)の事実（注）に基づかずに発生した事故による損害につい

ては適用しません。 

（注）事実 

この特約の保険の対象を他の場所に移転することをいいます。 

第５条（保険料の返還－解除の場合） 

(１)第４条（通知義務）(２)の規定により、当社がこの特約を解除した場合に

は、当社は、次の算式により算出した額を返還します。ただし、この保険

契約に付帯される他の特約の規定により保険契約者が保険料を分割して

払い込む場合等において、当社が別に定める方法により保険料を返還また

は請求することがあります。 

保険料
既に払い込まれた

 × 
３６５

未経過日数
 

(２)この保険契約に長期保険料一括払特約が付帯される場合において、第４条

（通知義務）(２)の規定により、当社がこの特約を解除したときは、(１)

の規定にかかわらず、当社は、次の算式により算出した額を返還します。 

基づき計算した保険料
日のこの特約の条件に
この特約が解除された

 × 
保険未経過係数
る当社の定める長期
未経過期間に対応す

 

第６条（保険金の支払） 

(１)当社が第１条（保険金を支払う場合）の保険金を支払う場合において、普

通保険約款第３１条（保険金の支払）(１)①から⑤までの事項の確認をす

るため、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）に基づき設置され

た中央防災会議の専門調査会によって被害想定が報告された首都直下地

震、東海地震、東南海・南海地震またはこれらと同規模以上の損害が発生

するものと見込まれる地震等による災害の被災地域における調査が不可

欠なときには、同条(１)の規定にかかわらず、当社は、請求完了日（注１）か

らその日を含めて３６５日を経過する日までに、保険金を支払います。こ

の場合において、当社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき

時期を被保険者に対して通知するものとします。 

(２)(１)に規定する調査を開始した後、(１)に規定する期間中に保険金を支払

う見込みがないことが明らかになった場合には、当社は、(１)に規定する

期間内に被保険者との協議による合意に基づきその期間を延長すること

ができます。 

(３)(１)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当

な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合（注２）には、こ

れにより確認が遅延した期間については、(１)または(２)の期間に算入し

ないものとします。 

（注１）請求完了日 

被保険者が普通保険約款第３０条（保険金の請求）(３)の規定による手続を完了し

た日をいいます。 

（注２）これに応じなかった場合 

必要な協力を行わなかった場合を含みます。 

第７条（準用規定） 

この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、
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この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準

用します。 

(８４)地震危険支払限度額特約 

「用語の説明」 
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」

による場合のほか、次のとおりとします。 

用語 説明 

保険金 

地震危険補償特約第１条（保険金を支払う場合）の

損害保険金および残存物取片づけ費用保険金をい

います。 

残存物取片づけ費用 

損害を受けた保険の対象の残存物の取片づけに必

要な費用（注）が発生した場合に、その費用のうち当

社の承認を得て支出した必要かつ有益な費用をい

います。 

（注）残存物の取片づけに必要な費用 

取りこわし費用、取片づけ清掃費用および搬出費用

をいいます。ただし、保険の対象以外のものを取片づ

けるための費用は含みません。 

１回の事故 

７２時間以内に生じた２以上の地震もしくは噴火

またはこれらによる津波、洪水その他の水災は、こ

れらを一括して、１回の事故とみなします。ただし、

被災地域が全く重複しない場合を除きます。 

地震支払限度額 

保険証券記載の地震支払限度額をいいます。なお、

保険期間通算の地震支払限度額を定めた場合にお

いて、当社が地震危険補償特約第１条（保険金を支

払う場合）の保険金を支払ったときは、地震支払限

度額から既に支払った保険金の額を差し引いた残

額を損害が生じた時以後の保険期間に対する地震

支払限度額とします。 

第１条（保険金の支払額） 

(１)当社は、普通保険約款ならびにこれに付帯される特約の規定により算出さ

れた損害の額および残存物取片づけ費用の合計額から、１回の事故につき、

保険証券記載の地震免責金額を差し引いた残額を地震危険補償特約第１

条（保険金を支払う場合）(１)の損害保険金または同条(２)の残存物取片

づけ費用保険金として支払います。ただし、当社が支払うべき保険金の合

計額が地震支払限度額を超えた場合には、これらの保険金の合計額はその

地震支払限度額を限度とします。 

(２)この特約においては、残存物取片づけ費用保険金の限度額に関する規定は、

これを適用しません。 

第２条（保険料の返還に関する特則） 

(１)この特約に保険期間通算の地震支払限度額を定めた場合において、この保

険契約が失効したときまたはこの特約が解約もしくは解除（注）となるとき

に、既経過期間中に地震危険補償特約第１条（保険金を支払う場合）の保

険金を支払うべき損害が発生していたときには、この特約の保険料の返還

に関する規定は、次の①または②のとおりとします。ただし、この特約が

付帯される保険契約に付帯される他の特約の規定により保険契約者が保

険料を分割して払い込む場合において、当社が別に定める方法により保険
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料を返還または請求することがあります。 

① この保険契約が失効した場合 

次の算式によって算出した額をこの特約の返還保険料の額とします。 

よる返還保険料の額
求）(２)②の規定に
たは追加保険料の請
条（保険料の返還ま
普通保険約款第１９

 × 

































地震支払限度額
保険期間通算の

険金の合計額
払うべき保保険金として当社が支
害に対する場合）の事故による損
金を支払う補償特約第１条（保険
た地震危険既経過期間中に発生し

１－  

＝ の額この特約の返還保険料  

② この特約が解約もしくは解除（注）となる場合 

次の算式によって算出した額をこの特約の返還保険料の額とします。 

保険料の額
還(１)の規定による返

の返還－解除の場合）
特約第５条（保険料
または地震危険補償
条(３)①もしくは②
普通保険約款第１９

 × 

































地震支払限度額
保険期間通算の

険金の合計額
払うべき保保険金として当社が支
害に対する場合）の事故による損
金を支払う補償特約第１条（保険
た地震危険既経過期間中に発生し

１－  

＝ の額この特約の返還保険料  

(２)(１)の場合において、この保険契約に長期保険料一括払特約が付帯される

ときは、当社は、(１)①の算式中、「普通保険約款第１９条（保険料の返還

または追加保険料の請求）(２)②の規定による返還保険料の額」とあるの

を、「長期保険料一括払特約第２条（保険料の返還または追加保険料の請

求）(２)②の規定による返還保険料の額」と読み替え、(１)②の算式中、「普

通保険約款第１９条(３)①もしくは②または地震危険補償特約第５条（保

険料の返還－解除の場合）(１)の規定による返還保険料の額」とあるのを、

「長期保険料一括払特約第２条(３)①もしくは②または地震危険補償特約

第５条（保険料の返還－解除の場合）(２)の規定による返還保険料の額」

と読み替え、これを適用します。 

（注）解約もしくは解除 

この保険契約が解約または解除となる場合を含みます。 

第３条（保険金支払後の保険契約） 

(１)第１条（保険金の支払額）の規定によって算出された当社が支払うべき保

険金の合計額が、それぞれ１回の事故につき、保険金額（注）に相当する額

を超えた場合は、保険契約は、これらの保険金支払の原因となった損害の

発生した時に終了します。 

(２)この特約に保険期間通算の地震支払限度額を定めた場合において、この特

約の保険期間中の当社が支払うべき保険金の合計額がその地震支払限度

額を超えたときは、この特約は、その地震支払限度額を超える原因となっ

た損害が発生した時に終了します。 

(３)(１)の規定により保険契約が終了した場合または(２)の規定によりこの特

約が終了した場合には、当社はこの特約の保険料を返還しません。 

（注）保険金額 

保険金額が保険価額を超える場合は、保険価額とします。 
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第４条（準用規定） 

この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、

地震危険補償特約の規定を準用します。 

(８５)地震危険縮小支払特約 

「用語の説明」 
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」

による場合のほか、次のとおりとします。 

用語 説明 

保険金 

地震危険補償特約第１条（保険金を支払う場合）の

損害保険金および残存物取片づけ費用保険金をい

います。 

残存物取片づけ費用 

損害を受けた保険の対象の残存物の取片づけに必

要な費用（注）が発生した場合に、その費用のうち当

社の承認を得て支出した必要かつ有益な費用をい

います。 

（注）残存物の取片づけに必要な費用 

取りこわし費用、取片づけ清掃費用および搬出費用

をいいます。ただし、保険の対象以外のものを取片づ

けるための費用は含みません。 

１回の事故 

７２時間以内に生じた２以上の地震もしくは噴火

またはこれらによる津波、洪水その他の水災は、こ

れらを一括して、１回の事故とみなします。ただし、

被災地域が全く重複しない場合を除きます。 

第１条（保険金の支払額） 

(１)当社が地震危険補償特約第１条（保険金を支払う場合）(１)の損害保険金

として支払うべき損害の額は、１回の事故につき、損害の額から、保険証

券記載の地震免責金額を差し引いた残額とします。 

(２)当社が地震危険補償特約第１条（保険金を支払う場合）により支払うべき

保険金の額は、(１)の規定、普通保険約款第２３条（損害の額の算出）、第

２５条（推定全損）、第２６条（保険金の支払額）、第２８条（包括して契

約した場合の保険金の支払額）、第２９条（他の保険契約等がある場合の

支払保険金）の規定およびこの保険契約に付帯される他の特約の規定に

よって算出した損害保険金および残存物取片づけ費用保険金の合計額に、

保険証券記載の地震縮小支払割合を乗じて得た額とします。 

第２条（保険金支払後の保険契約） 

(１)第１条（保険金の支払額）の規定によって算出された損害保険金の額を、

保険証券記載の地震縮小支払割合で除した額が、それぞれ１回の事故につ

き、保険金額（注）に相当する額を超えた場合は、保険契約は、その保険金

支払の原因となった損害の発生した時に終了します。 

(２)(１)の規定により保険契約が終了した場合には、当社はこの特約の保険料

を返還しません。 

（注）保険金額 

保険金額が保険価額を超える場合は、保険価額とします。 

第３条（準用規定） 

この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、
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地震危険補償特約の規定を準用します。 

(８６)縮小支払特約 

第１条（保険金の支払額－その１） 

当社が支払うべき保険金の額は、普通保険約款の規定およびこの保険契

約に付帯される他の特約の規定によって算出した損害保険金の額に、保険

証券記載の縮小支払割合を乗じて得た額とします。 

第２条（保険金の支払額－その２） 

この保険契約において、免責金額特約が付帯されている場合に当社が支

払うべき損害保険金の額は、次のとおり算出するものとします。 







損害の額 － 








額の額
による免責金
免責金額特約

 × 
払割合
載の縮小支
保険証券記

 ＝ の額
損害保険金

 

第３条（準用規定） 

この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、

この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準

用します。 

(８７)免責金額特約 

第１条（保険金の支払額） 

当社は、全損（注）および火災、落雷または破裂・爆発による損害の場合を

除き、１個の保険金額が付せられている保険の対象ごとに１回の事故に

よって生じた損害の額が保険証券記載の免責金額を超える場合に限り、そ

の超過額に対して損害保険金を支払います。 

（注）全損 

普通保険約款第２５条（推定全損）に規定する全損を含みます。 

第２条（準用規定） 

この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、

この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準

用します。 

(８８)長期保険料一括払特約 

「用語の説明」 
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」

による場合のほか、次のとおりとします。 

用語 説明 

保険年度 

初年度については、始期日から１年間、次年度以降

については、それぞれの始期日応当日から１年間を

いいます。 
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第１条（この特約の付帯条件） 

この特約は、次に定める条件をすべて満たしている場合で、保険契約者

がこの特約を付帯する旨申し出て、当社がこれを引き受けるときに付帯さ

れます。 

① 保険契約者が保険料を一括して払い込むこと。 

② この保険契約の保険期間が２年以上であること。 

第２条（保険料の返還または追加保険料の請求） 

(１)当社は、次表「区分」のいずれかに該当する場合において、保険料を変更

する必要があるときは、次表「保険料の返還、追加保険料の請求」のとお

りとします。 

区分 保険料の返還、追加保険料の請求 

① 普通保険約款第７条

（告知義務）(１)により告

げられた内容が事実と異

なる場合 

変更前の保険料と変更後の保険料との差額

を返還または請求します。 

② 普通保険約款第８条

（通知義務）(１)の事実が

発生したことにより同条

(２)の危険増加が生じた

場合 

次の算式により算出した額（注１）を請求します。 

の差額
変更後の保険料と
変更前の保険料と

 × 
（注２）経過係数

に対する未
未経過期間

 

③ 普通保険約款第８条

(１)の事実またはその他

の事実が発生したことに

より危険の減少が生じた

場合 

次の算式により算出したア．またはイ．のいず

れか低い額（注３）を返還します。 

ア． 

の差額
変更後の保険料と
変更前の保険料と

 × 
（注２）経過係数

に対する未
未経過期間

 

イ． 

既に払い込まれた
保険料 

－ 
保険証券記載
の最低保険料 

 

 

④ ①から③までのほか、

保険契約締結の後、保険契

約者が書面をもって契約

条件変更を当社に通知し、

承認の請求を行い、当社が

これを承認する場合 

 
 

ア．変更後の保険料が変更前の保険料より

も高くなる場合は、次の算式により算出し

た額を請求します。 

の差額
変更後の保険料と
変更前の保険料と

 × 
（注２）経過係数

に対する未
未経過期間

 

イ．変更後の保険料が変更前の保険料より

も低くなる場合は、次の算式により算出し

た(ア)または(イ)のいずれか低い額を返還

します。 

(ア) 

の差額
変更後の保険料と
変更前の保険料と

 × 
（注２）経過係数

に対する未
未経過期間

 

(イ) 

既に払い込まれた
保険料 

－ 
保険証券記載
の最低保険料 

  
(２)保険契約の無効、失効または取消の場合には、保険料の返還について、次

のとおりとします。 
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区分 保険料の返還 

① 保険契約が無効となる

場合 

既に払い込まれた保険料の全額を返還しま

す。ただし、普通保険約款第１１条（保険

契約の無効）の規定により、保険契約が無

効となる場合は、既に払い込まれた保険料

を返還しません。 

② 保険契約が失効となる

場合 

次の算式により算出した額を返還します。 

れた保険料
既に払い込ま

 × 
（注２）経過係数

に対する未
未経過期間

 

③ 普通保険約款第１３条

（保険契約の取消）の規定

により、当社が保険契約を

取り消した場合 

既に払い込まれた保険料を返還しません。 

④ 普通保険約款第１４条

（保険金額の調整）(１)

の規定により、保険契約者

が保険契約を取り消した

場合 

保険契約締結時に 遡
さかのぼ

って、ア．またはイ．

のいずれか低い額を返還します。 

ア. 

既に払い込まれた保険料のうち取り消され

た部分に対応する保険料 

イ．次の算式により算出した額 

既に払い込まれ
た保険料 

－ 
保険証券記載
の最低保険料 

 

⑤ 普通保険約款第１４条

(２)の規定により、保険契

約者が保険金額の減額を

請求した場合 

次の算式により算出したア．またはイ．の

いずれか低い額を返還します。 

ア. 

差額
する保険料との
保険金額に対応
険料と減額後の
額に対応する保
減額前の保険金

 × 
（注２）経過係数

に対する未
未経過期間

 

イ． 

既に払い込まれ
た保険料 

－ 
保険証券記載
の最低保険料 

(３)保険契約の解除または解約の場合には、保険料の返還について、次のとお

りとします。 

区分 保険料の返還 

① 普通保険約款第７条

（告知義務）(２)、第８条

（通知義務）(２)もしくは

(６)、第１６条（当社による

保険契約の解除）、第１７

条（重大事由がある場合の

当社による保険契約の解

除）(１)またはこの保険契

約の普通保険約款に付帯

される他の特約の規定に

より、当社が保険契約を解

除した場合 

 

 

 

 

次の算式により算出した額を返還します。 

れた保険料
既に払い込ま

 × 
（注２）経過係数

に対する未
未経過期間

 

 

 

 

② 普通保険約款第１５条

（保険契約者による保険

契約の解約）の規定によ

次の算式により算出したア．またはイ．の

いずれか低い額を返還します。 

ア. 
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り、保険契約者が保険契約

を解約（注４）した場合 
れた保険料
既に払い込ま

 × 
（注２）経過係数

に対する未
未経過期間

 

イ. 

既に払い込ま
れた保険料 

－ 
保険証券記載
の最低保険料 

(４)保険契約が終了した場合には、保険料の返還について、次のとおりとします。 

区分 保険料の返還 

普通保険約款第３３条（保

険金支払後の保険契約）

(１)の規定により、保険契

約が終了した場合 

次の算式により算出した額を返還します。 

れた保険料
既に払い込ま

 × 

（注２）未経過係数
の期間に対する
を経過した以後
属する保険年度
損害発生の日の

 

（注１）次の算式により算出した額 

保険契約者または被保険者の申出に基づき、普通保険約款第８条（通知義務）(１)

の事実が発生した時以後の期間に対して算出した額とします。 

（注２）未経過係数 

当社が別に定める長期保険未経過係数をいいます。 

（注３）ア．またはイ．のいずれか低い額 

保険契約者または被保険者の申出に基づき、普通保険約款第８条（通知義務）(１)

の事実または(１)③に定めるその他の事実が発生した時以降の期間に対して発生した

額とします。 

（注４）解約 

次の場合を含みます。 

① 保険金額を減額する場合 

② 各別に保険金額を定めた保険の対象が２以上ある場合において、その一部を解

約するとき。 

③ 別に保険料を定めた特約が付帯されている場合において、その特約のみを解約

するとき。 

第３条（追加保険料領収前の事故） 

(１)第２条（保険料の返還または追加保険料の請求）(１)①または②の追加保

険料を請求する場合において、第４条（当社による保険契約の解除）(１)

の規定により、この保険契約を解除できるときは、当社は、変更日から追

加保険料領収までの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払

いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、

その返還を請求することができます。 

(２)第２条（保険料の返還または追加保険料の請求）(１)④の規定により追加

保険料を請求する場合において、当社の請求に対して、保険契約者がその

払込みを怠ったときは、当社は、変更日から追加保険料領収までの間に生

じた事故による損害に対しては、契約条件変更の承認の請求がなかったも

のとして、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約

に従い、保険金を支払います。 

第４条（当社による保険契約の解除） 

(１)当社は、保険契約者が第２条（保険料の返還または追加保険料の請求）(１)

①または②の追加保険料の払込みを怠った場合（注）には、保険契約者に対

する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 

(２)(１)の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。 

（注）保険契約者が第２条（保険料の返還または追加保険料の請求）(１)①または②の追

加保険料の払込みを怠った場合 

当社が、保険契約者に対し追加保険料を請求したにもかかわらず相当の期間内にそ
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の払込みがなかった場合に限ります。 

第５条（保険料率の改定の場合の取扱い） 

この保険契約に適用されている料率が、保険期間の中途で改定された場

合においても、当社は、この保険契約の保険料を変更しません。 

第６条（普通保険約款との関係） 

普通保険約款第１９条（保険料の返還または追加保険料の請求）の規定

は適用しません。 

第７条（準用規定） 

この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、

この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準

用します。 

(８９)保険料大口分割払特約 

「用語の説明」 
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」

による場合のほか、次のとおりとします。 

用語 説明 

保険料 この保険契約に定められた総保険料をいいます。 

分割保険料 
保険料を保険証券記載の回数に分割した金額で

あって、保険証券に記載された金額をいいます。 

分割追加保険料 
追加保険料を変更確認書記載の回数に分割した金額

であって、変更確認書に記載された金額をいいます。 

保険料払込期日 

保険証券記載の払込期日をいいます。ただし、保険

料の払込方法が口座振替による場合、提携金融機関

ごとに当社の定める期日とします。 

追加保険料払込期日 

変更確認書記載の払込期日をいいます。ただし、追

加保険料の払込方法が口座振替による場合、提携金

融機関ごとに当社の定める期日とします。 

次回保険料払込期日 保険料払込期日の翌月の保険料払込期日をいいます。 

次回追加保険料払

込期日 

追加保険料払込期日の翌月の追加保険料払込期日

をいいます。 

指定口座 保険契約者の指定する口座をいいます。 

口座振替 
指定口座から口座振替により保険料を集金するこ

とをいいます。 

提携金融機関 
当社と保険料の口座振替の取扱いを提携している

金融機関等をいいます。 

請求日 当社が追加保険料を請求した日をいいます。 

第１条（この特約の付帯条件） 

この特約は、次に定める条件をすべて満たしている場合で、保険契約者

がこの特約を付帯する旨申し出て、当社がこれを引き受けるときに付帯さ

れます。 

① 保険契約者が保険料を分割して払い込むこと。 

② この保険契約の保険料が当社が別に定める額を超えること。 
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第２条（保険料の払込方法） 

(１)保険契約者は、保険料を保険証券記載の回数および金額に分割して、次の

とおり払い込むことができます。 

区分 保険料の払込み 

① 第１回分割保険料 
保険契約の締結と同時に当社に払い込

むものとします。 

② 第２回目以降分割保険料 
保険料払込期日までに当社に払い込む

ものとします。 

(２)第２回目以降分割保険料の払込方法が口座振替による場合において、保険

料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、口座振替によるその分割保

険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われたときは、当社は、保険料

払込期日にその分割保険料の払込みがあったものとみなします。 

(３)第２回目以降分割保険料の払込方法が口座振替による場合で、第２回分割

保険料の保険料払込期日が始期日の属する月の翌月末日までにあるとき

において、保険契約者が第２回分割保険料を払い込むべき保険料払込期日

までその払込みを怠り、かつ、払込みを怠った理由が、提携金融機関に対

して口座振替請求が行われなかったことによるときは、第３回分割保険料

の保険料払込期日（注）をその第２回分割保険料の保険料払込期日とみなし

てこの特約の規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった

理由が保険契約者の責に帰すべき事由による場合を除きます。 

（注）第３回分割保険料の保険料払込期日 

分割回数が２回の場合は、第２回分割保険料の保険料払込期日の属する月の翌月の

応当日とします。 

第３条（保険料領収前の事故） 

(１)保険期間が始まった後でも、保険契約者が第１回分割保険料の払込みを

怠った場合は、当社は、始期日から第１回分割保険料領収までの間に生じ

た事故による損害に対しては、保険金を支払いません。 

(２)保険契約者が第２回目以降分割保険料について、その分割保険料を払い込

むべき保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場

合は、当社は、その保険料払込期日の翌日以後に生じた事故による損害に

対しては、保険金を支払いません。 

(３)(２)の規定にかかわらず、第２回目以降分割保険料の払込方法が口座振替

による場合であって、保険契約者がその分割保険料の払込みを怠ったこと

について故意および重大な過失がなかったときは、当社は、「保険料払込

期日の属する月の翌月末日」を「保険料払込期日の属する月の翌々月末日」

と読み替えてこの特約の規定を適用します。この場合において、当社は保

険料払込期日の属する月の翌々月の保険料払込期日に請求する分割保険

料をあわせて請求できるものとします。ただし、この保険契約の保険期間

中にこの規定（注）が既に適用されている場合には、当社は、保険契約者に

対して、保険料払込期日到来前の分割保険料の全額を一括して請求できる

ものとします。 

（注）この規定 

第５条（追加保険料領収前の事故）(３)③の規定ならびにこの保険契約に付帯され

る他の特約に定める「保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「保険料払込期日の

属する月の翌々月末日」と読み替える規定および「追加保険料払込期日の属する月の

翌月末日」を「追加保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定を含

みます。 

第４条（追加保険料の払込方法） 

(１)普通保険約款第１９条（保険料の返還または追加保険料の請求）(１)に定

めるところに従い、当社が追加保険料を請求した場合は、次のとおりとし

ます。 
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区分 追加保険料の払込み 

① 普通保険約款第１９条(１)

①または②に定めるところに

従い請求した追加保険料 
保険契約者は、請求日にその全額を一括

して当社に払い込まなければなりませ

ん。 
② 普通保険約款第１９条(１)

④に定めるところに従い請求

した追加保険料 

(２)(１)の規定にかかわらず、保険契約者は、追加保険料を変更確認書記載の

回数および金額に分割して、次のとおり払い込むことができます。 

区分 追加保険料の払込み 

① 第１回分割追加保険料 請求日に当社に払い込むものとします。 

② 第２回目以降分割追加保

険料 

追加保険料払込期日までに当社に払い

込むものとします。 

(３)第２回目以降分割追加保険料の払込方法が口座振替による場合において、

追加保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、口座振替によるそ

の分割追加保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われたときは、当

社は、追加保険料払込期日にその分割追加保険料の払込みがあったものと

みなします。 

第５条（追加保険料領収前の事故） 

(１)第４条（追加保険料の払込方法）(１)①の追加保険料を請求する場合にお

いて、この保険契約の普通保険約款に定める当社による保険契約の解除に

関する規定により、この保険契約を解除できるときは、当社は、変更日か

ら追加保険料領収までの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を

支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当

社は、その返還を請求することができます。 

(２)第４条（追加保険料の払込方法）(１)②の規定により追加保険料を請求す

る場合において、当社の請求に対して、保険契約者がその払込みを怠った

ときは、当社は、変更日から追加保険料領収までの間に生じた事故による

損害に対しては、契約条件変更の承認の請求がなかったものとして、この

保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約に従い、保険金

を支払います。 

(３)追加保険料が第４条（追加保険料の払込方法）(２)の定めるところにより、

分割して払い込まれる場合には、次のとおりとします。 

① 保険契約者が第１回分割追加保険料について、その払込みを怠った場

合は、(１)および(２)の規定を適用します。 

② 保険契約者が第２回目以降分割追加保険料について、その分割追加保

険料を払い込むべき追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までその

払込みを怠った場合は、その追加保険料払込期日の翌日以後に生じた事

故による損害に対しては、保険金を支払いません。 

③ ②の規定にかかわらず、第２回目以降分割追加保険料の払込方法が口

座振替による場合であって、保険契約者がその分割追加保険料の払込み

を怠ったことについて故意および重大な過失がなかったときは、当社は、

「追加保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「追加保険料払込期日

の属する月の翌々月末日」と読み替えてこの特約の規定を適用します。

この場合において、当社は追加保険料払込期日の属する月の翌々月の追

加保険料払込期日に請求する分割追加保険料をあわせて請求できるもの

とします。ただし、この保険契約の保険期間中にこの規定（注）が既に適用

されている場合には、当社は、保険契約者に対して、追加保険料払込期

日到来前の分割追加保険料の全額を一括して請求できるものとします。 

（注）この規定 

第３条（保険料領収前の事故）(３)の規定ならびにこの保険契約に付帯される他の

特約に定める「保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「保険料払込期日の属する
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月の翌々月末日」と読み替える規定および「追加保険料払込期日の属する月の翌月末

日」を「追加保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定を含みます。 

第６条（保険金支払の場合の保険料払込み） 

保険料の払込みを完了する前に、保険金の支払により、この保険契約の

普通保険約款に定める保険金支払後の保険契約の取扱いに関する規定によ

り、この保険契約が終了する場合には、保険契約者は、保険金の支払を受

ける以前に未払込保険料（注）の全額を一括して当社に払い込まなければなり

ません。 

（注）未払込保険料 

分割保険料の総額から既に払い込まれた分割保険料の総額を差し引いた額をいい、

追加保険料がある場合は、追加保険料の総額および保険料総額から既に払い込まれた

保険料の総額を差し引いた額をいいます。 

第７条（当社による保険契約の解除） 

(１)当社は、次のいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面によ

る通知をもって、この保険契約を解除することができます。 

① 保険料払込期日（注１）の属する月の翌月末日までに、その保険料払込期

日（注１）に払い込まれるべき分割保険料（注２）の払込みがない場合 

② 保険料払込期日（注１）までに、その保険料払込期日（注１）に払い込まれる

べき分割保険料（注２）の払込みがなく、かつ、次回保険料払込期日（注３）

までに、次回保険料払込期日（注３）に払い込まれるべき分割保険料（注２）

の払込みがない場合 

(２)(１)の解除は、次の時から、それぞれ将来に向かってのみその効力を生じ

ます。 

① (１)①による解除の場合は、その分割保険料（注２）を払い込むべき保険

料払込期日（注１）または満期日のいずれか早い日 

② (１)②による解除の場合は、次回保険料払込期日（注３）または満期日の

いずれか早い日 

（注１）保険料払込期日 

第４条（追加保険料の払込方法）(２)の規定により追加保険料が分割して払い込ま

れる場合は、追加保険料払込期日を含みます。 

（注２）分割保険料 

第４条(２)の規定により追加保険料が分割して払い込まれる場合は、分割追加保険

料を含みます。 

（注３）次回保険料払込期日 

第４条(２)の規定により追加保険料が分割して払い込まれる場合は、次回追加保険

料払込期日を含みます。 

第８条（保険料の返還または追加保険料の請求） 

この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定に

より保険料の返還または追加保険料の請求をすべき事由が生じた場合には、

当社は、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の

保険料の返還または追加保険料の請求に関する規定にかかわらず、当社の

定めるところにより、保険料の返還または追加保険料の請求をします。 

第９条（準用規定） 

この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、

この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準

用します。 
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(９０)保険料一般分割払特約 

「用語の説明」 
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」

による場合のほか、次のとおりとします。 

用語 説明 

分割保険料 
保険料を保険証券記載の回数に分割した金額で

あって、保険証券に記載された金額をいいます。 

分割追加保険料 
追加保険料を変更確認書記載の回数に分割した金額

であって、変更確認書に記載された金額をいいます。 

保険料払込期日 

保険証券記載の払込期日をいいます。ただし、保険

料の払込方法が口座振替による場合、提携金融機関

ごとに当社の定める期日とします。 

追加保険料払込期日 

変更確認書記載の払込期日をいいます。ただし、追

加保険料の払込方法が口座振替による場合、提携金

融機関ごとに当社の定める期日とします。 

次回保険料払込期日 保険料払込期日の翌月の保険料払込期日をいいます。 

次回追加保険料払

込期日 

追加保険料払込期日の翌月の追加保険料払込期日

をいいます。 

指定口座 保険契約者の指定する口座をいいます。 

口座振替 
指定口座から口座振替により保険料を集金するこ

とをいいます。 

提携金融機関 
当社と保険料の口座振替の取扱いを提携している

金融機関等をいいます。 

請求日 当社が追加保険料を請求した日をいいます。 

第１条（この特約の付帯条件） 

この特約は、次に定める条件をすべて満たしている場合で、保険契約者

がこの特約を付帯する旨申し出て、当社がこれを引き受けるときに付帯さ

れます。 

① 保険契約者が保険料を分割して払い込むこと。 

② この保険契約の保険期間が１年であること。 

第２条（保険料の払込方法） 

(１)保険契約者は、保険料を保険証券記載の回数および金額に分割して、次の

とおり払い込むことができます。 

区分 保険料の払込み 

① 第１回分割保険料 
保険契約の締結と同時に当社に払い込

むものとします。 

② 第２回目以降分割保険料 
保険料払込期日までに当社に払い込む

ものとします。 

(２)第２回目以降分割保険料の払込方法が口座振替による場合において、保険

料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、口座振替によるその分割保

険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われたときは、当社は、保険料

払込期日にその分割保険料の払込みがあったものとみなします。 

(３)第２回目以降分割保険料の払込方法が口座振替による場合で、第２回分割

保険料の保険料払込期日が始期日の属する月の翌月末日までにあるとき

において、保険契約者が第２回分割保険料を払い込むべき保険料払込期日

までその払込みを怠り、かつ、払込みを怠った理由が、提携金融機関に対

して口座振替請求が行われなかったことによるときは、第３回分割保険料

の保険料払込期日をその第２回分割保険料の保険料払込期日とみなして
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この特約の規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理

由が保険契約者の責めに帰すべき事由による場合を除きます。 

第３条（保険料領収前の事故） 

(１)保険期間が始まった後でも、保険契約者が第１回分割保険料の払込みを

怠った場合は、当社は、始期日から第１回分割保険料領収までの間に生じ

た事故による損害に対しては、保険金を支払いません。 

(２)保険契約者が第２回目以降分割保険料について、その分割保険料を払い込

むべき保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場

合は、当社は、その保険料払込期日の翌日以後に生じた事故による損害に

対しては、保険金を支払いません。 

(３)(２)の規定にかかわらず、第２回目以降分割保険料の払込方法が口座振替

による場合であって、保険契約者がその分割保険料の払込みを怠ったこと

について故意および重大な過失がなかったときは、当社は、「保険料払込

期日の属する月の翌月末日」を「保険料払込期日の属する月の翌々月末日」

と読み替えてこの特約の規定を適用します。この場合において、当社は保

険料払込期日の属する月の翌々月の保険料払込期日に請求する分割保険

料をあわせて請求できるものとします。ただし、この保険契約の保険期間

中にこの規定（注）が既に適用されている場合には、当社は、保険契約者に

対して、保険料払込期日到来前の分割保険料の全額を一括して請求できる

ものとします。 

（注）この規定 

第５条（追加保険料領収前の事故）(３)③の規定ならびにこの保険契約に付帯され

る他の特約に定める「保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「保険料払込期日の

属する月の翌々月末日」と読み替える規定および「追加保険料払込期日の属する月の

翌月末日」を「追加保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定を含

みます。 

第４条（追加保険料の払込方法） 

(１)普通保険約款第１９条（保険料の返還または追加保険料の請求）(１)に定

めるところに従い、当社が追加保険料を請求した場合は、次のとおりとし

ます。 

区分 追加保険料の払込み 

① 普通保険約款第１９条(１)

①または②に定めるところに

従い請求した追加保険料 
保険契約者は、請求日にその全額を一括

して当社に払い込まなければなりませ

ん。 
② 普通保険約款第１９条(１)

④に定めるところに従い請求

した追加保険料 

(２)(１)の規定にかかわらず、保険契約者は、追加保険料を変更確認書記載の

回数および金額に分割して、次のとおり払い込むことができます。 

区分 追加保険料の払込み 

① 第１回分割追加保険料 請求日に当社に払い込むものとします。 

② 第２回目以降分割追加保

険料 

追加保険料払込期日までに当社に払い

込むものとします。 

(３)第２回目以降分割追加保険料の払込方法が口座振替による場合において、

追加保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、口座振替によるそ

の分割追加保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われたときは、当

社は、追加保険料払込期日にその分割追加保険料の払込みがあったものと

みなします。 
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第５条（追加保険料領収前の事故） 

(１)第４条（追加保険料の払込方法）(１)①の規定により追加保険料を請求す

る場合において、この保険契約の普通保険約款に定める当社による保険契

約の解除に関する規定により、この保険契約を解除できるときは、当社は、

変更日から追加保険料領収までの間に生じた事故による損害に対しては、

保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたと

きは、当社は、その返還を請求することができます。 

(２)第４条（追加保険料の払込方法）(１)②の規定により追加保険料を請求す

る場合において、当社の請求に対して、保険契約者がその払込みを怠った

ときは、当社は、変更日から追加保険料領収までの間に生じた事故による

損害に対しては、契約条件変更の承認の請求がなかったものとして、この

保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約に従い、保険金

を支払います。 

(３)追加保険料が第４条（追加保険料の払込方法）(２)の定めるところにより、

分割して払い込まれる場合には、次のとおりとします。 

① 保険契約者が第１回分割追加保険料について、その払込みを怠った場

合は、(１)および(２)の規定を適用します。 

② 保険契約者が第２回目以降分割追加保険料について、その分割追加保

険料を払い込むべき追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までその

払込みを怠った場合は、その追加保険料払込期日の翌日以後に生じた事

故による損害に対しては、保険金を支払いません。 

③ ②の規定にかかわらず、第２回目以降分割追加保険料の払込方法が口

座振替による場合であって、保険契約者がその分割追加保険料の払込み

を怠ったことについて故意および重大な過失がなかったときは、当社は、

「追加保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「追加保険料払込期日

の属する月の翌々月末日」と読み替えてこの特約の規定を適用します。

この場合において、当社は追加保険料払込期日の属する月の翌々月の追

加保険料払込期日に請求する分割追加保険料をあわせて請求できるもの

とします。ただし、この保険契約の保険期間中にこの規定（注）が既に適用

されている場合には、当社は、保険契約者に対して、追加保険料払込期

日到来前の分割追加保険料の全額を一括して請求できるものとします。 

（注）この規定 

第３条（保険料領収前の事故）(３)の規定ならびにこの保険契約に付帯される他の

特約に定める「保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「保険料払込期日の属する

月の翌々月末日」と読み替える規定および「追加保険料払込期日の属する月の翌月末

日」を「追加保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定を含みます。 

第６条（保険金支払の場合の保険料払込み） 

保険料の払込みを完了する前に、保険金の支払により、この保険契約の

普通保険約款に定める保険金支払後の保険契約の取扱いに関する規定に

より、この保険契約が終了する場合には、保険契約者は、保険金の支払を

受ける以前に未払込保険料（注）の全額を一括して当社に払い込まなければ

なりません。 

（注）未払込保険料 

分割保険料の総額から既に払い込まれた分割保険料の総額を差し引いた額をいい、

追加保険料がある場合は、追加保険料の総額および保険料総額から既に払い込まれた

保険料の総額を差し引いた額をいいます。 

第７条（当社による保険契約の解除） 

(１)当社は、次のいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面によ

る通知をもって、この保険契約を解除することができます。 

① 保険料払込期日（注１）の属する月の翌月末日までに、その保険料払込期

日（注１）に払い込まれるべき分割保険料（注２）の払込みがない場合 
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② 保険料払込期日（注１）までに、その保険料払込期日（注１）に払い込まれる

べき分割保険料（注２）の払込みがなく、かつ、次回保険料払込期日（注３）

までに、次回保険料払込期日（注３）に払い込まれるべき分割保険料（注２）

の払込みがない場合 

(２)(１)の解除は、次の時から、それぞれ将来に向かってのみその効力を生じ

ます。 

① (１)①による解除の場合は、その分割保険料（注２）を払い込むべき保険

料払込期日（注１）または満期日のいずれか早い日 

② (１)②による解除の場合は、次回保険料払込期日（注３）または満期日の

いずれか早い日 

（注１）保険料払込期日 

第４条（追加保険料の払込方法）(２)の規定により追加保険料が分割して払い込ま

れる場合は、追加保険料払込期日を含みます。 

（注２）分割保険料 

第４条(２)の規定により追加保険料が分割して払い込まれる場合は、分割追加保険

料を含みます。 

（注３）次回保険料払込期日 

第４条(２)の規定により追加保険料が分割して払い込まれる場合は、次回追加保険

料払込期日を含みます。 

第８条（保険料の返還または追加保険料の請求） 

この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定に

より保険料の返還または追加保険料の請求をすべき事由が生じた場合には、

当社は、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の

保険料の返還または追加保険料の請求に関する規定にかかわらず、当社の

定めるところにより、保険料の返還または追加保険料の請求をします。 

第９条（準用規定） 

この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、

この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準

用します。 

(９１)保険料団体分割払特約 

「用語の説明」 
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」

による場合のほか、次のとおりとします。 

用語 説明 

分割保険料 
保険料を保険証券記載の回数に分割した金額で

あって、保険証券に記載された金額をいいます。 

分割追加保険料 
追加保険料を変更確認書記載の回数に分割した金額

であって、変更確認書に記載された金額をいいます。 

保険料払込期日 

保険証券記載の払込期日をいいます。ただし、保険

料の払込方法が口座振替による場合、提携金融機関

ごとに当社の定める期日とします。 

追加保険料払込期日 

変更確認書記載の払込期日をいいます。ただし、追

加保険料の払込方法が口座振替による場合、提携金

融機関ごとに当社の定める期日とします。 

次回保険料払込期日 保険料払込期日の翌月の保険料払込期日をいいます。 

次回追加保険料払

込期日 

追加保険料払込期日の翌月の追加保険料払込期日

をいいます。 
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指定口座 保険契約者の指定する口座をいいます。 

口座振替 
指定口座から口座振替により保険料を集金するこ

とをいいます。 

提携金融機関 
当社と保険料の口座振替の取扱いを提携している

金融機関等をいいます。 

請求日 当社が追加保険料を請求した日をいいます。 

第１条（保険料の分割払） 

当社は、この特約により、保険契約者が保険料を保険証券記載の回数お

よび金額に分割して払い込むことを承認します。 

第２条（保険料の払込方法） 

(１)保険契約者は、この保険契約の締結と同時に第１回分割保険料を払い込み、

第２回目以降の分割保険料については、保険料払込期日までに払い込まな

ければなりません。ただし、当社が特に承認した団体を保険契約者とする

場合には、保険契約締結の後、第１回分割保険料を保険料相当額の集金手

続を行いうる最初の集金日の属する月の翌月末までに払い込むことがで

きます。 

(２)第２回目以降分割保険料の払込方法が口座振替による場合において、保険

料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、口座振替によるその分割保

険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われたときは、当社は、保険料

払込期日にその分割保険料の払込みがあったものとみなします。 

(３)第２回目以降分割保険料の払込方法が口座振替による場合で、第２回分割

保険料の保険料払込期日が始期日の属する月の翌月末日までにあるとき

において、保険契約者が第２回分割保険料を払い込むべき保険料払込期日

までその払込みを怠り、かつ、払込みを怠った理由が、提携金融機関に対

して口座振替請求が行われなかったことによるときは、第３回分割保険料

の保険料払込期日をその第２回分割保険料の保険料払込期日とみなして

この特約の規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理

由が保険契約者の責めに帰すべき事由による場合を除きます。 

第３条（保険料領収前の事故） 

(１)保険期間が始まった後でも、保険契約者が第１回分割保険料の払込みを

怠った場合は、当社は、始期日から第１回分割保険料領収までの間に生じ

た事故による損害に対しては、保険金を支払いません。 

(２)保険契約者が第２回目以降分割保険料について、その分割保険料を払い込

むべき保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場

合は、当社は、その保険料払込期日の翌日以後に生じた事故による損害に

対しては、保険金を支払いません。 

(３)(２)の規定にかかわらず、第２回目以降分割保険料の払込方法が口座振替

による場合であって、保険契約者がその分割保険料の払込みを怠ったこと

について故意および重大な過失がなかったときは、当社は、「保険料払込

期日の属する月の翌月末日」を「保険料払込期日の属する月の翌々月末日」

と読み替えてこの特約の規定を適用します。この場合において、当社は保

険料払込期日の属する月の翌々月の保険料払込期日に請求する分割保険

料をあわせて請求できるものとします。ただし、この保険契約の保険期間

中にこの規定（注）が既に適用されている場合には、当社は、保険契約者に

対して、保険料払込期日到来前の分割保険料の全額を一括して請求できる

ものとします。 

（注）この規定 

第５条（追加保険料領収前の事故）(３)③の規定ならびにこの保険契約に付帯され

る他の特約に定める「保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「保険料払込期日の
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属する月の翌々月末日」と読み替える規定および「追加保険料払込期日の属する月の

翌月末日」を「追加保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定を含

みます。 

第４条（追加保険料の払込方法） 

(１)普通保険約款第１９条（保険料の返還または追加保険料の請求）(１)に定

めるところに従い、当社が追加保険料を請求した場合は、次のとおりとし

ます。 

区分 追加保険料の払込み 

① 普通保険約款第１９条(１)①

または②に定めるところに従い

請求した追加保険料 
保険契約者は、請求日にその全額を一

括して当社に払い込まなければなり

ません。 
② 普通保険約款第１９条(１)④

に定めるところに従い請求した

追加保険料 

(２)(１)の規定にかかわらず、保険契約者は、追加保険料を変更確認書記載の

回数および金額に分割して、次のとおり払い込むことができます。 

区分 追加保険料の払込み 

① 第１回分割追加保険料 
請求日に当社に払い込むものとしま

す。 

② 第２回目以降分割追加保険料 
追加保険料払込期日までに当社に払

い込むものとします。 

(３)第２回目以降分割追加保険料の払込方法が口座振替による場合において、

追加保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、口座振替によるそ

の分割追加保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われたときは、当

社は、追加保険料払込期日にその分割追加保険料の払込みがあったものと

みなします。 

第５条（追加保険料領収前の事故） 

(１)第４条（追加保険料の払込方法）(１)①の追加保険料を請求する場合にお

いて、この保険契約の普通保険約款に定める当社による保険契約の解除に

関する規定により、この保険契約を解除できるときは、当社は、変更日か

ら追加保険料領収までの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を

支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当

社は、その返還を請求することができます。 

(２)第４条（追加保険料の払込方法）(１)②の規定により追加保険料を請求す

る場合において、当社の請求に対して、保険契約者がその払込みを怠った

ときは、当社は、変更日から追加保険料領収までの間に生じた事故による

損害に対しては、契約条件変更の承認の請求がなかったものとして、この

保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約に従い、保険金

を支払います。 

(３)追加保険料が第４条（追加保険料の払込方法）(２)の定めるところにより、

分割して払い込まれる場合には、次のとおりとします。 

① 保険契約者が第１回分割追加保険料について、その払込みを怠った場

合は、(１)および(２)の規定を適用します。 

② 保険契約者が第２回目以降分割追加保険料について、その分割追加保

険料を払い込むべき追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までその

払込みを怠った場合は、その追加保険料払込期日の翌日以後に生じた事

故による損害に対しては、保険金を支払いません。 

③ ②の規定にかかわらず、第２回目以降分割追加保険料の払込方法が口

座振替による場合であって、保険契約者がその分割追加保険料の払込み

を怠ったことについて故意および重大な過失がなかったときは、当社は、
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「追加保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「追加保険料払込期日

の属する月の翌々月末日」と読み替えてこの特約の規定を適用します。

この場合において、当社は追加保険料払込期日の属する月の翌々月の追

加保険料払込期日に請求する分割追加保険料をあわせて請求できるもの

とします。ただし、この保険契約の保険期間中にこの規定（注）が既に適用

されている場合には、当社は、保険契約者に対して、追加保険料払込期

日到来前の分割追加保険料の全額を一括して請求できるものとします。 

（注）この規定 

第３条（保険料領収前の事故）(３)の規定ならびにこの保険契約に付帯される他の

特約に定める「保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「保険料払込期日の属する

月の翌々月末日」と読み替える規定および「追加保険料払込期日の属する月の翌月末

日」を「追加保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定を含みます。 

第６条（当社による保険契約の解除） 

(１)当社は、次のいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面によ

る通知をもって、この保険契約を解除することができます。 

① 保険料払込期日（注１）の属する月の翌月末日までに、その保険料払込期

日（注１）に払い込まれるべき分割保険料（注２）の払込みがない場合 

② 保険料払込期日（注１）までに、その保険料払込期日（注１）に払い込まれる

べき分割保険料（注２）の払込みがなく、かつ、次回保険料払込期日（注３）

までに、次回保険料払込期日（注３）に払い込まれるべき分割保険料（注２）

の払込みがない場合 

(２)(１)の解除は、次の時から、それぞれ将来に向かってのみその効力を生じ

ます。 

① (１)①による解除の場合は、その分割保険料（注２）を払い込むべき保険

料払込期日（注１）または満期日のいずれか早い日 

② (１)②による解除の場合は、次回保険料払込期日（注３）または満期日の

いずれか早い日 

（注１）保険料払込期日 

第４条（追加保険料の払込方法）(２)の規定により追加保険料が分割して払い込ま

れる場合は、追加保険料払込期日を含みます。 

（注２）分割保険料 

第４条(２)の規定により追加保険料が分割して払い込まれる場合は、分割追加保険

料を含みます。 

（注３）次回保険料払込期日 

第４条(２)の規定により追加保険料が分割して払い込まれる場合は、次回追加保険

料払込期日を含みます。 

第７条（保険金支払の場合の保険料払込み） 

当社が１被保険者について保険金額の全額を支払う場合においては、保

険契約者は、保険金の支払われるべき被保険者の未払込分割保険料の全額

を一括して当社に払い込まなければなりません。 

第８条（保険料の返還または追加保険料の請求） 

この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定に

より保険料の返還または追加保険料の請求をすべき事由が生じた場合には、

当社は、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の

保険料の返還または追加保険料の請求に関する規定にかかわらず、当社の

定めるところにより、保険料の返還または追加保険料の請求をします。 

第９条（準用規定） 

この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、

この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準
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用します。 

(９２)初回保険料口座振替特約 

「用語の説明」 
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」

による場合のほか、次のとおりとします。 

用語 説明 

初回保険料 

保険料を一括して払い込む場合は、この保険契約に

定められた保険料をいい、保険料を分割して払い込

む場合は、第１回目に払い込むべき分割保険料をい

います。 

分割保険料 
保険料を保険証券記載の回数に分割した金額で

あって、保険証券に記載された金額をいいます。 

保険料払込期日 提携金融機関ごとに当社の定める期日をいいます。 

口座振替 
指定口座から口座振替により保険料を集金するこ

とをいいます。 

指定口座 保険契約者の指定する口座をいいます。 

提携金融機関 
当社と保険料の口座振替の取扱いを提携している

金融機関等をいいます。 

第１条（この特約の付帯条件） 

この特約は、次に定める条件をすべて満たしている場合で、保険契約者

がこの特約を付帯する旨申し出て、当社がこれを引き受けるときに付帯さ

れます。 

① 保険契約締結の時に、指定口座が、提携金融機関に設定されているこ

と。 

② 次のいずれかの条件を満たすこと。 

ア．この保険契約の締結および保険契約者から当社への損害保険料預金

口座振替依頼書等の提出が、始期日の属する月の前月末日までになさ

れること。 

イ．保険契約者が、この保険契約の申込みおよび当社への損害保険料預

金口座振替依頼書等の提出を当社所定の連絡先に行うこと。 

第２条（保険料の払込方法） 

(１)保険契約者は、保険料払込期日に、口座振替によって初回保険料を払い込

むことができます。 

(２)(１)の場合、保険契約者は、保険料払込期日の前日までに初回保険料相当

額を指定口座に預け入れておかなければなりません。 

(３)保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、口座振替による初回保

険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合は、当社は、保険料

払込期日に初回保険料の払込みがあったものとみなします。 

第３条（保険料領収前の事故） 

(１)保険料払込期日に初回保険料の払込みがない場合には、保険契約者は、初

回保険料を保険料払込期日の属する月の翌月末日までに当社の指定した

場所に払い込まなければなりません。 

(２)当社は、保険契約者が保険料払込期日の属する月の翌月末日までに初回保

険料を払い込んだ場合には、初回保険料領収前に生じた事故による損害に

対しては、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約
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に定める保険料領収前に生じた事故の取扱いに関する規定を適用しませ

ん。 

(３)(２)の規定にかかわらず、保険契約者が初回保険料について、その初回保

険料を払い込むべき保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込

みを怠った場合は、当社は、この保険契約の始期日から初回保険料領収ま

での間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。 

(４)(３)の規定にかかわらず、保険契約者が初回保険料の払込みを怠ったこと

について故意および重大な過失がなかった場合は、当社は、「保険料払込

期日の属する月の翌月末日」を「保険料払込期日の属する月の翌々月末日」

と読み替えてこの特約の規定を適用します。この場合において、保険料が

分割して払い込まれるときは、当社は保険料払込期日の属する月の翌々月

の保険料払込期日に請求する分割保険料をあわせて請求できるものとし

ます。 

第４条（保険料領収前の保険金支払） 

(１)第３条（保険料領収前の事故）(２)の規定により、被保険者が、初回保険

料の払込み前に生じた事故による損害に対して保険金の支払を受ける場

合には、その支払を受ける前に、保険契約者は初回保険料を当社に払い込

まなければなりません。 

(２)(１)の規定にかかわらず、事故の発生の日が、保険料払込期日以前であり、

保険契約者が、初回保険料を保険料払込期日までに払い込む旨の確約を

行った場合で、かつ、当社が承認したときは、当社は、初回保険料が払い

込まれたものとみなしてその事故による損害に対して、保険金を支払いま

す。 

(３)(２)の確約に反して保険契約者が保険料払込期日まで初回保険料の払込

みを怠り、かつ、保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを

怠った場合は、当社は、保険契約者に対して既に支払った保険金相当額の

全額の返還を請求することができます。 

第５条（当社による保険契約の解除） 

(１)当社は、保険料払込期日の属する月の翌月末日までに、初回保険料の払込

みがない場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保

険契約を解除することができます。 

(２)(１)の規定は、この保険契約に付帯される保険料分割払に関する特約の保

険契約の解除に関する規定に優先して適用されます。 

(３)(１)の解除は、始期日から将来に向かってのみその効力を生じます。 

第６条（準用規定） 

この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、

この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準

用します。 

(９３)初回追加保険料口座振替特約 

「用語の説明」 
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」

による場合のほか、次のとおりとします。 
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用語 説明 

初回追加保険料 

追加保険料を一括して払い込む場合は、当社が請求

した追加保険料の総額をいい、追加保険料を分割し

て払い込む場合は、第１回目に払い込むべき分割追

加保険料をいいます。 

分割追加保険料 
追加保険料を変更確認書記載の回数に分割した金額

であって、変更確認書に記載された金額をいいます。 

追加保険料払込期日 提携金融機関ごとに当社の定める期日をいいます。 

口座振替 
指定口座から口座振替により保険料を集金するこ

とをいいます。 

指定口座 保険契約者の指定する口座をいいます。 

提携金融機関 
当社と保険料の口座振替の取扱いを提携している

金融機関等をいいます。 

第１条（この特約の付帯条件） 

この特約は、次に定める条件をすべて満たしている場合で、保険契約者

がこの特約を付帯する旨申し出て、当社がこれを引き受けるときに付帯さ

れます。 

① この保険契約の保険料払込方法が口座振替による場合であること。 

② 次のいずれかの条件を満たすこと。 

ア．保険証券または保険申込書の記載事項の変更が保険期間が始まる時

までに生じたことにより、保険契約者または被保険者が訂正の申出、

通知事項の通知または契約条件変更の申出を行った場合であって、始

期日を変更日として保険契約内容の変更が行われること。 

イ．ア．以外の場合であって、保険契約者または被保険者が、訂正の申

出、通知事項の通知または契約条件変更の申出を当社所定の連絡先に

行うこと。 

第２条（追加保険料の払込方法） 

(１)普通保険約款第１９条（保険料の返還または追加保険料の請求）(１)の定

めるところに従い、当社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、

追加保険料払込期日に、口座振替によって初回追加保険料を払い込むこと

ができます。 

(２)(１)の場合、保険契約者は、追加保険料払込期日の前日までに初回追加保

険料相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。 

(３)追加保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、口座振替による初

回追加保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合は、当社は、

追加保険料払込期日に初回追加保険料の払込みがあったものとみなします。 

(４)保険契約者は、契約条件変更の申出については、保険契約者または被保険

者に正当な理由がある場合を除いてこれを撤回することはできません。 

第３条（追加保険料領収前の事故） 

(１)追加保険料払込期日に初回追加保険料の払込みがない場合には、保険契約

者は、初回追加保険料を追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までに

当社の指定した場所に払い込まなければなりません。 

(２)当社は、保険契約者が追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までに初

回追加保険料を払い込んだ場合には、初回追加保険料領収前に生じた事故

による損害に対しては、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯さ

れる他の特約に定める追加保険料領収前に生じた事故の取扱いに関する

規定を適用しません。 

(３)(２)の規定にかかわらず、保険契約者が、普通保険約款第１９条（保険料

の返還または追加保険料の請求）(１)①または②に定めるところに従い、
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当社が請求した追加保険料について、その初回追加保険料を払い込むべき

追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合

は、当社は、変更日から初回追加保険料領収までの間に生じた事故による

損害に対しては、保険金を支払いません。 

(４)(２)の規定にかかわらず、保険契約者が、普通保険約款第１９条（保険料

の返還または追加保険料の請求）(１)④に定めるところに従い、当社が請

求した追加保険料について、その初回追加保険料を払い込むべき追加保険

料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、

変更日から初回追加保険料領収までの間に生じた事故による損害に対し

ては、契約条件変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約の

普通保険約款およびこれに付帯される他の特約に従い、保険金を支払いま

す。 

(５)(３)および(４)の規定にかかわらず、保険契約者が初回追加保険料の払込

みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかった場合は、当社は、

「追加保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「追加保険料払込期日の

属する月の翌々月末日」と読み替えてこの特約の規定を適用します。この

場合において、追加保険料が分割して払い込まれるときは、当社は追加保

険料払込期日の属する月の翌々月の追加保険料払込期日に請求する分割

追加保険料をあわせて請求できるものとします。ただし、この保険契約の

保険期間中にこの規定（注）が既に適用されている場合には、当社は、保険

契約者に対して、追加保険料払込期日到来前の分割追加保険料の全額を一

括して請求できるものとします。 

（注）この規定 

この保険契約に付帯される他の特約に定める「保険料払込期日の属する月の翌月末

日」を「保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定および「追加保

険料払込期日の属する月の翌月末日」を「追加保険料払込期日の属する月の翌々月末

日」と読み替える規定を含みます。 

第４条（追加保険料領収前の保険金支払） 

(１)第３条（追加保険料領収前の事故）(２)の規定により、被保険者が、初回

追加保険料の払込み前に生じた事故による損害に対して保険金の支払を

受ける場合には、その支払を受ける前に、保険契約者は初回追加保険料を

当社に払い込まなければなりません。 

(２)(１)の規定にかかわらず、事故の発生の日が、追加保険料払込期日以前で

あり、保険契約者が、初回追加保険料を追加保険料払込期日までに払い込

む旨の確約を行った場合で、かつ、当社が承認したときは、当社は、初回

追加保険料が払い込まれたものとみなしてその事故による損害に対して

保険金を支払います。 

(３)(２)の確約に反して保険契約者が追加保険料払込期日まで初回追加保険

料の払込みを怠り、かつ、追加保険料払込期日の属する月の翌月末日まで

その払込みを怠った場合は、保険契約者に対して当社は、次表に定める保

険金相当額の返還を請求することができます。 

追加保険料の種類 返還を請求できる保険金相当額 

① 普通保険約款第１９条

（保険料の返還または追加

保険料の請求）(１)①また

は②に定めるところに従

い、当社が請求した追加保

険料 

事故による損害に対して既に支払った保

険金の全額 

② 普通保険約款第１９条

(１)④に定めるところに従

い、当社が請求した追加保

険料 

次の算式により算出される額 

額
払った保険金の
に対して既に支
事故による損害

 － 

金の額
故）(４)の保険
険料領収前の事
第３条（追加保
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第５条（当社による保険契約の解除） 

(１)当社は、追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までに、初回追加保険

料の払込みがない場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、

この保険契約を解除することができます。 

(２)(１)の解除は、変更日から将来に向かってのみその効力を生じます。 

第６条（準用規定） 

この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、

この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準

用します。 

(９４)保険料クレジットカード払特約 

「用語の説明」 
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」

による場合のほか、次のとおりとします。 

用語 説明 

保険料 

普通保険約款第１９条（保険料の返還または追加保

険料の請求）(１)に定めるところに従い、当社が請

求した追加保険料を含みます。 

クレジットカード 当社の指定するクレジットカードをいいます。 

クレジットカード

会社 
クレジットカードの発行会社をいいます。 

第１条（この特約の付帯条件） 

この特約は、保険契約者がこの特約を付帯する旨申し出て、当社がこれ

を引き受ける場合に付帯されます。 

第２条（保険料の払込方法） 

保険契約者は、保険料をクレジットカードによって払い込むことができ

るものとします。 

第３条（保険料領収前の事故） 

(１)第２条（保険料の払込方法）の規定により保険契約者がクレジットカード

によって保険料を払い込む場合、当社は、クレジットカード会社へ、その

クレジットカードの有効性および利用限度額内であること等の確認を

行ったうえで、当社がクレジットカードによる保険料の払込みを承認した

時（注）以後、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特

約に定める保険料領収前に生じた事故の取扱いに関する規定を適用しま

せん。 

(２)当社は、次のいずれかに該当する場合は、(１)の規定を適用しません。 

① 当社がクレジットカード会社から保険料相当額を領収できない場合。

ただし、保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、ク

レジットカード会社に対してこの保険契約にかかわる保険料相当額の全

部または一部を既に払い込んでいる場合には、その保険料が払い込まれ

たものとみなして(１)の規定を適用します。 

② 会員規約等に定める手続が行われない場合 

（注）クレジットカードによる保険料の払込みを承認した時 

保険期間の開始前に承認した場合は、保険期間の開始した時とします。 
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第４条（保険料の直接請求および請求保険料払込後の取扱い） 

(１)第３条（保険料領収前の事故）(２)①の保険料相当額を領収できない場合

には、当社は、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。この

場合において、保険契約者が、クレジットカード会社に対してこの保険契

約にかかわる保険料相当額の全部または一部を既に払い込んでいるとき

は、当社は、その払い込んだ金額について保険契約者に請求できないもの

とします。 

(２)保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用した場合におい

て、(１)の規定により当社が保険料を請求し、保険契約者が遅滞なくその

保険料を払い込んだときは、第３条（保険料領収前の事故）(１)の規定を

適用します。 

第５条（当社による保険契約の解除） 

(１)当社は、保険契約者が第４条（保険料の直接請求および請求保険料払込後

の取扱い）(２)の保険料の払込みを怠った場合は、保険契約者に対する書

面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 

(２)(１)の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。 

第６条（準用規定） 

この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、

この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準

用します。 

(９５)初回保険料払込取扱票・請求書払特約 

「用語の説明」 
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」

による場合のほか、次のとおりとします。 

用語 説明 

初回保険料 

保険料を一括して払い込む場合は、この保険契約に

定められた保険料をいい、保険料を分割して払い込

む場合は、第１回目に払い込むべき分割保険料をい

います。 

払込取扱票 当社所定の書面による払込取扱票をいいます。 

保険料払込期日 始期日の属する月の翌月末日をいいます。 

第１条（この特約の付帯条件） 

この特約は、保険契約者が、この保険契約の申込みを当社所定の連絡先

に行う場合において、この特約を付帯する旨保険契約者が申し出て、当社

がこれを引き受けるときに付帯されます。 

第２条（保険料の払込方法） 

(１)保険契約者は、次のいずれかの方法により、初回保険料を払い込むことが

できます。 

① 保険料払込期日までに、保険契約締結後に当社より送付する払込取扱

票を使用して払い込むものとします。 

② 保険料払込期日までに、①以外の当社が指定する方法により払い込む

ものとします。 

(２)(１)①により初回保険料を払い込む場合は、当社は、保険契約者が保険料
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払込みの窓口で払込みを行った時点で初回保険料の払込みがあったもの

とみなします。 

第３条（保険料領収前の事故） 

(１)保険料払込期日までに初回保険料の払込みがない場合には、保険契約者は、

初回保険料を保険料払込期日の属する月の翌月末日までに当社の指定し

た場所に払い込まなければなりません。 

(２)当社は、保険契約者が保険料払込期日の属する月の翌月末日までに初回保

険料を払い込んだ場合には、初回保険料領収前に生じた事故による損害に

対しては、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約

に定める保険料領収前に生じた事故の取扱いに関する規定を適用しませ

ん。 

(３)(２)の規定にかかわらず、保険契約者が初回保険料について、その初回保

険料を払い込むべき保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込

みを怠った場合は、当社は、この保険契約の始期日から初回保険料領収ま

での間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。 

第４条（保険料領収前の保険金支払） 

(１)第３条（保険料領収前の事故）(２)の規定により、被保険者または保険金

を受け取るべき者が、初回保険料の払込み前に生じた事故による損害に対

して保険金の支払を受ける場合には、その支払を受ける前に、保険契約者

は初回保険料を当社に払い込まなければなりません。 

(２)(１)の規定にかかわらず、事故の発生の日が、保険料払込期日以前であり、

保険契約者が、初回保険料を保険料払込期日までに払い込む旨の確約を

行った場合で、かつ、当社が承認したときは、当社は、初回保険料が払い

込まれたものとみなしてその事故による損害に対して保険金を支払いま

す。 

(３)(２)の確約に反して保険契約者が保険料払込期日まで初回保険料の払込

みを怠り、かつ、保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを

怠った場合は、当社は、保険契約者に対して既に支払った保険金相当額の

全額の返還を請求することができます。 

第５条（当社による保険契約の解除） 

(１)当社は、保険料払込期日の属する月の翌月末日までに、初回保険料の払込

みがない場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保

険契約を解除することができます。 

(２)(１)の規定は、この保険契約に付帯された保険料を分割して払い込むこと

を定める特約の保険契約の解除に関する規定に優先して適用されます。 

(３)(１)の解除は、始期日から将来に向かってのみその効力を生じます。 

第６条（準用規定） 

この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、

この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準

用します。 

(９６)初回追加保険料払込取扱票・請求書払特約 

「用語の説明」 
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」

による場合のほか、次のとおりとします。 
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用語 説明 

初回追加保険料 

追加保険料を一括して払い込む場合は、当社が請求

した追加保険料の総額をいい、追加保険料を分割し

て払い込む場合は、第１回目に払い込むべき分割追

加保険料をいいます。 

追加保険料払込期

日 
変更確認書記載の追加保険料払込期日をいいます。 

払込取扱票 当社所定の書面による払込取扱票をいいます。 

第１条（この特約の付帯条件） 

この特約は、保険契約者または被保険者が、訂正の申出、通知事項の通

知または契約条件変更の申出を当社所定の連絡先に行う場合で、保険契約

者がこの特約を付帯する旨申し出て、当社がこれを引き受けるときに付帯

されます。 

第２条（追加保険料の払込方法） 

(１)この保険契約の保険料の返還または追加保険料の請求の規定に従い、当社

が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、次のいずれかの方法によ

り、初回追加保険料を払い込むことができます。 

① 追加保険料払込期日までに、訂正の申出の承認、通知事項の通知の受

領または契約条件変更の申出の承認後に当社より送付する払込取扱票を

使用して払い込むものとします。 

② 追加保険料払込期日までに、①以外の当社が指定する方法により払い

込むものとします。 

(２)(１)①により初回追加保険料を払い込む場合は、当社は、保険契約者が追

加保険料払込みの窓口で払込みを行った時点で初回追加保険料の払込み

があったものとみなします。 

(３)保険契約者は、契約条件変更の申出については、保険契約者または被保険

者に正当な理由がある場合を除いてこれを撤回することはできません。 

第３条（追加保険料領収前の事故） 

(１)追加保険料払込期日までに初回追加保険料の払込みがない場合には、保険

契約者は、初回追加保険料を追加保険料払込期日の属する月の翌月末日ま

でに当社の指定した場所に払い込まなければなりません。 

(２)当社は、保険契約者が追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までに初

回追加保険料を払い込んだ場合には、初回追加保険料領収前に生じた事故

による損害に対しては、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯さ

れる他の特約に定める追加保険料領収前に生じた事故の取扱いに関する

規定を適用しません。 

(３)(２)の規定にかかわらず、保険契約者が告知義務の規定に基づき告知した

内容が事実と異なる場合または通知義務の規定に定める事実が発生した

場合の追加保険料について、その初回追加保険料を払い込むべき追加保険

料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、

変更日から初回追加保険料領収までの間に生じた事故による損害に対し

ては、保険金を支払いません。 

(４)(２)の規定にかかわらず、保険契約者が契約条件変更の申出を承認する場

合の追加保険料について、その初回追加保険料を払い込むべき追加保険料

払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、

変更日から初回追加保険料領収までの間に生じた事故による損害に対し

ては、契約条件変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約の

普通保険約款およびこれに付帯される他の特約に従い、保険金を支払いま

す。 
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第４条（追加保険料領収前の保険金支払） 

(１)第３条（追加保険料領収前の事故）(２)の規定により、被保険者が、初回

追加保険料の払込み前に生じた事故による損害に対して保険金の支払を

受ける場合には、その支払を受ける前に、保険契約者は初回追加保険料を

当社に払い込まなければなりません。 

(２)(１)の規定にかかわらず、事故の発生の日が、追加保険料払込期日以前で

あり、保険契約者が、初回追加保険料を追加保険料払込期日までに払い込

む旨の確約を行った場合で、かつ、当社が承認したときは、当社は、初回

追加保険料が払い込まれたものとみなしてその事故による損害に対して

保険金を支払います。 

(３)(２)の確約に反して保険契約者が追加保険料払込期日まで初回追加保険

料の払込みを怠り、かつ、追加保険料払込期日の属する月の翌月末日まで

その払込みを怠った場合は、当社は、保険契約者に対して次表に定める保

険金相当額の返還を請求することができます。 

追加保険料の種類 返還を請求できる保険金相当額 

① 告知義務の規定に基づ

き告知した内容が事実と異

なる場合または通知義務の

規定に定める事実が発生し

た場合の規定に従い請求し

た追加保険料 

事故による損害に対して既に支払った保

険金の全額 

② 契約条件変更の申出を

承認する場合の規定に従い

請求した追加保険料 

次の算式により算出される額 

額
払った保険金の
に対して既に支
事故による損害

 － 

金の額
故）(４)の保険
険料領収前の事
第３条（追加保

 

第５条（当社による保険契約の解除） 

(１)当社は、追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までに、初回追加保

険料の払込みがない場合には、保険契約者に対する書面による通知をもっ

て、この保険契約を解除することができます。 

(２)(１)の解除は、変更日から将来に向かってのみその効力を生じます。 

第６条（準用規定） 

この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、

この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準

用します。 

(９７)共同保険に関する特約 

「用語の説明」 
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」

による場合のほか、次のとおりとします。 

用語 説明 

引受保険会社 保険証券記載の保険会社をいいます。 

第１条（この特約の付帯条件） 

この特約は、この保険契約が引受保険会社による共同保険契約である場

合に付帯されます。 
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第２条（独立責任） 

この保険契約は、引受保険会社による共同保険契約であって、引受保険

会社は、保険証券記載のそれぞれの保険金額または引受割合に応じて、連

帯することなく単独別個に、保険契約上の権利を有し、義務を負います。 

第３条（幹事保険会社の行う事項） 

保険契約者が保険契約の締結に際しこの保険契約の幹事保険会社として

指名した保険会社は、すべての引受保険会社のために次に掲げる事項を行

います。 

① 保険申込書の受領ならびに保険証券等の発行および交付 

② 保険料の収納および受領または返還 

③ 保険契約の内容の変更の承認または保険契約の解除 

④ 保険契約上の規定に基づく告知または通知に係る書類等の受領および

その告知または通知の承認 

⑤ 保険金請求権等の譲渡の通知に係る書類等の受領およびその譲渡の承

認または保険金請求権等の上の質権の設定、譲渡もしくは消滅の通知に

係る書類等の受領およびその設定、譲渡もしくは消滅の承認 

⑥ 保険契約に係る変更確認書の発行および交付または保険証券に対する

裏書等 

⑦ 保険の対象その他の保険契約に係る事項の調査 

⑧ 事故発生もしくは損害発生の通知に係る書類等の受領または保険金請

求に関する書類等の受領 

⑨ 損害の調査、損害の査定、保険金等の支払および引受保険会社の権利

の保全 

⑩ その他①から⑨までの事務または業務に付随する事項 

第４条（幹事保険会社の行為の効果） 

この保険契約に関し幹事保険会社が行った第３条（幹事保険会社の行

う事項）に掲げる事項は、すべての引受保険会社がこれを行ったものと

みなします。 

第５条（保険契約者等の行為の効果） 

この保険契約に関し保険契約者等が幹事保険会社に対して行った通知そ

の他の行為は、すべての引受保険会社に対して行われたものとみなします。 

(９８)テロ行為等対象外特約 

第１条（保険金を支払わない場合） 

当社は、この特約が付帯される普通保険約款およびこれに付帯される他

の特約の規定にかかわらず、直接であると間接であるとを問わず、テロ行

為等（注）によって生じた損害については、いかなる場合も保険金等を支払い

ません。 

（注）テロ行為等 

政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれ

と連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動その他類似の行為をいいます。 

第２条（準用規定） 

この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、

この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準
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用します。 

(９９)サイバーインシデント限定補償特約（サイバー攻

撃以外およびサイバー攻撃による火災・破裂・爆発限定） 

「用語の説明」 
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」

による場合のほか、次のとおりとします。 

（５０音順） 

 用語 説明 

こ コ ン ピ ュ ー タ

システム 

情報の処理および通信を主たる目的とするコン

ピュータ等の情報処理機器・設備ならびにこれら

と通信を行う制御、監視、測定等の機器・設備が

回線を通じて接続されたものの全部または一部を

いい、通信用回線、周辺機器、ソフトウェア、電

子データや、クラウド等のサービスにより利用さ

れるものを含みます。 

さ 

 

サ イ バ ー イ ン

シデント 

次のいずれかに該当するものをいいます。 

① サイバー攻撃により生じた事象 

② サイバー攻撃以外の事由により生じた以下の

事象 

ア．ソフトウェア、電子データの損壊、書換え、

消失または流出 

イ．コンピュータシステムへのアクセスの制限 

ウ．ア．およびイ．以外の事象でコンピュータシ

ステムに生じた、本来意図していないコン

ピュータシステムの機能の停止、誤作動または

不具合 

 

サイバー攻撃 コンピュータシステムへのアクセスまたはコン

ピュータシステムの処理、使用もしくは操作に関

連する不正な行為または犯罪行為を指し、次のい

ずれかに該当するものを含みます。 

① 正当な使用権限を有さない者による、不正ア

クセス 

② コンピュータシステムの機能の停止、阻害、

破壊または誤作動を意図的に引き起こす行為 

③ マルウェアなどの不正なソフトウェアの送付

または第三者にインストールさせる行為 

④ コンピュータシステムで管理される電子デー

タの改ざんまたは不正に情報を入手する行為    

第１条（この特約の適用条件） 

この特約は、保険契約者および被保険者が事業者（注）である場合にのみ適

用されます。 

（注）事業者 

個人事業主を含みます。 

第２条（保険金を支払わない場合） 

当社は、この特約が適用される普通保険約款およびこれに適用される他

の特約の規定にかかわらず、直接であると間接であるとを問わず、サイバー
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インシデントによって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。 

第３条（保険金を支払わない場合の適用除外） 

当社は、次のいずれかに該当する損害に対しては、第２条（保険金を支

払わない場合）の規定を適用しません。 

① サイバー攻撃により生じた事象以外のサイバーインシデントによって

保険の対象に生じた損害 

② サイバー攻撃の結果、火災または破裂・爆発によって保険の対象に生

じた損害 

第４条（準用規定） 

この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、

この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準

用します。 

(１００)保険料確定特約 

用語の説明 
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」

による場合のほか、次のとおりとします。 

（５０音順） 

 用語 説明 

せ 前年度 保険契約締結時に把握可能な直近の会計年度末時

点から過去１年間をいいます。 

前年度実績 保険の対象の前年度の平均保管高・平均在庫価額

または延べ輸送額をいいます。 

つ 通知・精算に関

する特約 

この保険契約に適用される次の①から⑥の特約を

いいます。 

①現金・小切手在庫保険金額方式特約（毎月通知・

年間精算） 

②現金・小切手在庫保険金額方式特約（四半期通

知・年間精算） 

③現金・小切手延べ保険金額方式特約（年間精算） 

④商品在庫保険金額方式特約（毎月通知・年間精

算） 

⑤商品在庫保険金額方式特約（四半期通知・年間

精算） 

⑥商品延べ保険金額方式特約（年間精算）    

第１条（保険料） 

(１)保険契約者は、通知・精算に関する特約の暫定保険料の払込規定にかかわ

らず、この特約に従い、前年度実績にそれぞれ所定の保険料率を乗じて得

た額の合計額を確定保険料として払い込まなければなりません。 

(２)普通保険約款第５条（保険料の払込方法）(２)の規定および普通保険約款

に適用される他の特約に定める保険料領収前に発生した事故の取扱いの

規定は、(１)の保険料にも適用するものとします。 

(３)保険契約者は、(１)の前年度実績が誤りであることを知った場合は、遅滞

なく、当社にその旨を通知し、変更の承認を請求しなければなりません。 

(４)(１)の規定にかかわらず、保険期間内に、保険期間中の平均保管高・平均

在庫価額または延べ輸送額が、(１)の前年度実績を著しく上回るまたは下
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回る（注）ことが明らかになった場合、またはその他(１)の規定を適用する

ことが適当でない特別の事情がある場合は、保険契約者は、当社にその旨

を申し出なければなりません。この場合において、この特約における保険

料は、(１)の規定にかかわらず、保管高・在庫価額については保険期間中

の予想平均保管高・予想平均在庫価額、輸送額については保険期間中の予

想延べ輸送額により定めるものとします。 

（注）著しく上回るまたは下回る 

それぞれ２倍以上または２分の１以下になることをいいます。 

第２条（保険料算出の基礎の通知） 

(１)通知・精算に関する特約に定める保管高・輸送額の通知、在庫価額・輸送

額の通知、または輸送額の通知に関する規定はこれを適用しません。 

(２)(１)にかかわらず、第１条（保険料）(４)の規定に基づき、保険料が保険

期間中の予想平均保管高・予想平均在庫価額または予想延べ輸送額で算出

された場合は、保険契約者は、保険期間終了後３０日以内に、保険期間中

の平均保管高・平均在庫価額または延べ輸送額を所定の様式による通知書

により当社に通知するものとします。 

第３条（保険料の精算） 

(１)通知・精算に関する特約に定める保険料の精算に関する規定はこれを適用

しません。 

(２)(１)にかかわらず、第１条（保険料）(４)の規定に基づき、保険料が保険

期間中の予想平均保管高・予想平均在庫価額または予想延べ輸送額で算出

された場合は、当社は、第２条（保険料算出の基礎の通知）(２)の通知に基

づき確定保険料を算出し、既に領収した暫定保険料との差額を精算します。 

第４条（保険金の支払額の読替え） 

当社は、この特約により、通知・精算に関する特約の次表に掲げる規定

を次のとおり読み替えて適用します。 

特約名称 読み替える規定 

①現金・小切手在庫保険金額方式特約（毎

月通知・年間精算） 
第８条（保険金の支払額） 

②現金・小切手在庫保険金額方式特約（四

半期通知・年間精算） 

③現金・小切手延べ保険金額方式特約（年

間精算） 
第１０条（保険金の支払額） 

④商品在庫保険金額方式特約（毎月通

知・年間精算） 
第７条（保険金の支払額） 

⑤商品在庫保険金額方式特約（四半期通

知・年間精算） 

⑥商品延べ保険金額方式特約（年間精算） 第９条（保険金の支払額） 

「  

(１)当社は、普通保険約款第２６条（保険金の支払額）の規定にかかわらず、

保険証券記載の保管場所および運送区間において保管または運送されて

いる間に保険の対象に生じた損害に対して、その損害の額を損害保険金と

して支払います。ただし、１回の事故により当社が支払う損害保険金の額

は、保険証券記載のそれぞれの保管場所および運送区間ごとの支払限度額

を限度とします。 

(２)(１)の規定にかかわらず、保管中の損害については、保険証券記載の保険

金額が前年度実績に不足していた場合には、当社は、次の算式によって算

出した額を損害保険金として、支払います。 
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(１)の規定による

損害保険金の額 
× 

保険証券記載の保険金額 
＝ 損害保険金の額 

前年度実績（注） 

(３)当社が(１)または(２)の規定に基づいて損害保険金を支払った場合でも、

(１)に規定する支払限度額は減額しないものとします。 

（注）前年度実績 

「用語の説明」にかかわらず、保険料が平均保管高・平均在庫価額および延べ輸送

額で算出されている場合は、前年度の平均保管高・平均在庫価額をいい、保険料が延

べ輸送額で算出されている場合は、前年度の延べ輸送額をいいます。 

」 

第５条（準用規定） 

この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、

この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準

用します。 
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Chapter 3
 
 

普通保険約款・ 

特約の補足事項 
 
 

 
返還保険料のお取扱いなど、普通保険約

款・特約について補足する事項がありま

すので、普通保険約款・特約とともに内

容をご確認ください。 

 

● 返還保険料のお取扱いについて 
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返還保険料のお取扱いについて 

「用語の説明」 

用 語 説 明 

解 

約 

全部解約 保険契約者の書面による通知により、ご契約の全部を

解約することをいいます。（ただし、中途更改解約を

除きます。）なお、明細付契約の場合には、変更日時

点で有効なすべての明細について、その全部を解約す

ることをいいます。 

中途更改解約 保険契約者の書面による通知による解約であって、１

または２以上の新たな保険契約を締結する場合にお

いて、次の条件をすべて満たすときをいいます。 

・旧契約と新契約の保険の対象が同一であること。 

・新契約の保険金額（契約が２以上の場合は合計保険

金額）が旧契約の保険金額（契約が２以上の場合は

合計保険金額）よりも少なくないこと。 

・新契約の保険期間が旧契約の保険期間よりも短くな

いこと。 

※新契約は同種のリスクを補償する他の種目を含み

ます。 

※共同保険の場合、すべての引受保険会社の合計保険

金額にて判定することができます。 

解 

除 

－ 

当社が、以下の規定により行うご契約の解除をいいま

す。 

動産総合保険普通保険約款 

第７条（告知義務）(２)、 

第８条（通知義務）(２)または(６)、 

第１６条（当社による保険契約の解除）、 

第１７条（重大事由がある場合の当社による保険契約

の解除）(１) 
 

その他ご契約にセットされる特約の規定 

無 

効 

－ 

以下の規定により、保険契約のすべての効力が、保険

契約締結時から生じなかったものとして取扱うこと

をいいます。 

動産総合保険普通保険約款 

第１１条（保険契約の無効） 
 

失 

効 

－ 

以下の規定により、保険契約の全部または一部の効力

を将来に向かって失うことをいいます。 

動産総合保険普通保険約款 

第１２条（保険契約の失効） 
 

取 

消 

保険契約者に

よる取消 

保険契約者が、以下の規定により行うご契約の取消を

いいます。 

動産総合保険普通保険約款 

第１４条（保険金額の調整）(１) 
 

当社による 

取消 

当社が、以下の規定により行うご契約の取消をいいま

す。 

動産総合保険普通保険約款 

第１３条（保険契約の取消） 
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用 語 説 明 

終 

了 

－ 

以下の規定によってご契約が終了することをいいま

す。 

動産総合保険普通保険約款 

第３３条（保険金支払後の保険契約）(１) 

料 

率 

短期率 期間に応じて定める＜別表①＞の割合をいいます。 

月割 期間に応じて定める＜別表②＞の割合をいいます。 

日割 期間の日数を、保険期間の日数（３６５日を上限とし

ます。）で除した割合をいいます。 

長期保険未経

過係数 

期間に応じて定める＜別表③＞の係数をいいます。な

お、ご契約の始期日時点における係数を適用します。 

長期係数 期間に応じて定める＜別表④＞の係数をいいます。 

期 

間 

保険期間 ご契約の保険証券に記載された保険期間をいいます。 

保険年度 長期契約の場合において、初年度については始期日か

ら１年間、次年度以降についてはそれぞれの始期日応

当日から１年間をいいます。 

既経過期間 ご契約の始期日から、解約日、解除日または失効日ま

での期間をいいます。 

未経過期間 解約日、解除日または失効日から、ご契約の満期日ま

での期間をいいます。 

未経過日数 解約日、解除日または失効日から、ご契約の満期日ま

での日数をいいます。 

既経過月数 ご契約の始期日から解約日、解除日または失効日まで

の月数をいい、１か月未満の期間は１か月として取り

扱います。 

保 

険 

料 

年額保険料 保険料一般分割払特約をセットした場合における保

険料の総額をいいます。 

適用保険料 保険料大口分割払特約をセットした場合における保

険料の総額をいいます。 

分割保険料 一般分割払または大口分割払における１回分の保険

料をいいます。 

一時払保険料 長期保険料一括払特約をセットした長期契約につい

て、一括して払い込まれた保険料をいいます。 
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＜別表①：短期率＞ 
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＜別表②：月割＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜別表③：長期保険未経過係数＞ 

２年契約 ３年契約 

 経過年数 

経過月数 
０年 １年 ０年 １年 ２年 

１か月まで 86% 42% 91% 60% 29% 

２か月まで 81% 38% 87% 58% 26% 

３か月まで 76% 34% 83% 55% 24% 

４か月まで 70% 31% 80% 52% 21% 

５か月まで 65% 27% 76% 50% 18% 

６か月まで 62% 23% 74% 47% 16% 

７か月まで 59% 19% 72% 45% 13% 

８か月まで 57% 15% 70% 42% 10% 

９か月まで 54% 11% 68% 39% 8% 

１０か月まで 51% 8% 67% 37% 5% 

１１か月まで 49% 4% 65% 34% 3% 

１２か月まで 46% 0% 63% 31% 0% 
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４年契約 

経過年数 

経過月数 
０年 1年 ２年 ３年 

１か月まで 93% 70% 46% 22% 

２か月まで 90% 68% 44% 20% 

３か月まで 87% 66% 42% 18% 

４か月まで 84% 64% 40% 16% 

５か月まで 82% 62% 38% 14% 

６か月まで 80% 60% 36% 12% 

７か月まで 79% 58% 34% 10% 

８か月まで 77% 56% 32% 8% 

９か月まで 76% 54% 30% 6% 

１０か月まで 75% 52% 28% 4% 

１１か月まで 73% 50% 26% 2% 

１２か月まで 72% 48% 24% 0% 

 

５年契約 

経過年数 

経過月数 
０年 1年 ２年 ３年 ４年 

１か月まで 94% 76% 56% 37% 18% 

２か月まで 92% 74% 55% 35% 16% 

３か月まで 90% 72% 53% 34% 15% 

４か月まで 87% 71% 52% 32% 13% 

５か月まで 85% 69% 50% 31% 11% 

６か月まで 84% 68% 48% 29% 10% 

７か月まで 83% 66% 47% 27% 8% 

８か月まで 82% 64% 45% 26% 6% 

９か月まで 81% 63% 44% 24% 5% 

１０か月まで 80% 61% 42% 23% 3% 

１１か月まで 78% 60% 40% 21% 2% 

１２か月まで 77% 58% 39% 19% 0% 

 

＜別表④：長期係数＞ 

保険期間 長期係数 

２年 １．８５ 

３年 ２．７０ 

４年 ３．５５ 

５年 ４．４０ 
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ご注意 

◆返還保険料の計算は、明細ごとまたは保険の対象の符号ごとに行い、

この単位ごとに1 円位を四捨五入して10 円単位とします。なお、

計算の順序・計算過程における端数処理等の影響により、次ページ

以降に記載された計算方法に従って算出される金額と実際に返還

される金額とが異なる場合があります。 

◆期間に含まれる日数の計算にあたっては、その期間の初日の翌日を

起算日とします。 

◆解約時または解除時に未払込保険料（解約・解除時点において払い

込まれていない保険料）がある場合には、次ページ以降に記載され

た計算方法に従って算出される金額から、未払込保険料相当額を差

し引いて返還保険料をお支払いします。なお、未払込保険料の額が

返還保険料の額を上回る場合は、その差額を保険契約者に請求しま

す。 

◆解約時または解除時において、既にご契約内容の変更があった場合

には、お取扱いが異なりますので、代理店・扱者または当社までお

問合わせください。 
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保険期間中に保険契約者がご契約を解約される場合および当社が

ご契約を解除する場合における返還保険料は、保険料の払込方法別

にそれぞれ次のとおり計算します。 

※計算方法は、動産総合保険普通保険約款第１９条(３)または保険

料の払込方法を定めるそれぞれの特約に記載されています。 

※契約方式やセットされる特約によりこれと異なる場合がありま

す。 

※「計算方法・計算例」は P137 以降の＜計算方法・計算例＞の

番号を指しています。 

 

１．１年一時払契約 

（１）保険契約者がご契約を解約される場合 

区 分 計算概要 計算方法・計算例 

全部解約 短期率【最低】 ① 

中途更改解約 日割 ② 

（２）当社がご契約を解除する場合 

区 分 計算概要 計算方法・計算例 

解除 日割 ② 

 

２．一般分割払契約 

（１）保険契約者がご契約を解約される場合 

区 分 計算概要 計算方法・計算例 

全部解約 月割【最低】 ③ 

中途更改解約 日割 ② 

（２）当社がご契約を解除する場合 

区 分 計算概要 計算方法・計算例 

解除 日割 ② 
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３．大口分割払契約 

（１）保険契約者がご契約を解約される場合 

区 分 計算概要 計算方法・計算例 

全部解約 短期率【最低】 ① 

中途更改解約 日割 ② 

（２）当社がご契約を解除する場合 

区 分 計算概要 計算方法・計算例 

解除 日割 ② 

 

４．長期一括払契約＜長期保険料一括払特約をセットした長期契約＞ 

（１）保険契約者がご契約を解約される場合 

区 分 計算概要 計算方法・計算例 

全部解約 長期保険未経過

係数【最低】 

④ 

中途更改解約 長期保険未経過

係数 

④ 

（２）当社がご契約を解除する場合 

区 分 計算概要 計算方法・計算例 

解除 長期保険未経過

係数 

④ 

◆【最低】の表示がある場合は、返還保険料の計算にあたり、お

払込みいただいた保険料が最低保険料未満のときは、その差額

を払い込んでいただく必要があります。 
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＜計算方法・計算例①＞ 短期率 

返還保険料＝保険金額×年料率×（１－既経過期間に対応する短期率） 

11 年年一一時時払払契契約約 

◆保険期間： 2024 年 10 月 1 日～2025 年 10 月 1 日 

        （保険期間＝１年） 

◆保険金額： 20,000 千円 

◆年料率 ： 8.00 

◆解約日 ： 2024 年 12 月 15 日 

    （既経過期間：2024 年10 月1 日～2024 年12 月15 日・3 か月まで 

    ⇒短期率45％） 

返還保険料 ＝ 20,000 千円×8.00×（1－0.45） 

＝ 88,000 円（（返返還還）） 

大大口口分分割割払払契契約約 

保険期間： 2024 年 10 月 1 日～2025 年 10 月 1 日 

       （保険期間＝１年） 

◆適用保険料： 396,000 円 

（分割保険料33,000 円×12 回、第３回目まで払込済） 

◆解約日 ： 2024 年 12 月 30 日 

    （既経過期間：2024 年10 月1 日～2024 年12 月30 日・3 か月まで 

    ⇒短期率45％） 

返還保険料  ＝  396,000×（1－0.45） 

 ＝  217,800 円 

未払込保険料 ＝    33,000 円×９回 

       ＝  ▲297,000 円 

  差引    ＝ ▲ 79,200 円（（請請求求）） 
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＜計算方法・計算例②＞ 日割 

返還保険料＝保険料（または年額保険料、適用保険料）×
365日

未経過日数

 

11 年年一一時時払払契契約約 

◆保険期間： 2024 年 10 月 1 日～2025 年 10 月 1 日 

        （保険期間＝1 年） 

◆保険金額： 20,000 千円 

◆年料率 ： 8.00 

◆解約日 ： 2024 年 12 月 15 日 

       （未経過期間：2024 年12 月15 日～2025 年10 月1 日まで 

⇒未経過日数290 日） 

返還保険料 ＝ 20,000千円×8.00× 
290

365
 ＝127,123.288… 

      → 127,120 円（（返返還還）） 

一一般般分分割割払払契契約約、、大大口口分分割割払払契契約約  

◆保険期間 ： 2024 年 10 月 1 日～2025 年 10 月 1 日 

         （保険期間＝1 年） 

◆年額保険料：168,000 円（保険料一般分割払） 

（分割保険料14,000 円×12 回、第2 回目まで保険料を払込済） 

◆解約日 ： 2024 年 12 月 30 日 

       （未経過期間：2024 年12 月30 日～2025 年10 月1 日まで 

⇒未経過日数275 日） 

返還保険料  ＝ 168,000 円× 
275

365
 ＝126,575.342… 

       → 126,580 円 

未払込保険料 ＝  14,000 円×10 回 

        ＝▲140,000 円 

差引 ＝▲ 13,420 円（（請請求求）） 

138



S6342_前後説_2.doc 23 

＜計算方法・計算例③＞ 月割 

返還保険料＝年間保険料×（1－ 月割既経過月数に対応する ） 

一一般般分分割割払払契契約約 
◆保険期間 ： 2024 年 10 月 1 日～2025 年 10 月 1 日 

         （保険期間＝1 年） 

◆年額保険料：168,000 円（保険料一般分割払） 

（分割保険料14,000 円×12 回、初回保険料を払込済） 

◆解約日 ：2024 年 12 月 15 日 

（既経過期間：2024 年10 月1 日～2024 年12 月15 日・3 か月まで） 

返還保険料  ＝ 168,000 円×（1－
12

3
） 

        ＝ 126,000 円 

未払込保険料 ＝  14,000 円×11 回 

        ＝▲154,000 円  

差引      ▲  28,000 円（（請請求求）） 

 

＜計算方法・計算例④＞ 長期保険未経過係数 

返還保険料＝保険金額×年料率×長期係数×
長期保険未経過係数
未経過期間に対する
解約・解除日以後の

 
長長期期一一括括払払契契約約 

◆保険期間 ： 2024 年 10 月 1 日～2029 年 10 月 1 日 

         （保険期間＝5 年） 

◆保険金額 ： 20,000 千円 

◆年料率  ： 8.00（長期係数：4.40） 

◆解約日  ：2025 年 12 月 15 日 

   （既経過期間：2024 年10 月1 日～2025 年12 月15 日・1 年3 か月まで 

        ⇒長期保険未経過係数７２％） 

返還保険料 ＝ 20,000 千円×8.00×4.40×72％ 

＝ 506,880 円 

      → 506,880 円（（返返還還）） 

139



S6342_前後説_2.doc 24 

ごご契契約約がが無無効効、、失失効効、、取取消消ままたたはは終終了了ととななるる場場合合のの返返還還保保険険料料ににつつ

いいててはは、、そそれれぞぞれれ次次ののととおおりり取取扱扱いいまますす。。  
※計算方法は、動産総合保険普通保険約款第１９条(２)または保険料の払込方法を定めるそ

れぞれの特約に記載されています。  
 

区分 返還保険料のお取扱い 

保険契約が無効となる場合 
既に払い込まれた保険料を返還しませ

ん。 

当社が保険契約を取り消した場合 
既に払い込まれた保険料を返還しませ

ん。 

保険契約者が保険契約を取り消し

た場合 

保険契約締結時に 遡
さかのぼ

って、既に払い込

まれた保険料のうち取り消された部分

に対応する保険料を返還します。 

保険契約が

失効となる

場合 

長期保険料一括払特

約をセットした長期

契約の場合 

長期保険未経過係数を乗じて計算した

保険料を返還します（P139 計算方法・

計算例④に該当）。 

上記以外の場合 

日割をもって計算した保険料を返還し

ます（P138 計算方法・計算例②に該

当）。 

保険契約者

が保険金額

の減額を請

求した場合 

長期保険料一括払特

約をセットした長期

契約の場合 

減額前と減額後の保険金額に対応する

保険料との差額について、長期保険未経

過係数を乗じて計算した保険料を返還

します（P139 の計算方法・計算例④に

該当）。 

上記以外の場合 

減額前と減額後の保険金額に対応する

保険料との差額について、短期率をもっ

て計算した保険料を返還します（P137

の計算方法・計算例①に該当）。ただし、

一般分割払契約の場合は、月割をもって

計算した保険料を返還します（Ｐ139

の計算方法・計算例③に該当）。 

保険契約が

終了する場

合 

長期保険料一括払特

約をセットした長期

契約の場合 

事故日の属する保険年度を経過した以

後の期間に対する長期保険未経過係数

を乗じて計算した保険料を返還します

（P139 計算方法・計算例④に該当）。 

上記以外の場合 
既に払い込まれた保険料を返還しませ

ん。（注） 

（注）事故日の属する保険年度分について未払込分割保険料があるときには、
これを一括して請求します。 
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